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口絵解説

美濃国方県郡河渡村には長良川の渡船場があったが、現在は長良川堤防工事などにより

その場所は明確ではない。本目録の村木家文書には、渡船場の位置を知ることができる絵

図などが残されており、 ここに和宮下向の際など臨時のものも含め４点の絵図を掲載した。

河渡村の渡船場は元禄９年（１６９６）「河渡宿之図」（岐阜大学教育学部郷土博物館収蔵、『岐

阜市史史料編近世二』付図１０に収載）によると、中山道往還東端より北の河原にあったが、

『中山道分間延絵図』が描かれた頃（寛政１２〈１８００〉～享和元年〈１８０１〉ごろ）には中山

道往還東端近くに移動している。文化年間になると、さらに南にも渡船場が設けられ、２

つの渡船場を状況に応じて利用していくようになっていく。この後は、中山道往還東端近

くの渡船場を使うようになり、それは明治１４年（１８８１）の河渡橋架橋まで続いた。しかし、

この橋は明治２５年（１８９２）の洪水により流失、また次の架橋までは渡船が用いられた。



① 文化８年（１８１１）７月 「御勘定矢田堀喜左衛門御改につき河渡村荒地并取下場絵図」（は１５）
＊中山道往還東端付近、猿尾の下に「古船場」、それより南の猿尾の下に「船渡場」がみえる。猿尾とは、川の流れ

を弱めるため、岸から突き出した小堤防のことである。



② 天保２卯年（１８３１） 「有君様御下向之節渡船場絵図」（は１６）

＊中山道往還東端付近、大猿尾の下に「下渡船場」、それより南、弐番猿尾の下に長さ６０間の「渡舟場」がみえる。



③ 文久元酉年（１８６１） 「和宮様御下向之節渡船場絵図」（は１７）
＊中山道往還東端付近、大猿尾と請猿尾の間に渡船場がみえる。



④ 明治２７年（１８９４）５月 「河渡村渡船路絵図」（明治３８６③）

＊中山道往還東端付近、２つの石猿尾の間に「旧渡舟場」がみえる。



目録の刊行にあたって

岐阜大学地域資料・情報センター運営委員（地域科学部助教授） 朴 澤 直 秀

岐阜大学地域資料・情報センターでは、地域に関する資料・情報を収集するとともに、そのデー

タを広く発信して、学内外の利用に供すべく、鋭意事業を進めている。

その一環として、学内に所在する貴重な地域資料の情報整理・発信を行っている。岐阜大学教育

学部郷土博物館には、１万点をこえる規模の美濃国本巣郡高屋村（現本巣市）の古田家文書を筆頭

に、３万点に及ぶ近世・近代文書がある。これらの多くは長良川水系流域を中心とした地域の村々

の庄屋家の文書であり、当該地域の近世・近代を知る上でたいへん貴重かつ内容豊富な史料である。

またそれのみならず、歴史学や地域研究・地域学習の教材としても活用されつつある。

これらの史料については既に粗々の整理がなされ、岐阜大学教養部教授であった日置弥三郎氏の

監修のもと、『岐阜大学教育学部庶民史料目録』�～�（１９６７年～１９６８年）として目録が刊行され

ている。

しかしながら、人員・経費の不足のもとで行われた事情もあり、それらの目録には現在からみる

と不備が多い。また、史料自体の保存状況も良好ではなく、早急の手当が必要である。よって、こ

れらの貴重な史料をより広汎な利用に供し、かつ喫緊の課題である劣化防止の措置を講ずべく、再

整理と新規の目録作成とを行うことにしたのである。

その最初の成果として、ここに美濃国方県郡河渡村（現岐阜市）村木家文書の目録を刊行するも

のである。本目録をてがかりに、村木家文書を是非ご活用いただきたい。また、近日中に web上

でのデータベース公開を企図しているので、あわせ利用されたい。

なお、この村木家文書の整理作業は、岐阜大学大学院教育学研究科における２００４年度現代的教育

ニーズ取組支援プログラム「教師のための遠隔大学院カリキュラムの開発」との連携のもとに行わ

れ、教育学部教授伊東久之氏の助言を得た。作業には、中尾喜代美教務補佐員があたった。

本目録は、膨大な郷土博物館収蔵史料のほんの一部を収載するものであり、刊行のささやかな喜

びの一方で、さらなる遠い道のりを思う嘆息を禁じ得ない。整理・データベース作成作業や公開体

制整備が恒常的に、かつ十分な規模で行われ、貴重な地域資料の永久保存・有効活用が図られるこ

とを衷心から希うものである。
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凡 例

１ 本目録は、岐阜大学教育学部郷土博物館が収蔵する美濃国方県郡河渡村村木家文書の目録であ

る。

２ 現状において村木家文書は、１９６８（昭和４３）年発行『岐阜大学教育学部庶民史料目録』�の通

りに配架されており、本目録の配列もそれに従った。１９６８年発行の目録の凡例は解題に引用し

ている。史料の一部で、この目録に明記されていないものは、適宜番号を追加した。以前の整

理では未整理であった書状・領収証などは「未」という文書の単位記号を加え、現状の秩序に

従って整理し付番した。

３ 目録は「番号」、「表題」、「年代」、「西暦」、「作成」、「受取」、「形態」、「数」、「備考」の順に記

載した。「番号」の頭には、文書の単位記号（「ろ」～「る」「明治」「未」）を加えている。番

号の中の丸番号は綴であることを示す。

４ 史料中の旧字体や異体字は常用漢字などに改めた。合字の「�」は「より」と表記した。破損

などで判読不明の部分は□（字数が推定できるもの）や［ ］（字数が推定できないもの）で

表現した。判読などに疑問のある文字については（…ヵ）と記した。

５ 表題は史料に記載されたものを採用し、補足が必要なものは（ ）を付け、その内容を示した。

表題がない史料は、〔 〕を付け、仮表題を作成した。内容が不明な場合は、史料の最初の文

言の一部を抜き出して「 」内に記した。所在不明の史料の表題には、《 》を付けた。

６ 年代は史料に記載されたものをとり、推定・参考年代は（ ）、（ ヵ）で記した。

７ 作成・受取は史料に記載された地名・肩書き・人名などすべて記載した。地名・肩書きなどで

「同」と表記されている場合は、該当する地名・肩書きなどを適宜（ ）内に記入した。

８ 形態は冊子物では縦・横長・横半・横・綴・折本とし、一紙物では一紙・折紙・切紙とした。

包紙・封筒などに収められていたものは（包紙共）（封筒共）などを明記した。

９ 備考には史料のまとまっていた状況や破損などの状態、端裏書・朱書など必要と思われる様々

な情報を記した。絵図などは適宜大きさ（縦×横�）を記した。

１０ 史料の保存状態については現状記録を参照されたい。

１１ 史料の閲覧の際の連絡先は下記の通りである。

〒５０１―１１９３ 岐阜市柳戸１番１ 岐阜大学教育学部（本館）５階 郷土博物館

℡０５８―２９３―２２２３ または０５８―２９３―２２０９

＊史料などの閲覧には、事前予約で対応。詳細は、上記連絡先まで。



解 題

村木家文書について
かたがた ごう ど

美濃国方県郡河渡村村木家文書の総点数（綴の中の史料も１点と数える）は、１５３７点に及ぶ。この文書は、

つとに１９４８年発足の近世庶民史料調査委員会が行った全国的な史料所在調査時に把握されており、概要につ

いては『近世庶民史料所在目録第一輯』（１９５２年、日本学術振興会）に記載されている。その内容は以下の

通りである。

中部 二一〇

所蔵者 岐阜県本巣郡合渡村大字河渡 村木錬一 旧蔵（名主・宿役人）

旧地名 美濃国方県郡河渡村（天領）

数 量 公 一七〇冊 二二通 私 五〇冊 五袋

年 代 寛永一二年―明治五年 主として江戸後期

内 容 寛永の河渡村検地帳、元禄一一年河渡宿絵図の他、渡場・川普請、用水（出入を含む）宿入用

関係史料が最も多く、年貢・諸役・小作（文政一〇年以降二四冊）関係、金銀出入帳の類これ

に次ぎ、村明細帳の他、救恤・廻米・貸借等に関する文書も少くない。

この後、明治時代の史料も含めた村木家文書を岐阜大学学芸学部が購入し、整理作業が行われた。文書目

録は、『岐阜大学教育学部庶民史料目録』�（１９６８年）に収録され、その整理の概要は以下の通りである。

凡 例

１．本目録には、次の１０種の文書が収載されている。これらは戦後の混乱に近世庶民史料が一時に散逸

するのをおしんで、当学部が相ついで購入したものである。（中略）

村 木 家 岐阜市合渡 （中略）

２．各文書の整理は、江戸と明治の２時代に大別し、江戸時代は次の分類を立てた。同一分類項目内は

ほぼ年代順に配列し、関係文書は一括することにつとめた。

〔い〕土 地 〔ろ〕貢 租 〔は〕村 政 〔に〕村 経 済 〔ほ〕戸 口

〔へ〕治水土木 〔と〕災害・救恤 〔ち〕交 通 〔り〕社寺・習俗 〔ぬ〕個人雑事

〔る〕金 融 〔お〕雑

３．明治時代文書は分類しないで一括し、大体年代順に配列し、文書には「明治」の印を押して江戸時

代文書と区別してある。

４．書状など未整理のものが、各文書とも相当数残されている。

当時の整理について「余暇をみてのこととて、大まかな分類原則も乱れがちに終つている」と、目録を監

修された日置弥三郎氏（当時、岐阜大学教養部）は記されている。この時の整理では段ボール製の文書箱に

保管していたが、その後松田之利氏（当時、岐阜大学教養部）によりスチール製の文書箱への入れ替えが行

われている。

１



この村木家文書の史料の一部は、『岐阜県史』や『岐阜市史』に収載され、村方騒動関連の史料が『岐阜

大学教育学部郷土資料�幕末維新期美濃地方の村方騒動関係史料』（１９７６年）に翻刻されている。ただし、

一部分ではあるが現在所在不明の史料もある。

すでに目録は刊行されているが、さらに広範な利用に寄与するため、目録のデータベース公開と史料保存

を目的として、２００５年から再整理を開始した。史料保存のため、中性紙仕様の文書箱・文書封筒への入れ替

えを行った。今回の整理に当たり、史料番号はすでに刊行されている目録の通りとしている。以前の整理で

は未整理であった書状などの整理も行い、目録の最後に加えた。その史料番号は現状の秩序に従って、整理

順に番号を付けている。

村木家について

江戸時代、村木家は河渡村・河渡宿の庄屋、宿役人（年寄）を勤めた家で、屋号は丸屋であった。河渡村

は宝暦１３年（１７６３）以降から幕末まで幕領であり、村木家は組合村の惣代庄屋を勤めていたと思われ、廻米

納入の責任者である納名主や、長良川の治水工事の際に普請箇所の惣代となっている。明治に入ると戸長や

郵便局長も勤め、また河渡橋建設にも関わった。また第５学区聯合村会議員にもなっている。幕末には寺子

屋を開設し、学制発布後には有隣学校や東雲学校（有隣学校と啓昧学校の合併後の改称）の監事なども勤め

ている。

河渡村について

現在は岐阜市の西部、長良川（この付近は河渡川とも呼ばれた）右岸に位置する。河渡村の東は長良川と

支流の伊自良川が合流する付近であり、村内を天王川・樋爪（比津免）川が流れ、水害が頻繁した地域であっ

た。中山道の宿場でもあり、河渡の渡し（長良川渡船）があった。文化１２年（１８１５）の村明細帳によると、

河渡村の家数２２７軒で惣人数は９０３人（４人増、男４５７人・女４４２人）、願明寺・最乗寺・真空寺（現存せず）

の３か所の寺と、牛頭天王社（現在は杵築神社）・春日大明神社（現在は杵築神社に合祀）・七尾天神社（現

在は杵築神社に合祀）・吉備津大明神社の４つの社があった（岐阜県歴史資料館所蔵「美濃国方県郡河渡村

明細帳」）。

成立年代 西暦 村 名 村 高 史 料 出 典

元和２年 １６１６ 川戸 １３８１石７斗 美濃国村高領地改帳 『岐阜県史史料編近世一』
１９６５年

寛永４、５年
ごろ＊

１６２７・
１６２８

河戸 １３８１石７斗 美濃一国郷帳（慶長郷帳）『岐阜県史史料編近世一』
１９６５年

正保２年 １６４５ 河戸村 １３８１石７斗 美濃国郷帳 『岐阜県史史料編近世一』
１９６５年

元禄１４年 １７０１ 河渡村・河渡村
之内上河渡村

１３８１石７斗 美濃国郷帳 『明治大学刑事博物館資
料第１０集』１９８８年

天保５年 １８３４ 河渡村 １３８８石４斗３升１合 天保郷帳 『内閣文庫所蔵史籍叢刊
第５５巻天保郷帳�』１９８４
年

明治４年 １８７１ 河渡村 １３８８石４斗３升１合 美濃・飛騨両国郡村旧高
及所轄沿革取調帳

『岐阜県史史料編近世一』
１９６５年

河渡村の村高の変遷

＊『岐阜県史史料編近世一』の第一部一国郷帳の解説参照（pp.１～３）

２



当初は加納藩領であったが、加納藩主安藤氏の転封により宝暦６年（１７５６）に幕領となり、宝暦９年（１７５９）

には大垣藩預所、そして宝暦１３年（１７６３）に再び幕領となり幕末まで続いた。

村高の変遷は表の通りであるが、村木家文書の年貢免定をみると、正徳元年（１７１１）の免定では御拝領高

１３８１石７斗、古来永引として１４１石６斗３升８合とあり、残高１２４０石６升２合免付とある（村木家文書ろ３）。

文化１２年（１８１５）の村明細帳でも同様の残高であり、田高は１０３２石３斗３升８合で、畑高は２０７石７斗２升

４合であった。天保郷帳で高が増加しているが、それは６石７斗３升１合の新開畑高の分である（岐阜県歴

史資料館所蔵「美濃国方県郡河渡村明細帳」）。

河渡村は先にも記したが、水害による被害が甚大な場所であり、同じ方県郡の寺田・上曽我屋・下曽我屋

村と本巣郡の生津・柱本・高屋・馬場村などとともに輪中を形成していた。この河渡輪中は東は長良川、西

は糸貫川に囲まれた地域で、その南端にある河渡村は低地であり、上流部には堤がないため落水の被害を受

けやすい場所でもあった。この被害を押さえるために、天明６年（１７８６）に上曽我屋村と北隣の川部村との

境界付近に小堤を築き足すのであるが、これが原因となり近隣諸村との争論が長らく続くこととなる。

宿場の概況については、天保１４年（１８４３）の「中山道宿村大概帳」（児玉幸多校訂『近世交通史料集五』pp.

４７０～４８３）によると宿内（往還通り）の惣家数は６４軒で、脇本陣はなく本陣が１軒（凡そ建坪１１０坪）、旅籠

が２４軒（大４軒・中９軒・小１１軒）あり、人数は２７２人（男１３３人・女１３９人）であった。人馬の継ぎ立てを

行う問屋場は東町と中町の２か所にあり、問屋２名・年寄６人などが交代で詰めていた。宿内の町並みの長

さは、東西３町（約３２７�）であり、一里塚や高札場、川高札などがあった。

１０００m ０ １０００ ２０００

国土地理院発行の５万分の１地形図（大垣）
＊地図のほぼ中央に河渡が位置している。
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元禄７年（１６９４）に申し付けられた河渡宿の助郷村には、厚見郡江崎・爪・今嶺・鏡島・西庄・藪田村、

方県郡寺田・小島・一日市場・曽我屋・川部・木田村、本巣郡別府・前野・只越・柱本・生津村の１７か村が

あった（『岐阜市史史料編近世三』pp.７３４～７３６）。

また享保期のもので、河渡宿取扱いの荷物を長良川対岸の鏡島湊が取り扱っていたことを示す史料も残さ

れている（『岐阜市史史料編近世三』p.４８５）。

河渡宿の長良川渡船場は、長良川の中洲出現などの影響により、頻繁に移動していた。元禄９年（１６９６）

「河渡宿之図」（岐阜大学郷土博物館所蔵、『岐阜市史史料編近世二』付図１０に収載）や『中山道分間延絵図

第十七巻』の河渡宿の場面、そして本目録口絵の写真をくらべてみると、その場所が移動していることが

見てとれる。また、時には２か所の渡船場を使用していた。口絵の「御勘定矢田堀喜左衛門御改につき河渡

村荒地并取下場絵図」（は１５）と「有君様御下向之節渡船場絵図」（は１６）には、２か所の渡船場が描かれて

いる。願明寺文書「河渡宿より美江寺宿まで往還筋取調書上帳」（『岐阜市史史料編近世二』pp.１０８４～１０９２）

の貼紙によると、「但シ渡舟場之義、先年字町口ニて渡舟致来候処、文化二丑年川瀬悪敷相成候ニ付、凡壱

丁程下之方ニ渡舟場御願申上、遣水之模様ニ寄両様ニて渡舟致来候処、去卯（天保１４年か）秋九月中洪水ニ

付、切所先ニて大破ニ罷成候ニ付、当時字町口ニて渡舟仕候」とある。中山道往還東端付近の渡船場より南

にあった渡船場はおそらく天保１４年の秋ごろまで使用され、その後は「字町口」の渡船場（中山道往還東端

付近、「古船場」「下渡船場」）を利用していったと思われる。この渡船場の変遷については、渡船場普請関

係の史料も含めて検討が必要である。

河渡村は年貢米を川舟にて桑名へ運び、さらに江戸浅草（現東京都台東区）の蔵まで納める、津出しの湊

でもあった。また、『濃州徇行記』によると、武儀郡で作られた良質の糸を上有知湊（現美濃市）から河渡

湊まで運び、陸路米原まで送り、京都まで売り込んでいたという（『岐阜県史通史編近世下』p.４０３・p.８６５）。

また、飛�国産の糸・紬なども河渡宿経由で京へ運ばれている（『岐阜県史史料編近世七』pp.６１０～６１３）。

文化１２年（１８１５）「美濃国方県郡河渡村明細帳」（岐阜県歴史資料館所蔵）には、「桑名・名古屋辺より積上

候船荷物之儀、先年より当村江上り候荷物、川荷問屋両人御座候而支配仕来申候」とある。

明治に入ると河渡村は、明治６年（１８７３）、大区小区制によって第一大区十一小区に含まれた。その後、

寺田・一日市場・曽我屋村との組合村となり、明治３０年（１８９７）に河渡村は寺田・一日市場・曽我屋村の４

か村と合併し合渡村となり、本巣郡に含まれた。その後、昭和３４年（１９５９）に岐阜市へ合併した。

現在の河渡は戦災によって宿場の面影は失われ、長良川の堤防工事により長良川に近い場所にあった中山

道往還の家々や寺などは移転している。現在では、大猿尾の一部分や中山道を通る旅人らの安全を祈るため

に建立された馬頭観音堂（移転している）や、一里塚跡などが残されている。杵築神社（牛頭天王社）は江

戸時代当時のままの位置にある。

現状記録

中性紙仕様の文書箱・文書封筒に入れ替える前の状態では、スチール製文書箱７箱（５４．６×４４．６×１２．２

�）・段ボール箱１箱（「文書保存箱岐阜市役所」印刷あり、４１．０×３０．６×２７．６�）に入れられ、教育学部郷

土博物館収蔵室に保管されていた。スチール製文書箱には、箱書に従って１～７の番号を付番し、段ボール

箱には１の番号を付番した。「ろ」～「明治」までの文書が一括されていた封筒は、すべて岐阜大学教育学

部の封筒である。２点の史料が、博物館図書資料室の戸棚に保管されていた（ろ１１・ろ２０）。

本目録発行段階において所在不明の史料は、へ５６・り８・り１２・り１３・ぬ６４・ぬ９２・ぬ１１８・明治５・明治

３３・明治３６・明治２９２である。明治２００、明治４５４～明治５００は、前目録編集段階において欠番であったもので

ある。
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箱 史 料 一 括 状 態

スチール製文書箱１
箱書「河渡村 村木文書�
（ろ）貢租（は）村政（に）
村経済」

ろ１～ろ７９（ろ１１・
ろ２０は除く）

ろ１～１０・１２～１９は封筒一括 ろ３～１０はビニール紐一括

ろ１２・１４～１９はビニール紐一括

ろ２１～４０は封筒一括

ろ４１～６０は封筒一括

ろ６１～７９は封筒一括

は１～は２６ は１～２６は封筒一括 は１５～２２は袋一括

は２２―１～―２は重ね折られていた

に１～に４９ に１～２８はビニール紐一括

に２９～４９は封筒一括

スチール製文書箱２
箱書「河渡村 村木文書�
（ほ）戸口（へ）水利土木
（ち）交通（る）金融」

ほ１～ほ３ ほ１～３は封筒一括

へ１～へ９１（へ５６
は除く）

へ１～１０は封筒一括

へ１１～２０は封筒一括

へ２１～３０・へ９１は封筒一括

へ３１～４０は封筒一括

へ４１～５０は封筒一括

へ５１～へ５５・へ５７～へ６０は封筒
一括

へ６１～７０は封筒一括

へ７１～８０は封筒一括

へ８１～９０は封筒一括

ち１～ち１０ ち１～１０は封筒一括 ち１～１０はビニール紐・紐一括

る１～る４ る１～４は封筒一括 る１～４はビニール紐一括

スチール製文書箱３
箱書「河渡村 村木文書�
（り）社寺習俗（ぬ）個人
雑事１～４０」

り１～９７（り８・１２・
１３は除く）

り１～７・９～１１・１４・１５・９７は
封筒一括

り１６～６０はビニール紐一括

り６１～９６はビニール紐一括

ぬ１～４０ ぬ１～２０はビニール紐一括

ぬ２１～４０はビニール紐一括

スチール製文書箱４
箱書「河渡村 村木文書�
（ぬ）個人雑事４１～１５７」

ぬ４１～ぬ９０・ぬ１０８
～ぬ１５７（ぬ６４・１１８
は除く）

ぬ４１～６１はビニール紐一括

ぬ６２・６３・６５～９０はビニール紐
一括

ぬ１０８～１１７・１１９～１４２はビニー
ル紐一括

ぬ１４３～１５７は封筒一括

スチール製文書箱５
箱書「河渡村 村木文書�
（明治）１～１０１」

明治１～明治１０・明
治１２・明治３１～明
治１１３（明治５・３３・
３６は除く）

明治１～４・６～１０は封筒一括

明治３１・３２・３４・３５は封筒一括

明治３７～５１はビニール紐一括

明治５２～５８は封筒一括
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箱 史 料 一 括 状 態

明治７５～８１は封筒一括

明治８２～９１は封筒一括

明治９２～１０１は封筒一括

明治１０２～１１３は封筒一括

段ボール箱 ぬ９１～ぬ１０７（ぬ９２
は除く）・明治１１・
明治１３～明治３０・
明治１１５～明治１７５

ぬ９１・９３～１０７はビニール紐一
括

明治１１・１３～２０は封筒一括

明治２１～３０は封筒一括 明治２１～３０はビニール紐一括

明治１１５～１３０・１３２～１３６は
ビニール紐一括

明治１３７～１５７はビニール紐一括

明治１５８～１７５はビニール紐一括

スチール製文書箱６
箱書「河渡村 村木文書�
（明治）１０２～１９９」

明治１３１・明治１７６
～明治１９９

明治１７６～１９９はビニール紐一括

スチール製文書箱７
箱書「河渡村 村木文書�
（明治）２０１～５２５」

明治２０１～明治５２５
（明治２９２は除く）・
未１―１～―３６・未２―１
～―１０・未３―１～―９６

明治２０１～２１８は封筒一括

明治２１９～２５２はビニール紐・袋
一括

明治２５３～２８０は封筒一括 明治２６１～２６６はこより紐一括

明治２８１～２９１・２９３～３００は封筒
一括

明治２８１～２９１・２９３・２９４は袋
一括

明治３０１～３２０は封筒一括

明治３２１～３４０は封筒一括

明治３４１～３６０は封筒一括

明治３６１～３８０は封筒一括

明治３８１～４００は封筒一括 明治３９２―１～―２は重ね折られ
ていた

明治４０１～４２０は封筒一括

明治４２１～４４０は封筒一括 明治４２９～４３４はこより紐一括

明治４４１～４５３は封筒一括

明治５０１～５２５は封筒一括

未１―１～―３６はビニール紐一括

未２―１～―１０はビニール紐一括

�
�
�
�
�
�
�

一括状態の詳細は次表参照

未３―１～―９６はビニール紐一括

一 括 状 態

未１―１～―３６は
ビニール紐一括

未１―４―１～―３はこより紐一括 未１―４―２～―３は包紙一括

未１―２７―１～―５は紙紐一括

未１―２９―１～―１９は紐一括 未１―２９―１―１～―２はこより紐一括
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一 括 状 態

未１―２９―２―１～―１６は紙紐一括

未１―２９―６―１～―２７はこより紐一
括

未１―２９―６―２―１の末尾に―２は重
ねて折り込まれ、―３は―２の中
に巻き込まれていた

未１―３０―１～―７は紙紐一括

未１―３２―１～―３６は紐一括 未１―３２―２７―１～―２は重ね折られ
ていた

未１―３２―３４―１～―２は重ね折られ
ていた

未１―３２―３５―１が―２を挟みこんで、
共に折られていた

未１―３３―１～―５３は紐一括 未１―３３―９―１～―２は重ね折られて
いた

未１―３３―１６―１が―２を巻き込んで
いた

未１―３３―２０―１～―２は紙紐一括

未１―３３―２１―１～―６はこより紐一
括

未１―３３―２３―１の袋に―２が入って
いた

未１―３３―２９―１が―２を包紙のよう
に包んでいた

未１―３３―５３―１～―５は袋一括

未１―３４―１～―１２はこより紐一括

未２―１～―１０はビ
ニール紐一括

未２―４―１～―２は封筒一括

未３―１～―９６はビ
ニール紐一括

未３―２―１～―５４は紐一括 未３―２―２―１～―２は紙紐一括 未３―２―２―２―１～―２は重ね折一
括

未３―２―２１―１～―２は重ね折られて
いた

未３―２―３３―１が―２を巻き込んでい
た

未３―２―３７―１が―２を巻き込んでい
た

未３―２―３９―１～―３はこより紐一括

未３―２―４９―１の末尾に―２を重ねて
折り込まれていた

未３―２―５２―１の末尾に―２を重ねて
折り込まれていた

未３―２―５３―１の末尾に―２を重ねて
折り込まれていた

未３―２―５４―１～―２はこより紐一括
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概 要

村木家文書は、現状において『岐阜大学教育学部庶民史料目録』�の通りに配架されており、整理にあたっ

てはその配列を踏襲した。

【ろ】「貢租」

河渡村の年貢免定・年貢皆済目録は明治７年（１８７４）に厚見郡江崎村から長良川境界をめぐる訴えが起こ

り、その訴訟の証書として岐阜県庁へ提出されたものが主である（ろ１～３・５・６・８・１０～１２・１４・２１、関

連史料は【明治】参照）。この村木家文書の中で最も古い史料が、「河戸村未之御免相之事」（ろ２１）の年貢

免定で、河渡村が加納藩領であった寛永２０年（１６４３）のものである。

【は】「村政」

河渡村では、慶応２年（１８６６）に高持惣代らが庄屋所から村入用帳や村方買物帳などの諸帳面を奪い取り、

一 括 状 態

未３―３―１～―３はこより紐一括 未３―３―１～―３は重ね折られていた

未３―４―１～―８は紙紐一括 未３―４―１～―８は重ね折られていた

未３―９―１の末尾に―２を重ねて
折り込まれていた

未３―２１―１が―２を巻き込んでい
た

未３―２７―１が―２を巻き込んでい
た

未３―３１―１～―５は紙紐一括 未３―３１―１が―２～―５を挟み込んで
いた

未３―３６―１～―３は重ね折られて
いた

未３―４３―１～―６は紙紐一括 未３―４３―３―１～―３は重ね折られて
いた

未３―４３―６―１の末尾に―２を重ねて
折り込まれていた

未３―４５―１が―２を巻き込んでい
た

未３―４６―１～―４は紙紐一括 未３―４６―４―１が―２を巻き込んでい
た

未３―５１―１～―２は封筒一括 未３―５１―１が―２を挟み込んでいた

未３―５４―１～―８は封筒一括 未３―５４―１～―８は重ね折られてい
た

未３―５７―１～―３は紙紐一括 未３―５７―３―１～―２は重ね折られて
いた

未３―７２―１が―２を巻き込んでい
た

未３―８１―１と―２は重ね折られて
いた

未３―８７―１と―２は重ね折られて
いた
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村役人の夫銭割を停止させる事件、村方騒動が起こった（『岐阜市史通史編近世』pp.４６０～４６４）。この村方

騒動に関係する史料（は５～は７・は９・ち４・明治２０２など）が残されており、「庄屋勘定場ニおゐて市左衛門・

儀兵衛・友蔵・定吉・勇助・善之助理不尽ニ諸帳面奪取出訴一件」（は６）・「仮規定取極写」（は９）・「小前方

門十郎市左衛門文助より村役人江相掛リ給米減方ニ而出入一件日記」（明治５、現在所在不明）は、『岐阜大

学教育学部郷土資料�幕末維新期美濃地方の村方騒動関係史料』に収載されている。嘉永年間にも村方諸勘

定をめぐる騒動が発生しており、これに関係する「差上申熟談証文之事」（未１―２９―６―１、『岐阜市史史料編近

世二』pp.１０８２～１０８３の史料と同内容）・「差入申一札之事」（未１―３３―４１）などの史料も残されている。

幕末維新期に、赤報隊に供奉して上京した河渡村民の史料もある（は１１、『岐阜市史通史編近代』pp.２８～

３０）。「御勘定矢田堀喜左衛門御改につき河渡村荒地并取下場絵図」（は１５）・「有君様御下向之節渡船場絵図」

（は１６）・「和宮様御下向之節渡船場絵図」（は１７）の絵図からは、河渡宿渡船場の変遷の一端が窺われる（口

絵参照）。河渡宿渡船場付近の長良川では土砂が流路に堆積しやすく、そのためにできた中洲の影響を受け

渡船場の位置が移動していった。２点の渡船場絵図（は１６・は１７）も、年貢免定などと同様に明治７年（１８７４）

に起こった長良川境界訴訟の証書として岐阜県庁へ提出されたものである（関連史料は【明治】参照）。

【に】「村経済」

河渡村は当初加納藩領であったが、後に幕領となった。幕領の年貢米は江戸浅草などへ輸送され、これを

廻米といった（『岐阜県史通史編近世上』pp. ８４０～８４７参照）。河渡村の廻米は「宿東川岸」より川舟で桑名

湊まで送られ、そこで積み替えられ江戸へ海上輸送された（「中山道宿村大概帳」『近世交通史料集五』）。村

木忠兵衛はその納名主（輸送責任者）を勤めている時もあり、このことから廻米関係の史料が残されている

（ろ７０～７２・ろ７７・は１４・に２～に２８・に３４・に３９など）。「去卯濃州御籾米納入用清割賦帳」（に２）は、『岐

阜市史史料編近世二』（pp.１０９６～１０９８）に収載されている。

【ほ】「戸口」

安八郡神戸村（現安八郡神戸町）の村高・家数・人別などを調べた書上帳がある。方県郡河渡村の村木家

に、これらの史料が残された経緯については不明である。後掲の「明治時代文書」の中にも、神戸村関連の

史料が残されている（明治４３６）。

【へ】「治水土木」

河渡宿の渡船場普請関係の史料があり、渡船場変遷の一端がここからも窺われる（へ１―１～―３・へ６・へ７・

へ３１―１～―２・へ３５―２・へ３７―２・へ４６など）。文化１２年（１８１５）「美濃国方県郡河渡村明細帳」（岐阜県歴史資

料館所蔵）によると、往来渡船は２艘、小船（百姓持）は５艘あり、その渡船普請の史料も残されている（へ

２０・明治５２３など）。「中山道河渡宿渡船馬船造替御普請目論見帳」（へ２０）には、馬船１艘（長さ９間、内法

巾６尺、外法高１尺５寸）が、長良川の「急流荒瀬」のために追々破損に及んだとある。

長良川では頻繁に水害が発生し、その治水工事として公儀普請・国役普請・御手伝普請・百姓自普請など

が行われた（『岐阜県史史料近世五』第一部治水・『岐阜県史通史編近世下』第３章治水など参照）。村木家

文書には、文化１３年（１８１６）や天保６年（１８３５）の御手伝普請、天保９年（１８３８）・天保１０年（１８３９）の公

儀（急破）普請、また公儀普請の中で幕領に限って行われる定式普請などの各村ごとの負担金を記した諸入

用割賦帳やその他の史料が多く残されている（へ２、へ９・へ１１～へ１６・に２９～に３１・に４９、へ２３・へ２４・に

３２、へ９１・ち２、へ４・へ１７・へ１８―１～―２・へ２１・へ２２・へ２６～へ２９・へ３２・へ４６・へ４８―１～―２・に３３―１～―２・

に４１・に４２など）。また宝暦７年（１７５７）の公儀普請（御救普請）により長良・糸貫川の逆水を防ぐための

河渡・生津村立会堤が築かれ、その時に設置された悪水吐圦の普請関係史料も残されている（へ３・へ１０・

へ３０・へ３６―１など）。

治水工事をめぐっては、隣村との間でしばしば争論が起こり、その関係史料も多く残されている。河渡輪
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中（河渡・生津・馬場・高屋・柱本・上曽我屋・下曽我屋・寺田の８か村）の上曽我屋村に築かれた横小堤

は、長期にわたって近隣諸村との争論の原因となった（は２３・へ３６―２・へ５８・へ５９・へ６１～へ６４・へ６６・へ

８７など）。嘉永４年（１８５１）には、厚見郡下奈良村の新規川除普請などをめぐって争論が起こっている（へ

４９～へ５２・へ５４・へ７４～へ８１・へ８４・へ８６など）。嘉永７年（１８５４）６月には、本巣郡北方村地内の糸貫川

堤防が切れ、その水防中に口論が発生し河渡宿の者２名が疵を負っている（は２５・へ５３・へ５５・へ５７・へ９０・

ぬ１５０・ぬ１５１など）。

幕末に入ると、新たな治水対策として木田村地内での板谷川新堤築方や糸貫川伏越悪水抜普請が行われて

いくが、その関連史料も残されている（は２６・に４０・へ３７―１・へ３９～へ４２・へ６５・へ８２・明治２０３など、へ

４３～へ４５・へ６８～へ７２・へ８５・へ８９など）。

これらの争論や治水対策などに関しては『岐阜市史通史編近世』（pp.３４２～３４５）、『穂積町史通史編上巻（古

代・中世）』（pp.３２４～３７７）や、これらの本に引用されている史料などは『岐阜市史史料編近世二～三』『北

方町史史料編』『穂積町史資料編巻一～巻三』に多数く収載されているので参照されたい。

【ち】「交通」

河渡宿の渡船は２艘であったので、参勤交代など通行の多い時には増船を前野・江崎・西鏡島・東鏡島・

小島・一日市場・東島・菅生・江口・下尻毛村の１０か村に依頼している（ち３・ち５）。この増船の賃金は、「小

役割」（郡中入用）であり、笠松代官所管轄下の村々に割り当てられ負担していた（岐阜県歴史資料館所蔵

「美濃国方県郡河渡村明細帳」）。

明治新政府によって宿駅制度のさまざまな改正が行われ、助郷組替などに関連する史料も残されている（は

１２・明治１・明治６・明治１１・明治３１・明治２０１・明治４２４など）。「御改正宿方一件」（は１２）は『岐阜市史史

料編近世二』（pp.１０９８～１１００）に収載されている。

【り】「社寺・習俗」

伊勢の御師が配布した伊勢暦が、文化５年（１８０８）から明治４年（１８７１）のものまで、一部抜けている年

次もあるが、まとまって残されている（り１６～り９２）。明治になってから東京大阪頒暦商社や神宮司庁頒暦

局が作成した暦もある（り９３～り９６）。

嘉永３年（１８５０）２月、方県郡城田寺村の河田熊碩は「種痘趣意書」（り７）を出しているが、この人物が

どこで種痘法を習得したのかについては不明である（『岐阜県史史料編近世八』p. ６８０、『岐阜市史通史編近

世』pp.５８３～５８４）。

【ぬ】「個人雑事」

「金銀出入当座帳」・「金銀出入之覚帳」と書かれた帳面が、文政１３年（１８３０）から明治１９年（１８８６）に至

るまで多数残されている（ぬ１～ぬ６２・ぬ１２７・ぬ１４０・明治８・明治３７～明治５１など）。「金銀出入当座帳」の

うち、天保１２年（１８４１）の史料には川留めとなって河渡宿に泊まることとなった柳川御家中十時右仲上下６

人の旅籠代などが記され（ぬ２１）、嘉永２年（１８４９）の史料には「種痘趣意書」（り７）を出した城田寺村河

田熊碩への中元祝儀贈答金が記されている（ぬ３１）。慶応４年（１８６８）の史料には五月五日の節句手習子祝

儀覚などがあり（ぬ６１）、様々な金銭出入が記録されている。「金銀出入之覚帳」は入金・地下小取替・小入

用・講金・日雇・人足日雇・普請入用覚など項目ごとの金銭出入が記載されている。

掟米取立帳は、天保１４年（１８４３）から昭和１３年度（１９３８）のものまでまとまっている（ぬ７２～ぬ９０・明治

１１５～明治１７４など）。また、安政２年（１８５５）から明治１９年（１８８６）に至るまでの日記が、ほぼ継続して書

き留められている（ぬ９１～ぬ１０７・明治１２～明治３０、『岐阜県史通史編近世下』pp.１１３３～１１３５・『岐阜市史通

史編近代』pp.２４～２８参照）。

華道関係の史料も残されている（ぬ１４４～ぬ１４６・り３）。
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【る】「金融」

頼母講関係の史料がある。

【明治】「明治時代文書」

明治時代になると様々な布達などがもたらされ、それに関連する史料が残されている（明治３２・５５・２０４・

２０８～２１１・２１３・２１４など）。

交通・運輸関係では、渡船の新規組合取り決め（明治９２）や渡船賃改正（明治２１２、『岐阜市史史料編近代

一』pp. ６５５～６５６に収載）、陸運・水運関連の史料が残されている（明治２０５・２１１・２５１・５０１など）。また、

明治１４年（１８８１）に完成した河渡橋関連の史料（明治１０２・１８９・３２３・３２４・３５６・３９８など）や、明治２５年（１８９２）

の大洪水により河渡橋が破損・流出後の渡船継続の史料（明治３２５・３６９・３８２～３８４・３８６・４０５など）がある。

学制の発布により河渡村では有隣学校が設立され、「生徒授業料受納簿」（明治７１）などの史料が残されて

いる（明治５９・６８・７２～７４・７６・３９７など）。また、その他の学校関連の史料もある（明治２７４・４０３・４０８・

４０９・４１７・４４２など）。

村木家は郵便取扱役を勤めたことから、多数の郵便関係の史料が残されている（明治１１１・２６０～２６６・２６８・

３３０・３５７・３６５～３６８・３７２～３７６・３８０・３８５・４００・４１１・４４５・４４７・４５２・４５３・５０４～５１１・未３―２５・未３―５１・

未３―５４など）。「郵便集配并御出方郵便切手売下月計簿」（明治２６８）などが『岐阜市史史料編近代一』（pp.６５２

～６５３）に収載されている。

明治期にも様々な訴訟が起こり、その関連史料も残されている。明治７年（１８７４）には、河渡村と厚見郡

江崎村との間で長良川境界をめぐって訴えが起こった（は２０・明治２１９～２３７・２４１～２４８・２５０・２５２・２５６・

２５７・４２０・未１―３３―９など）。明治１０年（１８７７）には、曽我屋村地内横小堤の修繕をめぐる訴訟が発生した（明

治９１・２６９～２７３・４２３など）。明治１１年（１８７８）には板谷川堤防及び糸貫川伏越樋の諸入費の件で郷借金延滞

訴訟（２７６・２８１～２８９・２９３～２９８・３０５～３０６など）や、板谷川堤防及び糸貫川伏越費入費割賦改正訴訟（３００

～３０３・３０７～３０９・３１５・４２２など）が生じている。明治１２年（１８７９）の生津村から河渡村往還まで開鑿され

た九尺堀という悪水路の流路妨害をめぐる悪水溝渠流通差障訴訟（明治２９９・３１３・３１４・３１７・３１８など）や、

明治１４年（１８８１）の洪水によって損壊した曽我屋村地内の横小堤の修繕をめぐる悪水除嵩上土取払并定杭変

換回復訴訟（明治３３１～３４３など）、明治１６年（１８８３）の河渡村地内の用水路に沿った作場道への揚土削除を

めぐる水開場所障害訴訟（明治３４９・３５３・３５５・４１２・４１９・４２９・４４８・未３―２―１８～―１９など）などの史料も数

多く残されている。

また、酒造日誌なども残されている（明治５１７～５１８）。

【未】「未整理史料」

代金書付などが大半であるが、治水に関係する書付や争論に関係する書状も含まれている。

関連史料

元禄９年（１６９６）「河渡宿之図」が岐阜大学郷土博物館に所蔵されている。文化１２年（１８１５）「美濃国方県

郡河渡村明細帳」（明治期岐阜県庁事務文書）・「方県郡河渡村絵図」（美濃郡代笠松陣屋堤方役所文書）は岐

阜県歴史資料館に所蔵されている。名古屋大学所蔵「（西）高木家文書（DBを附属図書館 HPで公開）」や

岐阜県歴史資料館所蔵「美濃郡代笠松陣屋堤方役所文書」には、河渡村を含めた長良川の治水関連の史料が

まとまっている。

河渡村の願明寺文書には、横小堤争論関連や往還筋取調書上帳などの史料が残されている（『穂積町史資

料編巻二』『岐阜市史史料編二』に収載）。
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児玉幸多校訂『近世交通史料集五 中山道宿村大概帳』吉川弘文館、１９７１

児玉幸多監修『中山道分間延絵図全二十巻之内第十七巻』東京美術、１９８２

太田三郎・安藤利道監修『定本中山道美濃十六宿』郷土出版社、１９９７

太田三郎『中山道―美濃十六宿―』大衆書房、１９６９

太田三郎『生きていた美濃中山道』教育出版文化協会、１９７７

吉岡勲監修『目で見る美濃・飛騨の街道』岐阜郷土出版社、１９８９

臼井薫編集・レイアウト『中仙道美濃十六宿』臼井薫写真の店、１９８８

藤島亥治郎『中山道 宿場と途上の踏査研究』東京堂出版、１９９７

岐阜市立合渡小学校『合渡』岐阜市立合渡小学校創立百周年委員会、１９７３

中部地方建設局木曽川上流工事事務所編集『木曽三川の治水史を語る』建設省中部地方建設局木曽川上流

工事事務所、１９６９

木曽三川～その流域と河川技術編集委員会・中部建設協会編集『木曽三川～その流域と河川技術』建設省

中部地方建設局、１９８８

木曽三川流域誌編集委員会・�中部建設協会編集『木曽三川流域誌』建設省中部地方建設局、１９９２

建設省木曽川上流事務所編集・発行『木曽川上流８０年のあゆみ』２０００

「続・木曽三川の治水史を語る」編集会議『続・木曽三川の治水史を語る』国土交通省木曽川上流河川事

務所・�中部建設協会、２００４

名古屋大学附属図書館編集・発行『川とともに生きてきた』２００１

名古屋大学附属図書館・附属図書館研究開発室編集・発行『川とともに生きてきたⅡ』２００３

名古屋大学附属図書館・附属図書館研究開発室編集・発行『川とともに生きてきたⅢ』２００４

丸山幸太郎「近世美濃の治水制度」『岐阜史学』５５号、１９６９

丸山幸太郎「岐阜西北部の治水問題」『岐阜市史だより』５、１９７８

安藤萬壽男『輪中―その形成と推移』大明堂、１９８８

松田之利「鏡嶋湊と與左衛門」『岐阜県歴史資料館報』１７、１９９４

岐阜県教育委員会『歴史の道中山道調査報告書』１９７９

御嵩町教育委員会・中山道みたけ館編集・発行『特別展中山道美濃十六宿展』１９９９

１２
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美濃国方県郡河渡村絵図
＊岐阜市歴史博物館『企画展「古地図」』（１９８６年）に収載の「美濃国方県郡河渡村絵図」（岐阜県歴史博

物館所蔵）をもとに作成。渡船場が２か所みえることなどから、文化年間ごろのものと思われる。

１３



１４

目 録

番 号 表 題 年 代 西暦

ろ１ 辰之高物成定之事 元禄元戊辰年十一月廿
一日

１６８８

ろ２ 辰之高物成定之事 元禄十三庚辰年十一月
廿一日

１７００

ろ３ 方県郡河渡村卯御物成割付之事 正徳元辛卯年十一月十
三日

１７１１

ろ４ 子御年貢可納割付之事 宝暦六年子十月 １７５６

ろ５ 丑御年貢可納割付之事 （宝暦７年） １７５７

ろ６ 申御年貢可納割付之事 明和元年申十月 １７６４

ろ７ 酉御年貢可納割付之事 明和二年酉十月 １７６５

ろ８ 巳御年貢可納割付之事 安永二年巳十月 １７７３

ろ９ 午御年貢可納割附之事 安永三年午十月 １７７４

ろ１０ 丑御年貢可納割付之事 天明元年丑十月 １７８１



１５

作 成 受 取 形態 数 備 考

多湖岸右衛門（印）、太田取右衛門（印）、
岩根与惣左衛門（印）、細見甚右衛門
（印）

河戸村庄屋、惣百姓
中

一紙 １ 裏朱書「第三号 明治七年十二
月廿二日検閲（印：斯波）」、裏
貼紙「第三号（印：川俣）」「元
禄元辰年」、裏貼紙（朱書）「（印：
白木）第七十八号三百卅五号」

藤井甚助（印）、牧忠右衛門（印）、石
川彦兵衛（印）、早川太郎右衛門（印）、
中村定右衛門（印）、田口伝左衛門（印）

河戸村庄屋、惣百姓
中

一紙 １ 端裏書「元禄十三辰年」、裏朱
書「第四号 明治七年十二月廿
二日検閲（印：斯波）」、裏貼紙
「第四号（印：川俣）」、裏貼紙
（朱書）「（印：白木）第七十九
号三百卅六号」

石塚五太夫（印）、松原平兵衛（印）、
近藤四郎兵衛（印）、河野儀左衛門（印）、
高橋杢左衛門（印）、桝原正右衛門（印）、
植竹吉兵衛、吉川伝右衛門（印）、松
本仁左衛門（印）、村上蔵人（印）、三
田小一右衛門（印）

庄屋百姓中 一紙 １ 端裏書「河渡村斉藤覚右衛門・
庭幸太夫分」、裏朱書「第五号
明治七年十二月廿二日検閲
（印：斯波）」、裏貼紙「正徳元
卯ノ年」「第五号（印：川俣）」、
裏貼紙（朱書）「（印：白木）第
八十号三百卅七号」

川崎平右衛門（印） 右（河渡）村庄屋、
年寄、百姓

一紙 １ 端裏書「河渡村」、裏貼紙「宝
暦六子」

一紙 １ 後半部分破損、端裏書「河渡村」、
裏付札「七号（朱書）宝暦七丑
年（印）」、裏貼紙（朱書）「（印：
白木）第八十一号三百卅八号」

千清右衛門（印） 右（河渡）村庄屋、
年寄、惣百姓

一紙 １ 端裏書「方県郡河渡村」、裏付
札「八号（朱書）明和元申（印）
（印）」裏貼紙（朱書）「（印：
白木）第八十三号三百卅九号」、
裏朱書「第八号 明治七年十二
月廿二日検閲（印：斯波）」

千清右衛門（印） 右（河渡）村庄屋、
年寄、惣百姓

一紙 １ 端裏書「河渡村」、裏付札「明
和弐酉年」

千六郎右衛門（印） 右（河渡）村庄屋、
年寄、惣百姓

一紙 １ 端裏書「巳割付 河渡村」、裏貼
紙（朱書）「（印：白木）第八十
三号三百四十号」、裏付札「第
八号（朱書）安永二巳年」、裏
朱書「第九号 明治七年十二月
廿二日検閲（印：斯波）」

千六郎右衛門（印） 右（河渡）村庄屋、
年寄、惣百姓

一紙 １ 裏付札「安永三年午」

千六郎右衛門（印） 右（河渡）村庄屋、
年寄、惣百姓

一紙 １ 端裏書「丑割附 河渡村」、裏貼
紙「十号（朱書）天明元丑年」、
裏貼紙（朱書）「（印：白木）第
八十四号三百四十一号」、裏朱
書「第十号 明治七年十二月廿
二日検閲（印：斯波）」



１６

番 号 表 題 年 代 西暦

ろ１１ 酉御年貢可納割付之事 寛政元酉年十月 １７８９

ろ１２ 酉御年貢可納割附之事 享和元酉年十月 １８０１

ろ１３ 亥御年貢可納割付之事 文久三亥年十月 １８６３

ろ１４ 子御物成皆済目録 宝暦七年丑十月 １７５７

ろ１５ 子御物成皆済目録 宝暦七年丑十月 １７５７

ろ１６ 丑御年貢皆済目録 宝暦八年寅十月 １７５８

ろ１７ 申御物成米金御勘定仕上目録 明和二年酉十月 １７６５

ろ１８ 酉御物成米金御勘定仕上目録 明和三年戌十月 １７６６

ろ１９ 丑御物成米金御勘定仕上目録 天明二年寅十月 １７８２

ろ２０ 酉御年貢皆済目録 寛政二戌年四月 １７９０

ろ２１ 河戸村未之御免相之事 （寛永２０年）未ノ霜月
三日

１６４３

ろ２２ 巳之御物成通 天保四年十二月 １８３３

ろ２３ 未御物成通 天保六年十二月 １８３５

ろ２４ 申御物成通 天保七年十二月 １８３６

ろ２５ 酉之御物成通 天保八年十二月 １８３７



１７

作 成 受 取 形態 数 備 考

辻六郎左衛門（印） 右（河渡）村庄屋、
年寄、惣百姓

一紙 １ 端裏書「河渡村」、裏貼紙「十
一号（朱書）寛政元酉年」、裏
貼紙（朱書）「（印：白木）第八
十五号三百四十二号」、裏朱書
「第十一号 明治七年十二月廿
二日検閲（印：斯波）」

辻甚太郎（印） 右（河渡）村庄屋、
年寄、惣百姓

一紙 １ 端裏書「享和元酉年 河渡村」、
裏貼紙（朱書）「第拾弐号（印）」
「（印：白木）第八十六号三百
四十三号」、裏朱書「第十二号
明治七年十二月廿二日検閲
（印：斯波）」

岩田鍬三郎（印） 右（河渡）村庄屋、
年寄、惣百姓

一紙 １ 端裏書「美濃国方県郡河渡村」、
裏貼紙「文久三亥年」

川平右衛門（印） 右（河渡）村庄屋、
年寄

一紙 １ 端裏書「河渡村」、裏貼紙「六
号（朱書）宝暦六子（印）」、裏
朱書「第六号 明治七年十二月
廿二日検閲（印：斯波）」「無号」

川平右衛門印 右（河渡）村庄屋、
年寄

一紙 １ 端裏書「河渡村」、裏貼紙「宝
暦六子年」

川平右衛門（印） 右（河渡）村庄屋、
年寄、百姓

一紙 １ 端裏書「河渡村」、裏貼紙「宝
暦七丑年」

千種清右衛門様御役
所

一紙 １ 端裏書「河渡村」、裏付札「明
和元申（印）」、年貢皆済につき
千清右衛門の裏書あり

千種六郎右衛門様御
役所

一紙 １ 端裏書「河渡村」、裏貼紙「明
和二酉年」、年貢皆済につき千
六郎右衛門の裏書あり

方県郡河渡村庄屋清兵衛（印）・忠兵
衛（印）、年寄儀右衛門（印）・勘右衛
門（印）・長兵衛（印）・久左衛門（印）、
百姓代四郎右衛門（印）・忠次郎（印）

笠松御郡代所 一紙 １ 端裏書「方県郡河渡村」、裏貼
紙「天明元丑年」、年貢皆済に
つき千六郎右衛門の裏書あり

辻六郎左衛門（印） 右（河渡）村庄屋、
年寄、惣百姓

一紙 １ 端裏書「寛政元酉年」「方県郡
河渡村」

古沢安左衛門、松波多衛蔵（印） 河戸村忠右衛門殿、
吉右衛門殿、組頭衆
様

切紙 １ 裏貼紙「寛永二十未年」「第二
号（印：川俣）」、裏貼紙（朱書）
「（印：白木）第七十七号三百
卅四号」、裏朱書「第二号 明治
七年十二月廿二日検閲
（印：斯波）」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」



１８

番 号 表 題 年 代 西暦

ろ２６ 戌之御物成通 天保九年十二月 １８３８

ろ２７ 亥之御物成通 天保十年十二月 １８３９

ろ２８ 子之御物成通 天保十一年十二月 １８４０

ろ２９ 丑御物成通 天保十二年十二月 １８４１

ろ３０ 寅之御物成通 天保十三年十二月 １８４２

ろ３１ 寅御物成通 天保十三年十二月 １８４２

ろ３２ 卯御物成通 天保十四年十二月 １８４３

ろ３３ 辰御物成通 天保十五年十二月 １８４４

ろ３４ 辰御物成通 天保十五年十二月 １８４４

ろ３５ 巳御物成通 弘化二歳十二月 １８４５

ろ３６ 未御物成通 弘化四年十二月 １８４７

ろ３７ 申御物成通 嘉永元年十二月 １８４８

ろ３８ 申御物成通 嘉永元年十二月 １８４８

ろ３９ 酉御物成通 嘉永二年十二月 １８４９

ろ４０ 酉御物成通 嘉永二年十二月 １８４９

ろ４１ 戌御物成通 嘉永三年十二月 １８５０

ろ４２ 戌御物成通 嘉永三年十二月 １８５０

ろ４３ 亥御物成通 嘉永四年十二月 １８５１

ろ４４ 亥御物成通 嘉永四年十二月 １８５１

ろ４５ 子御物成通 嘉永五年十二月 １８５２

ろ４６ 子御物成通 嘉永五年十二月 １８５２

ろ４７ 丑御物成通 嘉永六年十二月 １８５３

ろ４８ 丑御物成通 嘉永六年十二月 １８５３

ろ４９ 寅御物成通 嘉永七年十二月 １８５４

ろ５０ 寅御物成通 嘉永七年十二月 １８５４

ろ５１ 卯御物成通 安政二年十二月 １８５５

ろ５２ 卯御物成通 安政二年十二月 １８５５

ろ５３ 辰御物成通 安政三年十二月 １８５６

ろ５４ 辰御物成通 安政三年十二月 １８５６

ろ５５ 巳御物成通 安政四年十二月 １８５７

ろ５６ 巳御物成通 安政四年十二月 １８５７

ろ５７ 午御物成通 安政五年十二月 １８５８

ろ５８ 午御物成通 安政五年十二月 １８５８

ろ５９ 未御物成通 安政六年十二月 １８５９



１９

作 成 受 取 形態 数 備 考

忠左衛門 横半 １ 剥離紙あり、表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

忠左衛門 横半 １ 綴じ紐切れ、表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」



２０

番 号 表 題 年 代 西暦

ろ６０ 申御物成通 万延元年十二月 １８６０

ろ６１ 亥御物成通 文久三年十二月 １８６３

ろ６２ 亥御物成通 文久三年十二月 １８６３

ろ６３ 卯御物成通 慶応三年十二月 １８６７

ろ６４ 卯御物成通 慶応三年十二月 １８６７

ろ６５ 未御物成通 （未年）

ろ６６ 申御物成通 （申年）

ろ６７ 辰御物成通 （辰年）

ろ６８ 午御物成通 （午年）

ろ６９ 寅之御物成通 （寅年）

ろ７０ 御廻米不廻一件（桑名での中晩稲の積立は１１月
下旬より翌正月中旬までになるよう願いにつき）

文化十四丑年八月 １８１７

ろ７１ 美濃・伊勢国御廻米納方御蔵定帳 天保五年午十月二日 １８３４

ろ７２ 御蔵納欠石船方并郡中為取替写（廻米積請の義
など文化年中の取極め、先年の通り改めにつき）

天保五年午十月再改 １８３４

ろ７３ 安政四丁未年御免割相場定 （安政４丁未） １８５７

ろ７４ 戌立毛合附野帳 文久二年九月 １８６２

ろ７５ 南組高覚 元治元子年改 １８６４

ろ７６ 高違并過米銀割取調帳 慶応二年寅八月 １８６６

ろ７７ 御廻米乗納取極之覚 慶応二年寅十月 １８６６

ろ７８ 〔西御丸普請・長防征伐の進発などにつき冥加
金上納覚帳〕

（天保１０～慶応２年） １８３９

ろ７９ 天神名田地押調

は１ 乍恐以宿次御届奉申上候（中島村・一日市場村
草野出入一件につき、内済次第下書）

天保七申年九月 １８３６

は２ 御触書写（虫防の手当心得などにつき） （天保９年７月） １８３８

は３ 〔街道筋取締の件請書、銀引替銭の廻状、拝借
色納金勘弁など願書留帳〕

（文久４～慶応２年） １８６４

は４ 村請分慶応元丑年割合引請ニ入（反別・定米な
ど書付）

（慶応元丑年） １８６５



２１

作 成 受 取 形態 数 備 考

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

忠左衛門 一紙 １

忠左衛門 一紙 １

忠左衛門 一紙 １

忠左衛門 一紙 １

忠左衛門 一紙 １

庄屋忠兵衛扣 縦 １

河渡宿村木忠左衛門（印） 横半 １

野田斧吉支配所濃州各務郡前野村郡中
惣代信助印・同州山県郡小倉村郡中惣
代彦七・同州同（山形）郡千疋村同断
（郡中惣代）市郎兵衛・同州土岐郡小
里村同断（郡中惣代）善兵衛・同州羽
栗郡徳田新田同断（郡中惣代）寿作・
同州多芸郡根古地新田同断（郡中惣代）
伝兵衛、会所詰作左衛門・雲平

勢州桑名湊廻船差配
人敦賀屋庄右衛門
殿・高塚屋伊左衛門
殿

縦 １

一紙 １ 綴じ穴跡あり、水田水引定日の
書付あり

村木 横半 １

横長 １

村木扣 横長 １

方県郡 縦 １

縦 １

一紙 １

柴田吉之丞支配所中山道河渡宿庄屋忠
左衛門（印）、年寄儀右衛門（印）

柴田郡平様、向島真
兵衛様

一紙 １ 端裏書「九月二日宿継ヲ以継送
り申候」

縦 １

縦 １

忠左衛門 一紙 １



２２

番 号 表 題 年 代 西暦

は５ 小前未進取立御願上候一件（小前１４人の年貢・
高掛物の未進者あり、勘定するよう笠松御役所
へ願上げにつき）

慶応二寅年七月 １８６６

は６ 庄屋勘定場ニおゐて市左衛門・儀兵衛・友蔵・
定吉・勇助・善之助理不尽ニ諸帳面奪取出訴一
件（諸入用夫銭割に取懸る処、高持総代ら村入
用帳・大役帳・船場役帳など奪い取るなど村方
騒動一件）

慶応二年寅十二月 １８６６

は７ 乍恐以書付奉願上候（諸入用夫銭割に取懸かる
処、高持惣代６人が諸帳面理不尽に奪い取る村
方騒動にて、厳重に取調べ願い）

慶応二寅年十二月 １８６６

は８ 乍恐以口上書奉申上候（臨時通行継立向諸雑
費・渡船場諸入用増加にて困窮につき、余荷助
郷願い下書）

慶応三卯年二月 １８６７

は９ 仮規定取極写（村方騒動一件にて、庄屋らへの
給米、宿村小入用取替金、年貢米納方などの規
定、一同立会取極めにつき）

慶応三年卯七月 １８６７

は１０ 慶応四辰年二月会藩より在府大諸候（ヵ）へ被
差出候書面之写

（慶応４辰年２月） １８６８

は１１ 〔大原前侍従に供奉した河渡村林兵衛上京一件
留帳〕

（慶応４年３～１０月） １８６８

は１２ 御改正宿方一件（御一新にて宿助郷組替えなど
改正仕法帳）

慶応四年辰五月ヨリ １８６８

は１３ 〔曽我屋村地内横小堤築立場所などの一件、江
戸にて訴訟などにつき願書留〕

（安政５年午１１月） １８５８

は１４ 〔納名主支度金内借願いなど廻米関連記録〕 （７月２４日～９月２４日）

は１５ 〔御勘定矢田堀喜左衛門御改につき河渡村荒地
并取下場絵図〕

文化八未年七月 １８１１

は１６ 有君様御下向之節渡船場絵図 天保二卯年 １８３１

は１７ 和宮様御下向之節渡船場絵図 文久元酉年 １８６１



２３

作 成 受 取 形態 数 備 考

泰次郎扣 縦 １

泰次郎扣 縦 １ １９７６年発行『岐阜大学教育学部
郷土資料�幕末維新期美濃地方
の村方騒動関係史料』に収載

中山道河渡宿百姓代勇八、年寄勘右衛
門・式太郎・儀右衛門・泰次郎、同断
（年寄）後見四郎右衛門、問屋泰蔵・
久右衛門、同（問屋）後見八兵衛、庄
屋広助・忠右衛門、同（庄屋）後見忠
兵衛

笠松御役所 一紙 １

中山道河渡宿役人惣印 関東御取締広瀬鏡平
様

縦 １ 資料には「は九号」と番号が書
かれている

忠左衛門扣 縦 １ １９７６年発行『岐阜大学教育学部
郷土資料�幕末維新期美濃地方
の村方騒動関係史料』に収載

縦 １

縦 １ 『岐阜市史通史編近代』pp. ２８
～３０に一部収載

村木扣 縦 １ 破損あり、『岐阜市史資料編近
世二』pp.１０９８～１１００に収載

縦 １

横半 １ 納名主は「忠左衛門」「与藤治」
とあり

瀧川小右衛門御代官所濃州方県郡河渡
村庄屋忠兵衛（印）・清兵衛（印）、年
寄勘右衛門（印）・長兵衛（印）・忠次
郎（印）・儀右衛門（印）、百姓代四郎
右衛門（印）・勇八（印）

一紙 １ は１５～２２は袋一括、袋「明治十
七年十月十二日改ム 宝暦十一
年正月立会分間絵図 三枚続壱
枚…」、４２．２×６０．６�、彩 色、
裏貼紙（朱書）「第六十三号二
百八十四号」

一紙 １ ４３．８×６４．１�、彩色、付札「渡
船場長六拾間」、裏朱書「第五
号 明治七年十二月廿二日検閲
（印：斯波）」、裏貼紙（朱書）
「（印：白木）第七十号二百九
十一号」、標題は貼紙より

一紙 １ ４０．５×５５．４�、彩色、裏朱書「第
三号 明治七年十二月廿二日検
閲（印：斯波）」、裏貼紙（朱書）
「（印：白木）第六十九号二百
九十号」、標題は貼紙より



２４

番 号 表 題 年 代 西暦

は１８ 〔田畑反別・掟米など書付図面〕 慶応三年卯四月 １８６７

は１９ 〔河渡・馬場・生津・高屋村境界付近道路・水
路図面〕

は２０ 〔河渡川通河渡・鏡島・江崎村境界絵図〕 （明治７年ヵ） １８７４

は２１ 〔畑地内伏越樋計画図〕

は２２ １ 〔字中島絵図〕

は２２ ２ 〔字中島絵図〕

は２３ 議定証文之写（曽我屋村横小堤訴訟の処、横小
堤修復方法並びに小堤の高さ定めなどにて内済
につき）

文化十酉年十月十日 １８１３



２５

作 成 受 取 形態 数 備 考

一紙 １ ２４．６×３４．７�、「南天流改」と
あり、ぬ１５５と関連

一紙 １ ２７．６×３９．６�、彩色、「現今縮
図」とあり

河渡村副戸長白木門一、鏡島村副戸長
服部与八、江崎村川口弥平

一紙 １ ２８．３×４０．６�、彩色、江崎村・
鏡島村と河渡村との境界訴訟に
関連すると思われる

伏越樋組合惣代関谷源六（印）、村木
忠一（印）、長屋三郎（印）

一紙 １ ２７．２×７９．４�、彩色

一紙 １ は２２―１と―２は重ね折られてい
た、２７．９×４０．１�、彩色、土地
区分の色分けあり

一紙 １ ２７．９×４０．１�、彩色、土地区分
の色分けあり

訴訟方瀧川小右衛門御代官所濃州方県
郡河渡村村役人惣代庄屋忠兵衛印・同
断（庄屋）清兵衛印・年寄長兵衛印、
訴訟方戸田采女正御預所同州本巣郡生
津村村役人惣代庄屋代徳右衛門印・同
断（庄屋代）佐兵衛印・百姓代亀右衛
門印、訴訟方安藤新治郎領分同州方県
郡上曽我屋村村役人惣代庄屋沖右衛門
印・下曽我屋村村役人惣代庄屋丈四郎
印・寺田村村役人惣代庄屋此蔵印、訴
訟方同人（安藤新治郎）領分本巣郡高
屋村村役人惣代庄屋和左衛門印・馬場
村村役人惣代庄屋勇助印・柱本村村役
人惣代庄屋一平印、相手方滝川小右衛
門御代官所同州方県郡古市場村村役人
惣代庄屋治右衛門印・交人村村役人惣
代庄屋清三郎印・正木村村役人惣代庄
屋与三右衛門印・下土居村村役人惣代
庄屋勘右衛門印、相手方戸田采女正御
預所同州同（方県）郡下城田寺村村役
人惣代庄屋利右衛門印、相手方尾州御
領同州同（方県）郡折立村村役人惣代
庄屋治兵衛印・同（折立）村之内三ツ
又分村役人惣代庄屋長四郎印、相手方
安藤新治郎領分同州同（方県）郡川部
村村役人惣代庄屋応助印・又丸村村役
人惣代庄屋定右衛門印・下尻毛村村役
人惣代庄屋喜蔵印・上尻毛村村役人惣
代庄屋栄作印・木田村村役人惣代庄屋
俊吾印・東改田村村役人惣代庄屋多郎
左衛門印・西改田村村役人惣代庄屋六
郎平印・黒野村村役人惣代庄屋万治郎
印、相手方本庄式部小輔領分同州同（方
県）郡上城田寺村村役人惣代庄屋所左
衛門印・今川村村役人惣代庄屋兵左衛
門印、相手方松平長門守知行所同州同

瀧川小右衛門様御手
代戸栗二六郎殿、戸
田采女正様御内御預
所御役人井道茂十郎
殿、尾州様川並御奉
行御代官兼水谷茂左
衛門様御手附高田嘉
八郎殿、安藤新治郎
様御内市原房五郎
殿、本庄式部少輔様
御内村瀬勘蔵殿、松
平長門守様御内郷八
郎太夫殿

縦 １ 罫紙、明治に写されたもの



２６

番 号 表 題 年 代 西暦

は２４ 江口村より指出候草野出入済口証文写（中島村
地内草野へ一日市場村の百姓不法出入にて出訴
の処、熟談内済につき）

天保七申年十一月 １８３６

は２５ 済口証文之事（糸貫川北方村地内堤切入一件、
長谷川堤・梅田堤など切所は北方村にて普請す
るなどにて内済につき証文写）

嘉永七寅年七月 １８５４

は２６ 仮約定之事（木田村地内板谷川通新堤築立方下
知済み、糸貫川北方村地内堤切入の梅田堤一件
熟談にて堤修復諸入用の割合など取極めにつ
き）

文久元酉年八月 １８６１

に１ 八ヶ村組合囲蔵諸入用帳 文政十三年寅閏三月廿
九日

１８３０

に２ 去卯濃州御籾米納入用清割賦帳 天保三年辰六月 １８３２

に３ 去午濃州御籾米納入用清割賦帳 天保六年未六月 １８３５

に４ 去未濃州御籾米納入用清割賦帳 天保七年申四月 １８３６

に５ ① 去未濃州御籾米納入用清割賦帳 天保七年申四月 １８３６

に５ ② 去酉濃州御籾米納入用清割賦帳 天保九年戌七月 １８３８

に６ 去亥濃州御籾米納入用清割賦帳 天保十一年子八月 １８４０

に７ 戌納入用清割賦帳 （戌年）



２７

作 成 受 取 形態 数 備 考

（方県）郡分郷下城田寺村村役人惣代
庄屋藤兵衛印、取�人瀧川小右衛門御
代官所同州各務郡前野村古領庄屋億助
印・戸田采女正御預所同州本巣郡美江
寺村庄屋宇兵衛印・尾州御領同州同
（本巣）郡上橋本村八蔵印・安藤新治
郎領分同州厚美郡切通村庄屋七兵衛
印・本庄式部少輔領分同州方県郡西粟
野村庄屋周助印

戸田采女正御預所濃州厚見郡中島村小
前并役人惣代庄屋六兵衛、同（中島）
村庄屋兼帯同御預所大野郡志名村庄屋
武一郎、訴訟人右両人煩ニ付代右中島
村年寄六郎右衛門、安藤対馬守領分同
州方県郡一日市場村年寄常八・祐右衛
門、相手右両人代兼年寄新十郎、引合
人戸田采女正御預り所同州厚見郡江口
村役人惣代百姓代友蔵

御評定所 縦 １

方県郡河渡村庄屋長兵衛印・忠兵衛
印、本巣郡生津村庄屋助之丞印・平右
衛門印、馬場村庄屋孫右衛門印、高屋
村庄屋重兵衛印、柱本村庄屋太郎左衛
門印、方県郡上曽我屋村庄屋与九郎印、
下曽我屋村庄屋庄次郎印、寺田村庄屋
円之丞印、本巣郡北方村町役甚九郎
印・安左衛門印、組頭佐兵衛印、惣年
寄佐左衛門印・八三郎印・丈右衛門
印、方県郡古市場村扱人庄屋助三郎印、
方県郡小西郷村同断（扱人）庄屋当三
郎印、本巣郡曽井中嶋村同断（扱人）
庄屋八郎治印

縦 １ 罫紙

北方村町役平左衛門印、組頭佐兵衛印、
庄屋八三郎印・丈右衛門印、河渡村外
七ヶ村惣代上曽我屋村年寄弥平治印、
馬場村庄屋孫右衛門印、生津村庄屋民
蔵印

御立入人助三郎殿・
当三郎殿

縦 １ へ６５の写、罫紙

横長 １

縦 １ 『岐阜市史史料編近世二』
pp.１０９６～１０９８に収載

縦 １

村木忠左衛門扣 縦 １ 綴じ紐切れ

縦 １ に５①～②は一冊に綴じられて
いる

縦 １

方県郡惣代忠左衛門控 縦 １

縦 １



２８

番 号 表 題 年 代 西暦

に８ ① 去卯十一月朔日より当辰五月晦日迄会所小役割
符帳

天保三年辰六月日 １８３２

に８ ② 濃州・勢州村々去々寅出張所入用帳 天保三年辰六月日 １８３２

に８ ③ 御膳御廻籾余荷米一村限帳 天保二卯年 １８３１

に９ 美濃国当午御年貢米御蔵納諸入用帳（１１月９日
水揚同１３日納、合米１７５０俵水揚高）

天保五年午十一月 １８３４

に１０ 美濃国当午御年貢米御蔵納諸入用帳（１１月８日
水揚同１２日納、合米１７００俵水揚高）

天保五年未十一月 １８３４

に１１ 美濃国当午御年貢米御蔵納諸入用帳（１０月晦日
水揚１１月２日納、合米２２５０俵水揚高）

天保五年午十一月 １８３４

に１２ 美濃国当午御年貢米御蔵納諸入用帳（１１月１７日
水揚同２０日納、合米２７００俵水揚高）

天保五年午十一月 １８３４

に１３ 美濃国当午御年貢米御蔵納諸入用帳（１１月１４日
水揚同１８日納、合米２６２５俵水揚高）

天保五年午十一月 １８３４

に１４ 美濃国当午御年貢米御蔵納諸入用帳（１２月３日
水揚同５日納、合米１１３０俵水揚高）

天保五年午十二月 １８３４

に１５ 美濃国当午御年貢米御蔵納諸入用帳（１１月２９日
水揚１２月５日納、合米２９５０俵水揚高）

天保五年午十二月 １８３４

に１６ 美濃国当午御年貢米御蔵納諸入用帳（１２月１０日
水揚同１４日納、合米１６５０俵水揚高）

天保五年午十二月 １８３４

に１７ 美濃国当午御年貢米御蔵納諸入用帳（１２月２４日
水揚同２８日納、合米１７５０水揚高）

天保五年午十二月 １８３４

に１８ 美濃国当午御年貢米御蔵納諸入用帳（１２月６日
水揚同２１日納、合米２６００俵水揚高）

天保五年午十二月 １８３４

に１９ 美濃国去午御年貢米御蔵納諸入用帳（正月１４日
水揚同１９日納、合米３０８４俵水揚高）

天保六年未正月 １８３５

に２０ 美濃国去午御年貢米御蔵納諸入用帳（正月１０日
水揚同１４日納、合米３２２０表水揚高）

天保六年未正月 １８３５

に２１ 美濃国去午御年貢米御蔵納諸入用帳（正月１８日
水揚同２３日納、合米２２７５俵水揚高）

天保六年未正月 １８３５

に２２ 美濃国去午御年貢米御蔵納諸入用帳（正月２８日
水揚２月２日納、合米４４００俵水揚高）

天保六年未正月 １８３５

に２３ 美濃国去午御年貢米御蔵納諸入用帳（２月４日水
揚同７日納、合米１２７５俵水揚高）

天保六年未二月 １８３５

に２４ 美濃国去午御年貢米御蔵納諸入用帳（２月２３日
水揚同２９日納、合米１９７０俵水揚高）

天保六年未二月 １８３５

に２５ 美濃国去午御年貢米御蔵納諸入用帳（３月２日水
揚同８日納、合米２１７９表余水揚高）

天保六年未三月 １８３５

に２６ 美濃国去午御年貢米御蔵納諸入用帳（２月晦日
水揚３月５日納、合米２７２５俵水揚高）

天保六年未三月 １８３５



２９

作 成 受 取 形態 数 備 考

方県郡・筵田郡惣代庄屋忠兵衛扣 縦 １ に８①～③は一冊に綴じられて
いる

縦 １

縦 １

納名主忠兵衛、与藤治、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり

納名主忠兵衛、与藤治、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり

納名主忠兵衛・与藤治、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり

納名主忠兵衛、与藤治、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり

納名主忠兵衛・与藤治、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり

納名主与藤治、忠兵衛、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり

納名主忠兵衛・与藤治、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり

納名主忠兵衛、与藤治、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 破損大、野田斧吉御役所の奥書
あり

納名主忠兵衛・与藤治、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり

納名主忠兵衛・与藤治、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり

納名主与藤治、忠兵衛、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり

納名主忠兵衛、与藤治、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり

納名主忠兵衛、与藤治、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり

納名主忠兵衛、与藤治、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり

納名主与藤治、忠兵衛、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり

納名主忠兵衛、与藤治、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり

納名主忠兵衛、与藤治、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり

納名主忠兵衛・与藤治、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり



３０

番 号 表 題 年 代 西暦

に２７ 美濃国去午御年貢米御蔵納諸入用帳（御膳御廻
籾４７８８俵）

天保六年未三月 １８３５

に２８ 〔美濃・伊勢国去午年貢代米御蔵納諸入用帳〕 天保六未年閏七月 １８３５

に２９ 一ノ手限り御普請御役人様御用状持人足仕出帳 天保七年申二月 １８３６

に３０ 手限り御普請御役人様御休泊仕出帳 天保七年申二月 １８３６

に３１ 過割取調帳（濃勢州川々御普請諸入用） 天保七年申四月廿二日
改

１８３６

に３２ 惣割調落取調帳（濃勢州急水留急破御普請諸入
用）

天保九年戌十月 １８３８

に３３ １ 当亥春定式御普請一村限金高帳 天保十年四月 １８３９

に３３ ２ 亥春役会所手当もの遣払帳 天保十年十二月十三日 １８３９

に３４ 去亥御廻米納一件之節別段臨時割賦帳 天保十一年子八月 １８４０

に３５ 下用帳 天保十一年子十一月 １８４０

に３６ 未小入用取替小前帳 弘化四年十二月 １８４７

に３７ 御下用并ニ御雑用帳 安政四丁巳年十一月 １８５７

に３８ 弐番年々両節季払帳 文久三年癸亥七月（～
明治１１年）

１８６３

に３９ 御蔵納高帳 万延元年十二月 １８６０

に４０ 乍恐以書付奉願上候（川部村外７か村、曽我屋
村地内横小堤争論などで難渋につき、板屋川通
堤・根尾川逆水留圦樋普請金の一部拝借願い）

（文久元年） １８６１

に４１ 覚（川々普請諸入用取調帳）

に４２ 〔川々普請諸入用割賦差引帳〕



３１

作 成 受 取 形態 数 備 考

納名主忠兵衛・与藤治、納方会所 野田斧吉様御役所 縦 １ 野田斧吉御役所の奥書あり

納方会所（印） 野田斧吉様御役所 縦 １ 前欠、破損あり、野田斧吉御役
所の奥書あり

方県郡河渡宿 横長 １

方県郡河渡宿 横長 １

忠左衛門扣 縦 １

横長 １ 表紙「壱ノ手」、破損大

河渡宿控 縦 １

横長 １

忠左衛門扣 縦 １

御宿長兵衛 御普請割御惣代中様 横長 １

横長 １ 綴じ紐切れ、後半部分紐からは
ずれている

梅屋又治（印：美濃大垣上□屋町梅又） 後藤幾四郎様、同（後
藤）繁三郎様、同（後
藤）御連中様

横長 １ 破損大、挿入紙あり

村木忠左衛門扣 横長 １

下総屋庄兵衛 村木忠兵衛様、若尾
与藤治様

横長 １

安藤対馬守領分方県郡川部村庄屋清兵
衛・市之進、年寄新蔵、百姓代�（ヵ）
蔵・七右衛門、上曽我屋村庄屋後見与
左衛門、庄屋善六・与九郎・俊治、年
寄孫兵衛・半七・郡治郎・弥平治、百
姓代治郎兵衛、下曽我屋村庄屋後見庄
次郎、庄屋忠右衛門・丈四郎、百姓代
丈右衛門、又丸村庄屋後見小右衛門、
庄屋幸平二、同（庄屋）見習半七、百
姓代清右衛門・小七郎、上尻毛村庄屋
後見甚作、庄屋啓作・甚吾、年寄只八、
百姓代藤吉、東改田村庄屋太郎左衛門、
同（庄屋）見習兼太郎・五郎兵衛、年
寄五郎左衛門、百姓代周右衛門、本巣
郡高屋村庄屋重兵衛・元治・嘉一郎、
年寄勘左衛門・文之助・紋蔵、柱本村
庄屋太郎左衛門、同（庄屋）見習嘉平
二、年寄権三郎、百姓代十平

縦 １

縦 １

縦 １



３２

番 号 表 題 年 代 西暦

に４３ 〔申年・午年分出金書付〕

に４４ 賄之覚（役人など中山道通行時の賄い人数書付）

に４５ 人力覚（日付、費用、行先など書付） （明治１３年９月１５日～
明治１８年４月２４日）

１８８０

に４６ 〔中間別割払金書付並びに出頭記〕 （明治１０～１３年） １８７７

に４７ 〔河渡・生津・高屋・馬場・柱本・上曽我屋・
下曽我屋・寺田村諸入用割賦金など書付〕

に４８ 〔小前渡覚など書付〕

に４９ 惣割立会名前（濃勢州川々御普請惣代名書付） （天保７年）二月十日
出張

１８３６

ほ１ 安八郡神戸村内調一件書上帳（村高・家数・人
別など書上）

ほ２ 安八郡神戸村柄之儀内調方被仰付候ニ付及承候
段乍恐口上書を以左ニ奉申上候（村高・新田高
など書上）

ほ３ 〔安八郡神戸村村高・家数・人別など書上帳〕

へ１ １ 濃州方県郡河渡宿中山道渡船場御普請出来形帳 文化元子年三月 １８０４

へ１ ２ 濃州方県郡河渡宿渡船場御普請出来形帳 文化三寅年五月 １８０６

へ１ ３ 中山道河渡宿渡船場御普請出来形帳 文化十二年亥四月 １８１５

へ２ 濃勢尾州川々御普請諸入用割賦帳 文化十三年子六月 １８１６



３３

作 成 受 取 形態 数 備 考

横長 １

横長 １

北川丈衛 横長 １

横長 １ 挿入紙２点あり

横長 １

横長 １

一紙 １

縦 １

一紙 １ 綴じ穴跡あり、ほ１（部分）の
下書きと思われる

縦 １ ほ１の下書きと思われる

辻六郎左衛門御役所（印） 方県郡河渡宿庄屋、
問屋、年寄、百姓代

縦 １ 表紙貼紙「文化元子年」

三河口太忠笠松御役所（印） 縦 １

河渡宿庄屋忠兵衛（印）・清兵衛（印）、
年寄勘右衛門（印）・長兵衛（印）・忠
次郎（印）・儀右衛門（印）

笠松御役所 縦 １ 表紙貼紙「文化十二亥年」、笠
松御役所の奥印あり

壱ノ手惣代山県郡三輪村伊右衛門、武
儀郡八幡村助蔵、各務郡芥見村三郎兵
衛、二ノ手惣代厚見郡近島村甚左衛門、
同（厚見）郡江口村元右衛門、同（厚
見）郡東島村市郎兵衛、三ノ手惣代安
八郡西結村領八、同（安八）郡森部村
彦三郎、大野郡石神村利左衛門、四ノ
手惣代当所民次、羽栗郡西小熊村三郎
右衛門、厚見郡西鶉村政蔵、西ノ庄村
十郎右衛門、五ノ手惣代安八郡曽根村
多門、同（安八）郡築捨村次郎九、不
破郡綾野村伝兵衛、六ノ手惣代安八郡
豊喰新田善左衛門、同郡（海西郡ヵ）
野寺村弥兵衛、中島郡小藪村牧右衛門、
七ノ手惣代多芸郡島田村九右衛門・石
津郡牧田村五郎兵衛、多芸郡大野村宅
次、八ノ手惣代石津郡高須村円右衛門、
桑名郡金廻村富三郎、海西郡立野村金
太夫、九ノ手惣代桑名郡大島村領助、
同（桑名）郡西河村惣左衛門、同（桑
名）郡六百新田金三郎、十ノ手惣代桑
名郡香取村督之丞、同（桑名）郡上ノ
郷村平蔵、石津郡中島村平右衛門、十
壱ノ惣代桑名郡上ノ輪村平五郎、同（桑

笠松御郡代所 縦 １



３４

番 号 表 題 年 代 西暦

へ３ 生津村・河渡村立会悪水吐圦御普請仕様帳 文政六未年（４月） １８２３

へ４ 丑之春役御普請仕立帳 文政十二年三月 １８２９

へ５ 横手堤諸色盆前盆後改帳 文政十二年丑極月 １８２９

へ６ 中山道河渡宿渡船場御普請出来形帳 文政十三年寅七月 １８３０

へ７ 有君様御下向ニ付中山道河渡宿御渡船場御普請
出来形帳

天保二卯年九月 １８３１

へ８ 当巳之普請払帳 天保四年十二月 １８３３

へ９ 川々御普請御掛り御役人様并御持場留帳 天保六年乙未十一月 １８３５

へ１０ 濃州方県郡河渡村・本巣郡生津村組合圦樋御普
請出来形帳

天保六年未十二月 １８３５

へ１１ 御普請諸割符中金銀出入差引覚帳 天保七年申二月十日よ
り

１８３６

へ１２ 御普請御役人様御休泊仕出帳 天保七年申二月 １８３６

へ１３ 一ノ手限り御普請御役人様人馬継立仕出シ帳 天保七年申二月 １８３６

へ１４ 壱之手并御手切川々御普請人足賃并御泊尻抱仕
出帳会所調分

天保七年申二月 １８３６

へ１５ 濃勢州川々御普請諸入用割賦帳 天保七年申二月 １８３６



３５

作 成 受 取 形態 数 備 考

名）郡大社村多之右衛門、同（桑名）
郡中上村伝左衛門、十二ノ手惣代同（桑
名）郡富田一色善平、三重郡馳出村作
兵衛、同（三重）郡采女村弥三郎、御
郡代所惣立会各務郡前野村億助、山県
郡千疋村啓作、御用会所詰次右衛門・
幸右衛門

大垣御預役所 右（御預所本巣郡生
津村・松下内匠様御
支配所方県郡河渡
村）庄屋・年寄

縦 １

村木忠兵衛扣 横半 １

上曽我屋仲右衛門 横長 １ 結び文あり、破損あり

河渡宿庄屋長兵衛（印）・忠兵衛（印）、
後見庄屋年寄兼帯忠左衛門（印）、年
寄儀右衛門（印）、百姓代勇八（印）

笠松御役所 縦 １ 表紙貼紙「文政十三寅年」、表
紙朱書「弐」、野田斧吉笠松御
役所の奥印あり

河渡宿庄屋長兵衛（印）・忠兵衛（印）、
後見庄屋年寄兼帯忠左衛門（印）、年
寄儀右衛門（印）、百姓代勇八（印）

笠松御役所 縦 １ 表紙貼紙「天保二卯年」、笠松
御役所の奥印あり

横長 １

横半 １

大井帯刀等分御預所濃州方県郡河渡
村、戸田采女正御預所同州本巣郡生津
村

縦 １ 吟味方下役西村伴之助・御普請
役渡辺又市・堤方役水野郡右衛
門の奥書あり

村木忠左衛門扣 横長 １ 綴じ紐の間に紙が挟まれている

方県郡河渡宿 横長 １ 表紙朱書「下」

方県郡河渡宿 横長 １ 表紙朱書「下」

村木忠左衛門扣 横長 １

壱之手惣代濃州厚見郡近島村甚左衛
門、方県郡河渡村忠左衛門、山県郡側
島村五郎右衛門、弐之手惣代羽栗郡笠
松村吉十郎代小藪八右衛門、厚見郡西
之庄村十郎右衛門、羽栗郡米野村奥四
郎、三之手惣代安八郡下宿村民之助代
島田太右衛門、本巣郡真桑村万助、石
津郡牧田村本平、四之手惣代石津郡万
寿新田大助、同（石津）郡萱野村文九
郎、勢州桑名郡金廻り村源十郎、五之
手惣代桑名郡東平賀村佐太夫、同（桑
名）郡柚井村源蔵、同（桑名）郡大島
村良左衛門、六之手惣代桑名郡加荷新
田茂八郎、同（桑名）郡小林新田文九
郎、同（桑名）郡加路戸新田伴七、七

笠松御役所 縦 １ 表紙「村木忠左衛門控」



３６

番 号 表 題 年 代 西暦

へ１６ 壱之限川々御普請諸入用割賦差引帳 天保七年申三月 １８３６

へ１７ 酉之定式之手当濃勢州川々御普請金高帳 天保八年三月 １８３７

へ１８ １ ① 酉定式御手当濃勢州川々御普請諸入用割賦帳 天保八年三月 １８３７

へ１８ １ ② 〔濃勢州川々御普請諸入用取替帳〕

へ１８ ２ 一ノ手限御普請御役人様御用状持并人馬継立仕
出シ帳

天保八年酉四月 １８３７

へ１９ 御普請役名数附（役人名書付） 天保九年戌ノ三月吉日 １８３８

へ２０ 中山道河渡宿渡船馬船造替御普請目論見帳 天保九戌年三月 １８３８

へ２１ 濃勢州戌春定式御普請諸割賦取調諸用留帳 天保九年八月六日始メ １８３８

へ２２ 濃勢州戌定式御普請諸入用割賦帳 天保九年戌八月 １８３８

へ２３ 壱之手急水留急破御普請手限諸入用割賦帳 天保九年戌十一月 １８３８

へ２４ 濃勢州急水留急破御普請諸入用割賦帳 天保九年戌十月 １８３８

へ２５ 当亥春板堰用水圦樋伏替御普請出来形帳 天保十亥年三月 １８３９

へ２６ 濃勢州当亥春定式御普請諸入用割賦帳 天保十亥歳四月 １８３９
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作 成 受 取 形態 数 備 考

之手惣代三重郡浜田村林左衛門、員弁
郡阿下喜村重五郎、朝明郡竹成村半十
郎、山県郡千疋村市郎兵衛、会所詰治
左衛門・伊右衛門

各務郡各務村宇右衛門、加茂郡肥田瀬
村平助、武儀郡八幡村助蔵、山県郡側
島村五郎右衛門、同（山県）郡世保村
源三郎・同（山県）郡小倉村彦七・同
（山県）郡東深瀬村弥左衛門、厚見郡
近島村甚左衛門、同（厚見）郡東島村
村助、方県郡河渡村忠左衛門、同（方
県）郡則武村権吉、厚見郡日野村兵助、
各務郡芥見村安右衛門

縦 １ 表紙「村木忠左衛門控」、付箋
が挟まれている

村木忠左衛門控 縦 １

縦 １ へ１８―１�～�はこより紐で綴ら
れている

縦 １

河渡宿扣 横長 １

中山道河渡駅村木忠左衛門控 横半 １ 「文政十二年改」とあり

柴田善之丞印 御勘定所 縦 １ 表紙「笠松扣柴田善之丞」

壱手惣代忠左衛門扣 横長 １

壱之手惣代近島村甚左衛門、河渡村忠
左衛門、弐之手惣代西結村民之丞、小
倉村友右衛門、三之手惣代万寿新田大
助、上ノ郷村平蔵、御手限惣代各務村
宇右衛門、立会惣代千疋村市郎兵衛、
御用会所源三郎・丈右衛門

笠松御役所 縦 １ 表紙「壱之手惣代村木忠左衛門
控」

縦 １

壱之手惣代戸田村栄助、河渡村忠左衛
門、笠松村民治、弐之手惣代小藪村八
左衛門、三之手惣代金廻村源十郎、万
寿新田大助、立会惣代千疋村市郎兵衛、
御用会所詰源三郎・丈右衛門

笠松御役所 縦 １ 表紙「一ノ手惣代忠左衛門控」

柴田善之丞御代官所濃州方県郡河渡村
庄屋長兵衛（印）・忠兵衛（印）、庄屋
兼帯年寄忠左衛門（印）、年寄儀右衛
門（印）、百姓代勇八（印）

御普請御掛り御役人
中様

縦 １ 「御普請役高崎兵八（印）、堤
方役戸津助太夫（印）・水野桂
次郎（印）・野々村弁十郎（印）」
の奥書あり

壱之手惣代則武村、権吉、弐之手惣代
小薮村八左衛門、牧田村久兵衛、三之
手惣代万寿新田大助、金廻村源十郎、
立会惣代千疋村市郎兵衛、御用会所詰
丈右衛門、又左衛門

笠松御役所 縦 １ 表紙「河渡宿控」
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番 号 表 題 年 代 西暦

へ２７ 亥定式御普請諸入用手限割賦帳 天保十年十一月 １８３９

へ２８ 惣廻り御普請御役人様御休泊并御用状持人馬継
立仕出シ帳

天保十一年子四月 １８４０

へ２９ 子定式丈夫附御普請諸入用手限割賦帳 天保十一年十月日 １８４０

へ３０ 濃州河渡村生津村組合悪水吐圦御普請仕様帳 嘉永二酉年三月 １８４９

へ３１ １ 中山道河渡宿渡船場継足其外御普請出来形帳
（寿明君様下向につき）

嘉永三戌年十一月 １８５０

へ３１ ２ 中山道河渡宿渡船場御屋形其外御普請出来形帳
（寿明君様下向につき）

嘉永三戌年十一月 １８５０

へ３２ 御普請諸用留 嘉永三年戌九月 １８５０

へ３３ 宿□（内）築廻水除堤下目論見□（帳） 嘉永三年戌十二月 １８５０

へ３４ 宿並両側裏地上ケ下目論見帳（坪数取調） 嘉永三年戌十二月 １８５０

へ３５ １ 宿並両側裏地上ケ下目論見帳（坪数取調） 嘉永三年戌十二月 １８５０

へ３５ ２ 中山道往還渡船場御普請出来形配賦 嘉永六丑年九月 １８５３

へ３６ １ 濃州生津村河渡村組合悪水吐圦御普請仕様帳 安政二卯年四月 １８５５

へ３６ ２ 曽我屋地内八ヶ村組合横小堤切所仮築諸色覚帳 安政三年辰二月 １８５６

へ３７ １ 板屋川通根尾川逆水留堤築立人足并諸色留帳 文久元年酉十二月 １８６１

へ３７ ２ 中山道河渡宿渡船場御普請出来形配賦 文久元酉年六月 １８６１

へ３８ 木田村福万ヨリ東改田村地内迄堤築立土坪割帳 文久元年酉十一月 １８６１

へ３９ 拾五ヶ村組合柿ヶ瀬村堤土坪取調帳 文久元年酉十一月 １８６１

へ４０ 拾五ヶ村組合木田村々前堤土坪取調帳 文久元年酉八月 １８６１

へ４１ 拾五ヶ村組合黒野村地内堤築立土坪割 文久二年戌二月 １８６２



３９

作 成 受 取 形態 数 備 考

壱之手惣代則武村権吉（印）、河渡村
忠左衛門、近島村甚左衛門（印）、上
真桑村茂左衛門、只越村健治

縦 １ 表紙「壱之手惣代村木忠左衛門
控」

方県郡河渡村 横長 １

縦 １ 表紙「読合相済」

大垣御預役所（印） 右（柴田善之丞様御
支配所濃州方県郡河
渡・戸田采女正御預
所濃州本巣郡生津）
村庄屋、年寄

縦 １ 「加藤織右衛門（印）、宮島六
之助（印）」の奥書あり

河渡宿問屋久右衛門（印）・八兵衛
（印）、年寄長兵衛（印）・忠兵衛（印）・
忠左衛門（印）・四郎右衛門（印）

笠松御役所 縦 １ 表紙貼紙「嘉永二酉年」、柴田
善之丞笠松御役所の奥印あり

河渡宿問屋久右衛門（印）・八兵衛
（印）、年寄長兵衛（印）・忠兵衛（印）・
忠左衛門（印）・四郎右衛門（印）

笠松御役所 縦 １ 表紙貼紙「嘉永二酉年」、柴田
善之丞笠松御役所の奥印あり

村木忠左衛門控 横半 １ 綴じ紐切れ

河渡宿問屋久右衛門（印）・八兵衛
（印）、年寄長兵衛（印）・忠兵衛（印）・
忠左衛門（印）

笠松御役所 横長 １ 表紙破損大

河渡宿年寄忠兵衛・長兵衛、問屋八兵
衛・久右衛門

笠松御役所 横長 １ 表紙「不用」

河渡宿年寄忠兵衛・長兵衛、問屋八兵
衛・久右衛門

笠松御役所 横長 １ 表紙「不用、中山道□□□（河
渡宿）」

野村弁十郎（印）、水野桂次郎（印） 右（岩田鍬三郎御代
官所濃州方県郡河
渡）宿役人中

縦 １ 表紙「河渡宿」、表紙貼紙「嘉
永六丑年」

大垣御預役所（印） 右（戸田采女正御預
所濃州本巣郡生津・
岩田鍬三郎様御支配
所濃州方県郡河渡）
村庄屋、年寄

縦 １

河渡村控 横半 １

河渡村 横半 １ 結び文あり、挿入紙２点あり

堤方役戸沢鯛次郎（印） 右（河渡）宿役人中 縦 １ 表紙「河渡宿」、表紙貼紙「文
久元酉年」

邨木忠左衛門控 横長 １ 表紙朱書「五冊之内」

邨木忠左衛門控 横長 １ 表紙朱書「五冊之内」、付札剥
離注意

邨木忠左衛門控 横長 １ 表紙朱書「五冊之内」

邨木忠左衛門控 横長 １ 表紙朱書「五冊之内」、付札剥
離注意
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番 号 表 題 年 代 西暦

へ４２ 拾五ヶ村組合板谷川通堤築立土坪平均帳 文久二年戌六月 １８６２

へ４３ 堅田より柳田迄伏越新江筋鋪地小前帳 慶応二年寅十月 １８６６

へ４４ 悪水路堀割組合場所割帳 慶応二年寅十月 １８６６

へ４５ 天王川通板堰用水圦御普請出来形帳 慶応二寅年三月 １８６６

へ４６ 御普請目論見帳（姫宮下向にて渡船場普請）

へ４７ 〔長良・根尾・糸貫川堤普請目論見帳ヵ〕

へ４８ １ 〔濃勢州川々御普請金高帳〕

へ４８ ２ 当子春役御堤丈夫附御普請御休泊人馬継立帳 （子年）

へ４９ 乍恐以書付御歎願奉申上候（下奈良村新畑川欠
手当として新規川除普請は差止め願い下書）

嘉永四年亥六月 １８５１

へ５０ 加納領下奈良村新規杭出御願申上候ニ付差障御
願書写

嘉永四年亥六月 １８５１

へ５１ 乍恐以書付奉願上候（下奈良村地内長良川通新
畑欠留にて新規勝手普請、差障り分取払うよう
につき）

嘉永五子年六月 １８５２

へ５２ 内済規定書（河渡村・前野村外５か村より下奈
良村相手取り新規川除普請差障り一件訴訟の
処、杭出長さ取極めなどにつき）

嘉永六丑年九月 １８５３

へ５３ 乍恐以書付御吟味下奉願上候（糸貫川北方村地
内堤切入り、河渡村外７か村水防中に口論あり
河渡村百姓太三郎ら疵を受けるにて訴訟の処、
熟談につき）

嘉永七寅年七月 １８５４



４１

作 成 受 取 形態 数 備 考

邨木忠左衛門控 横長 １ 表紙朱書「五冊之内」

横長 １

村木控 横半 １

岩田鍬三郎御代官所濃州方県郡河渡村
百姓代勇八（印）、年寄勘右衛門（印）・
式太郎（印）・儀右衛門（印）・泰治郎
（印）、同（年寄）後見四郎右衛門（印）、
庄屋広助（印）・忠右衛門（印）、同（庄
屋）後見忠兵衛（印）

御普請御掛り御役人
様

縦 １ 御普請役田中広三郎、丹羽幸八
郎、石黒喜十郎、小林源之助、
同見習小比賀次郎、御普請役伐
り永井専蔵、堤方役横井兵八郎、
戸沢鯛次郎、名和弥太郎の奥書
あり

縦 １ 剥離紙あり、表紙「下々書」

縦 １

縦 １

方県郡則武村 横長 １ 天保１１年のものヵ

当御支配所方県郡河渡村庄屋長兵衛・
忠兵衛、庄屋兼年寄忠左衛門、戸田采
女正御預所本巣郡生津村庄屋后平右衛
門・前治三郎、只越村庄屋十郎兵衛、
年寄正作

笠松堤方御役所 縦 １ １枚目破損あり

庄屋長兵衛扣 縦 １

当御支配所方県郡河渡村庄屋長兵衛・
忠兵衛、同断（庄屋）年寄兼忠左衛門、
戸田采女正御預所本巣郡生津村庄屋治
三郎、同断（本巣郡）只越村庄屋祐平、
同断（本巣郡）別府村庄屋権左衛門、
同断（本巣郡）前野村庄屋正右衛門、
上穂積村庄屋四郎左衛門、下穂積村庄
屋一郎左衛門

縦 １

訴答・取扱人・郷宿連印 多良・笠松御役所 縦 １

戸田隼人正知行濃州本巣郡北方村町役
甚九郎・安左衛門、組頭佐兵衛、惣年
寄佐左衛門・惣治郎、庄屋八三郎・丈
右衛門、安藤長門守領分方県郡寺田村
百姓代市兵衛、年寄平五郎、庄屋円之
丞、下曽我屋村百姓代丈右衛門、庄屋
丈四郎・庄治郎、上曽我屋村百姓代治
郎兵衛、年寄孫兵衛、庄屋与九郎、本
巣郡柱本村百姓代利右衛門、年寄福治
郎、庄屋太郎左衛門、高屋村百姓代藤
兵衛、年寄文之助、庄屋重兵衛、馬場
村百姓代由兵衛、庄屋源十郎・孫右衛
門、戸田采女正御領所同州本巣郡生津
村百姓富右衛門倅疵人武助、同人親類
百姓佐助、百姓助三郎倅疵人和助、同

岩田鍬三郎様御役所 一紙 １ 継目はがれあり、端裏「本巣郡
北方村堤切崩一件」
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番 号 表 題 年 代 西暦

へ５４ 差上申済口証文之事（河渡村・前野村外５か村
より下奈良村・江崎村などへの長良川通水行差
障出入り一件、新規の規定にて川東西村々熟談
につき）

嘉永七寅年九月 １８５４

へ５５ 差上申一札之事（糸貫川北方村地内堤切入訴訟
の処、北方村内に堤切落としの者なきなどにて
訴訟願い下げ一同承知につき）

嘉永七年寅九月廿七日 １８５４

へ５６ 《願書》 嘉永７年７月 １８５４

へ５７ 仮議定証文之事（糸貫川北方村地内堤切入り訴
訟の処、長谷川通逆水対策・怪我人の養生料な
ど取り決め内済につき）

嘉永七寅年七月十日 １８５４

へ５８ 〔曽我屋村地内横小堤訴訟にて上・下郷の村々
内熟の処、上郷の内川部村外５か村故障申すに
て、今一応理解仰せ聞かせるよう願書下書〕

安政三辰年十二月 １８５６
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作 成 受 取 形態 数 備 考

人親類百姓藤兵衛、百姓代多左衛門、
年寄六兵衛、庄屋平右衛門・助之丞、
当御代官所方県郡河渡村百姓弥吉倅疵
人菊五郎、同人親類百姓七郎平、百姓
疵人太三郎、同人親類百姓市太郎、百
姓代宇右衛門、年寄四郎右衛門、庄屋
兼年寄忠左衛門、庄屋忠兵衛・長兵衛、
尾張殿領分同州本巣郡曾井中島村庄屋
扱人八郎治、安藤長門守領分同州方県
郡小西郷村庄屋同（扱人）当三郎、当
御代官所同州同（方県）郡古市場村庄
屋同（扱人）助三郎

訴答村々連印 水野桂治郎様、田中
助吉様、三和六左衛
門様、小寺勇様、平
塚武左衛門様

縦 １ 結び文、剥離紙あり

戸田隼人正知行濃州本巣郡北方村町役
甚九郎・安左衛門、組頭佐兵衛、年寄
佐左衛門・惣治郎、庄屋八三郎・丈右
衛門、安藤長門守領分同州方県郡寺田
村百姓代市兵衛、年寄平五郎、庄屋円
之丞、下曽我屋村百姓代丈右衛門、年
寄丈四郎、庄屋庄治郎、上曽我屋村百
姓代治郎兵衛、年寄孫兵衛、庄屋与九
郎、本巣郡柱本村百姓代利右衛門、年
寄福治郎、庄屋太郎左衛門、馬場村百
姓代由兵衛、年寄源十郎、庄屋孫右衛
門、戸田采女正御預所本巣郡生津村百
姓富右衛門倅疵人武助、同人親類佐助、
百姓助三郎倅疵人和助、同人親類藤兵
衛、百姓代太左衛門、年寄六兵衛、庄
屋平右衛門・助之丞、当御代官所方県
郡河渡村百姓弥吉倅疵人菊五郎、同人
親類七郎平、百姓疵人太三郎、同人親
類市太郎、百姓代宇右衛門、年寄四郎
右衛門、庄屋年寄兼忠左衛門、庄屋忠
兵衛・長兵衛、尾張殿領分本巣郡曾井
中島村庄屋扱人八郎治、安藤長門守領
分方県郡小西郷村庄屋同（扱人）当三
郎、当御代官所同（方県）郡古市場村
庄屋（扱人）助三郎

岩田鍬三郎様笠松御
役所

縦 １

１ 現在所在不明

北方村庄屋八三郎（印）・丈右衛門
（印）、同（北方）町方惣年寄惣次郎
（印）

河渡村外七ヶ村御村
役人衆中

一紙 １ 「古市場村庄屋助三郎（印）・
小西郷村庄屋当三郎（印）・曽
井中島村庄屋八郎次（印）」の
奥書あり

内熟相願候拾四ヶ村役人連印 笠松堤方御役所 一紙 １ 前欠
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番 号 表 題 年 代 西暦

へ５９ 堤方御役所より差出ス御請証文写（曽我屋村地
内横小堤定杭打替え・切所仮築きの儀、規定通
り出来につき）

安政三年辰四月 １８５６

へ６０ 乍恐書付を以奉願上候（組合堤水防手当諸色蔵、
近年水附により上曽我屋村際から６か村組合竪
堤の内に場所替えにつき）

安政四巳年四月十六日 １８５７

へ６１ 乍恐以書付御届奉申上候（曽我屋村地内横小堤
訴訟の義、上郷の内交人村外５か村は熟談にて、
向後横土手差障りの儀は除村仰せ付けるように
つき）

安政四巳年四月 １８５７

へ６２ 乍恐以書付奉願上候（曽我屋村地内横小堤切所
築き立ての儀、追々大雨出水になるにて輪中小
前の者ども騒ぎ立てにて、築き立て儀仰せ付け
るようにつき）

安政四巳年五月 １８５７

へ６３ 古市場村外五ヶ村堤方御役所へ差出候横小堤熟
談方心得書付写（曽我屋村地内横小堤出入熟談、
差し障りなきにて除村願いにつき届）

安政四巳年五月 １８５７

へ６４ 川部村外五ヶ村堤方御役所へ差上候横小堤熟談
方心得書付写（曽我屋村地内横小堤出入熟談に
て、横小堤規定の定尺の通り取繕うなど書付）

安政四巳年五月 １８５７

へ６５ 仮約定之事（木田村地内板谷川通新堤築立方下
知済み、糸貫川北方村地内堤切入の梅田堤一件
熟談にて堤修復諸入用の割合など取極めにつ
き）

文久元酉年八月 １８６１

へ６６ 乍恐以書付奉願上候（河渡村外７か村より川部
村外５か村へ訴訟の件、曽我屋村地内横小堤規
定通り高守るにて示談願いにつき下書）

文久元酉年九月 １８６１
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作 成 受 取 形態 数 備 考

濃州河渡村外七ヶ村 縦 １ 表紙付紙「第四号第五号」

当御支配所方県郡河渡村、戸田采女正
御預所本巣郡生津村、安藤対馬守領分
同（本巣）郡高屋村、馬場村、柱本村、
方県郡上曽我屋村、下曽我屋村、寺田
村、右八ヶ村惣代河渡村村庄屋兼年寄
忠左衛門、生津村庄屋助之丞

堤方御役所 縦 １

当御支配所方県郡古市場村庄屋助三
郎、交人村庄屋清市、尾州御領同（方
県）郡折立村庄屋常之進、三ツ又分庄
屋勝治、本庄安芸守領分方県郡今川村
庄屋記七、安藤対馬守領分同（方県）
郡黒野村庄屋利左衛門、上曽我屋村庄
屋善六、下曽我屋村庄屋忠右衛門、寺
田村年寄又之丞、本巣郡柱本村庄屋太
郎左衛門、馬場村庄屋孫右衛門、高屋
村庄屋重兵衛、戸田采女正御預所本巣
郡生津村庄屋助之丞、当御支配所方県
郡河渡村庄屋長兵衛・忠兵衛

堤方御役所 縦 １

当御支配所方県郡河渡村庄屋忠兵衛、
庄屋年寄兼忠左衛門、戸田采女正御預
所本巣郡生津村庄屋助之丞、安藤対馬
守領分同（本巣）郡馬場村庄屋源六

縦 １

当御支配所方県郡古□（市）場村□（庄）
屋助三郎、同（方県）郡□□□（交人
村）□（庄）屋清市、尾州御領同（方
県）郡折立村庄屋常之進、同（方県）
郡三ツ又分庄屋勝次、本庄安芸守領分
同（方県）郡今川村庄屋記七、安藤対
馬守領分同（方県）郡黒野村庄屋利左
衛門

笠松堤方御役所 縦 １ 破損あり、表紙「河渡□（村）
外七ヶ□□□□（村組合控）」

川部村、又丸村、上尻毛村、東改田村、
下尻毛村、木田村、右六ヶ村惣代川部
村庄屋清兵衛、又丸村庄屋小右衛門、
東改田村庄屋五郎左衛門、上尻毛村年
寄只助

堤方御役所 縦 １ 表紙「河渡村外七ヶ村組合控」

北方村町役平左衛門（印）、組頭佐兵
衛（印）、庄屋八三郎（印）・丈右衛門
（印）、河渡村外七ヶ村惣代上曽我屋
村年寄弥平次（印）、馬場村庄屋孫右
衛門（印）、生津村庄屋民蔵（印）

御立入人助三郎殿・
当三郎殿

一紙 １ は２６はへ６５の写

岩田鍬三郎御代官所濃州方県郡河渡村
外七ヶ村惣代右河渡村庄屋□（年）寄
兼□□□□（忠左衛門）、安藤対馬守
領分同州同（方県）郡川部村庄屋［ ］、
木田村同（庄屋）相手斎之進

御奉行所様 切紙 １ 破損あり
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へ６７ 差入申一札之事（去戌１２月中に曽我屋堤普請に
て中島村草野の土を運ぶ処、境を越えて一日市
場村の土取りにて出訴、勘弁につき）

文久三亥年三月 １８６３

へ６８ 糸貫川伏越江下ケ一件歎願書并内熟談証文写 慶応元年丑十一月 １８６５

へ６９ 乍恐以書付御歎願奉申上候（河渡・馬場・生津
村は長良・糸貫川に取巻かれた輪中低地にて、
近来川床高く自然と悪水入るにつき、糸貫川伏
越悪水抜普請願い）

慶応元年丑十月 １８６５

へ７０ 為取替申一札之事（糸貫川伏越樋並びに夕べ池
天王川へ切落し願いの処、文化年中の裁許を守
り、銘々勝手の儀取計らないようにつき）

慶応元丑年十一月 １８６５

へ７１ 乍恐以書附御届奉申上候（糸貫川伏越樋目論見、
悪水吐き普請願いの処、天王川へ切り落としの
悪水は天明・文化年間の取極場所に溜まること
無いようにつき）

慶応二寅年二月 １８６６

へ７２ 乍恐以書付奉願上候（長良川・糸貫川通堤切所
并大欠所川除篭猿尾など来辰春役伏越普請の儀
出来の処、今般見分済み、人足賃など普請金内
借願い）

（安政２年）卯十二月 １８５５

へ７３ 乍恐以書付奉再願候（輪中村々出水の度に水難
嵩み難渋し、往還通り差し支えなどあり、今回
限り普請組入り願上げなどにつき）

（当申）

へ７４ 奉差上候御請一札之事（下奈良村地内長良川附
普請差障の義、川除普請新規分は多良役人立会
見分し取払の旨仰せ渡しにつき）

（嘉永５年） １８５２

へ７５ 下奈良村新規普請相仕立差障候ニ付組合規定左
之通（諸入用の割賦・諸向勤めの惣代人数など
取決め事項）

（嘉永４～安政元年ヵ） １８５１

へ７６ 口上之覚（江崎村地先川端普請の杭籠出しは古
形にて取払わずと申す処、川西方村々古形にて
も差止め、差別なく沙汰するよう願いにつき）

（嘉永４～安政元年ヵ） １８５１

へ７７ 差上申仮御請書之事（下奈良村地内長良川附川
欠留の義、差障りの有無糺す処、枠出６か所故
障なきにつき）

嘉永五子年七月 １８５２
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厚見郡江口村久左衛門印、中島村忠右
衛門印

一日市場村御村役人
中

切紙 １ 端裏「江口村中島村差入申書面
之下書」

村木忠左衛門扣 縦 １

河渡村、馬場村、生津村 笠松堤方御役所 一紙 １ もとは縦の一部と思われる、破
損あり

岩田鍬三郎御代官所方県郡河渡村庄屋
後見忠兵衛（印）、戸田助三郎御預所
本巣郡生津村庄屋久米助（印）、岩田
鍬三郎御代官所方県郡寺田村庄屋此蔵
（印）、安藤理三郎領分同（方県）郡
上曽我屋村庄屋与九郎（印）、同（方
県）郡下曽我屋村庄屋忠右衛門（印）

一紙
（包紙
共）

１ 包紙「慶応元丑十一月比津免御
裁許場所為取替証文」、包紙は
反故紙使用

当御支配所方県郡河渡村庄屋後見忠兵
衛、寺田村庄屋此蔵、戸田助三郎御預
所本巣郡生津村庄屋久米助、安藤理三
郎領分方県郡上曽我屋村庄屋与九郎、
下曽我屋村庄屋丈四郎

笠松御役所 縦 １ 「天明四辰年取極候字北方道、
文化六巳年御裁許被仰付候字比
津免」とあり

当御支配所方県郡河渡村庄屋長兵衛・
忠兵衛、庄屋年寄兼忠左衛門、百姓代
宇右衛門、戸田采女正御預所本巣郡生
津村庄屋平右衛門、年寄代弥兵衛、百
姓代太左衛門、同（本巣）郡前野村庄
屋源右衛門・弥三郎、年寄岩□衛門

笠松堤方役所 一紙 １ 破損あり

切紙 １ 継目はがれ

一紙 １ 下書

切紙 １

縦 １

当御支配所方県郡河渡村庄屋兼年寄忠
左衛門、戸田采女正御預所本巣郡生津
村庄屋平右衛門、同（戸田采女正御預
所本巣郡）只越村年寄正作、同（戸田
采女正御預所本巣郡）前野村兼別府村
年寄宅右衛門、同（戸田采女正御預所
本巣郡）上穂積村庄屋惣四郎、同（戸
田采女正御預所本巣郡）下穂積村庄屋
一郎兵衛

笠松堤方御役所 縦 １ 「村木忠左衛門扣」とあり、「絵
図面之下ケ札之事」の書付添付
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へ７８ 乍恐以書付奉願上候（長良川通江崎村・下奈良
村地先川除普請にて川瀬傾き、難渋迷惑にて規
定の通り取払うようにつき）

（安政元年）寅六月 １８５４

へ７９ 乍恐以書付奉願上候（江崎村猿尾新規継足・下
奈良村新規普請などにて水勢傾き、川西方村々
難渋にて新規分取除くようにつき）

（安政元年）寅六月 １８５４

へ８０ 川方一件趣意書（河渡村・前野村外５か村、下
奈良村相手取り普請差障り一件済口証文、川西
村々来寅春役御普請ヶ所・拝借金覚）

（安政元年） １８５４

へ８１ 川方一件趣意書（河渡村・前野村外６か村、下
奈良村相手取り普請差障り一件済口証文、川西
村々来寅春役御普請ヶ所・拝借金覚）

（安政元年） １８５４

へ８２ 覚（小島村堤など土坪数取調書） （文久３年）亥七月 １８６３

へ８３ 御城下町在用悪水路堀割御普請願書（利根川附
村々、近年堤内悪水湛え田畠水腐れ難渋につき）

（酉１１月７日）

へ８４ 乍恐以書付奉申上候（下奈良村新畑川除新規普
請など川西村々難渋迷惑にて取払うようにつ
き）

（嘉永５年ヵ） １８５２

へ８５ 為取替申内熟証文之事（加納領水門組合村々よ
り江下げ普請願いあり、河渡村など糸貫川伏越
築立てあるにて水行差障りの儀は相互勘弁にて
内熟につき）

（慶応元年） １８６５

へ８６ 〔下奈良村地内長良川附普請差障り場所見聞願
いの趣は承知、近日多良役人見分の上、取払い
申渡すようにつき書状〕

（嘉永５年）子七月 １８５２



４９

作 成 受 取 形態 数 備 考

当御支配所方県郡河渡村庄屋長兵衛、
戸田采女正御預所本巣郡生津村庄屋助
之丞、同（本巣）郡只越村、同（本巣）
郡別府村庄屋権左衛門、同（本巣）郡
前野村、同（本巣）郡上穂積村庄屋源
右衛門、同（本巣）郡下穂積村

笠松堤方御役所 縦 １ 「村木忠左衛門扣」とあり

生津村、只越村、別府村、前野村、上
穂積村、下穂積村、右村々惣代生津村
庄屋平右衛門、別府村庄屋代民五郎、
上穂積村年寄岩右衛門、下穂積村年寄
源八

大垣御預御役所 縦 １

縦 １ 剥離紙あり、へ８１と同内容

縦 １ へ８０と同内容

方県郡小島村 縦 １

久世出雲守領分下総国葛飾郡関宿江戸
町・台町・元町・内町・東高野村・西
高野村、新田戸村、中戸村、桐ヶ作村、
古布内村、同（久世出雲守）領分同（下
総）国猿島郡境町、小山村、筵打村、
大草太郎左衛門御代官所同（下総）国
葛飾郡木間ヶ瀬村、同（大草太郎左衛
門）御代官所都築熊之助知行所同（下
総）国同（葛飾）郡中里村、岩田鍬三
郎御代官所同（下総）国同（葛飾）郡
上三ヶ尾村、下三ヶ尾村、同（岩田鍬
三郎）御代官所三橋運之助・一色邦之
助知行所同（下総）国同（葛飾）郡西
三ヶ尾村、岩田鍬三郎御代官所・一色
邦之助知行所同（下総）国同（葛飾）
郡二ツ塚村、右五ヶ町・拾四ヶ村惣代
右境町組頭五郎兵衛、江戸町名主八郎
兵衛、台屋町同（名主）助蔵

御奉行所 縦 １ 表紙「此一冊ハ十一月七日福岡
様より御貸下有之候下総国関宿
領其外願書之下也」

村木忠左衛門扣 縦 １

一紙 １ もとは縦の一部と思われる

右田伴右衛門、森川春右衛門 河渡村・生津村・只
越村・別府村・上穂
積村・下穂積村右村
之庄屋・年寄・百姓
代中

折紙 １
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番 号 表 題 年 代 西暦

へ８７ 乍恐以書付御届奉申上候（大雨により長良川・
糸貫川出水し、曽我屋村地内横小堤大破にて築
き立て願い）

安政四巳年五月 １８５７

へ８８ 乍恐以書付奉願上候（小島村渡船場の船人手遠
にて不便により渡船場最寄の者へ引き替えたき
につき歎願）

へ８９ 〔河渡輪中、天王川筋悪水・糸貫川伏越などな
どの水損凌ぎ方の儀は相互に納得熟談につき内
済証文〕

（慶応元年） １８６５

へ９０ 乍恐以書付御吟味下ケ奉願上候（糸貫川北方村
地内堤切入り、河渡村外７か村水防中に口論あ
り河渡村百姓太三郎ら疵を受けるにて訴訟の
処、熟談につき）

嘉永七寅年七月 １８５４

へ９１ 濃勢州急破御普請諸入用割賦帳 天保十年亥十月 １８３９

ち１ 着船当座戸留帳二番 天保五年午十二月 １８３４

ち２ 江戸笠松御役人様御泊り休并人足継立帳 天保十亥年十月 １８３９



５１

作 成 受 取 形態 数 備 考

当支配所方県郡河渡村、戸田采女正御
預所本巣郡生津村、安藤対馬守領分同
（本巣）郡馬場村、高屋村、柱本村、
方県郡上曽我屋村、下曽我屋村、寺田
村、右八ヶ村惣代河渡村庄屋忠兵衛、
生津村庄屋助之丞、高屋村庄屋重兵衛

堤方御役所 縦 １

縦 １

縦 １

戸田隼人正知行所濃州本巣郡北方村町
役甚九郎・安左衛門、組頭佐兵衛、惣
年寄佐左衛門・惣治郎、庄屋八三郎・
丈右衛門、安藤長門守領分同州方県郡
寺田村百姓代市兵衛、年寄平五郎、庄
屋円之丞、下曽我屋村百姓代丈右衛門、
庄屋丈四郎・庄治郎、上曽我屋村百姓
代治郎平、年寄孫兵衛、庄屋与九郎、
同州本巣郡柱本村百姓代利右衛門、年
寄福治郎、庄屋多郎左衛門、高屋村百
姓代藤兵衛、年寄文之助、庄屋十兵衛、
馬場村百姓代由兵衛、庄屋源十郎・孫
右衛門、戸田采女正御預所同州本巣郡
生津村百姓代多右衛門倅疵人武助、同
人親類百姓佐助、百姓助三郎倅疵人和
助、同人親類百姓藤兵衛、百姓代多左
衛門、年寄六兵衛、庄屋平右衛門・助
之丞、当御代官所同州方県郡河渡村百
姓弥兵衛倅疵人菊五郎、同人親類百姓
七郎平、百姓疵人多三郎、同人親類百
姓市太郎、百姓代卯右衛門、年寄四郎
右衛門、庄屋年寄兼忠左衛門、庄屋忠
兵衛・長兵衛、尾州殿領分同州本巣郡
曽井中島村庄屋扱人八郎治、安藤長門
守領分濃州方県郡小西郷村庄屋当三
郎、当御代官所同州同（方県）郡古市
場村庄屋助三郎

岩田鍬三郎様笠松御
代官所

縦 １ へ５３の写ヵ

壱之手惣代則武村権吉印・世保村源三
郎印、二之手惣代古橋村治部助代西結
村武左衛門印、三之手惣代堀津村吉兵
衛印、四之手惣代小藪村八左衛門印、
万寿新田代助印、五之手惣代日原村善
左衛門印、六之手惣代金廻村源十郎印、
立会惣代千疋村市郎兵衛印、御用会所
詰丈右衛門印・又左衛門印

笠松御役所 縦 １ 表紙「壱之手惣代村木忠左衛門
控」

村木忠左衛門控 横長 １

牛牧村 横長 １
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番 号 表 題 年 代 西暦

ち３ 御尋ニ付奉申上候書付（御用御通行時の渡船増
船触下の村々、馬船・歩行船賃など書付）

天保十四卯年二月 １８４３

ち４ 〔和宮下向の節に渡船場普請役方などへの謝礼
金の儀につき申渡書、並びに宿村諸入用夫銭割
に利解くださるようなどにつき願書〕

（慶応３年１１月～明治
元年１２月）

１８６７

ち５ 乍恐以書付奉願上候（御用通行時の渡船増船触
下村の東島村が関ヶ原宿助郷仰付けにより船助
郷断りにて、これまでの通り勤めるよう掛合願
い）

（慶応３年） １８６７

ち６ 〔先触人足数・道法など覚帳〕 （正月９日～２月１７日）

ち７ 〔継立・荷物水揚人足賃銭など覚帳〕 （申７月６日～酉２月２１
日）

ち８ 日向屋分（川船賃金覚帳）

ち９ 覚（堤方役・普請役送り人足賃銭など取り計ら
い願）

四月十六日

ち１０ 〔往還通水附場所・渡船場出水の訳調上書控〕 （安政５年）午六月七
日

１８５８

り１ 略縁記（御嶽開山覚名菩薩持参一命石の縁起） 天明五年丙午五月 １７８５

り２ 立木積覚 文化十癸酉年閏霜月十
四日

１８１３

り３ 家元四十世瓶隠院殿法印専定師七回忌追薦供華
位次

天保九年歳在戊戌秋八
月二十有五日同六日

１８３８

り４ 八門遁甲捷覧全 天保十三壬寅歳孟春 １８４２

り５ 偽書一件ニ付西順寺手続口上書写（西順寺に馴
染みの者が牛頭天王社領の書付の偽書を作るに
つき詫び状）

弘化二巳年十月十五日 １８４５

り６ 〔江戸暦〕 弘化四丁巳歳 １８４７

り７ 〔種痘趣意書〕 嘉永三戌二月日 １８５０

り８ 《算盤小割書留》 文久２年８月 １８６２

り９ 御宝前永代大々御神楽執行之図
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作 成 受 取 形態 数 備 考

柴田善之丞代官所中山道河渡宿年寄四
郎右衛門（印）・儀右衛門（印）・勘右
衛門（印）・忠左衛門（印）・忠兵衛
（印）・長兵衛（印）、問屋八兵衛（印）・
久右衛門（印）

町田孫四郎様、荻野
寛一様

縦 １ 表紙朱書「下帳」

縦 １

縦 １

横長 １

横長 １

横長 １ ぬ１３６と関連

上真桑村役人 河渡駅御庄屋長兵衛
様

切紙 １

呂久村馬渕治郎右衛門、同（呂久）村
名主伝八

美江寺宿御問屋松井
万平殿

縦 １

東濃中津川槙坂佐次兵衛 一紙 １ 印刷物、「西枇杷島常泉院」と
あり

横半 １

横半 １ 印刷物

吉斎奥山先生著術 一紙 １ 紙質劣化、木版、「尾春星堂梓
行」「書林江戸須原屋茂兵衛、
京都近江屋佐太郎、大阪敦賀屋
左兵衛・河内屋直助・細屋茂兵
衛・藤屋善七」とあり

北方村西順寺印 長屋村平左衛門殿 縦 １

一紙 １ 「江戸暦開板所鱗形屋小兵衛
（印）」とあり

濃州方県郡城田寺村河田熊碩（印） 一紙 １ 『岐阜県史史料編近世八』p.６８０、
『岐阜市史通史編近世』pp.５８３
～５８４に収載

１ 現在所在不明

一紙 １ 印刷物、「国府宮家福連中」と
あり、３５．０×４７．０�
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番 号 表 題 年 代 西暦

り１０ 御宝録全（方広寺大仏殿御内仏開帳につき） 天保三歳辰三月 １８３２

り１１ 桶狭間古碑ノ縮図 文化（１３年）丙子五月
十九日

１８１６

り１２ 《俳句》

り１３ 《心学麓の近ミち》

り１４ 〔常磐津寄・ 話水滸伝〕

り１５ 玉多須幾（五十音の発音・音韻教科書）

り１６ 文化五年つちのえたつの寛政暦 文化四年出 １８０７

り１７ 文化十二年きのとのいの寛政暦 （文化１１年出） １８１４

り１８ 文化十三年ひのえねの寛政暦 文化十二年出 １８１５

り１９ 文化十四ひのとのうしの寛政暦 文化十三年出 １８１６

り２０ 文化十五つちのえとらの寛政暦 文化十四年出 １８１７

り２１ 文政二年つちのとのうの寛政暦 （文政元年出） １８１８

り２２ 文政三年かのえたつの寛政暦 文政二年出 １８１９

り２３ 文政四年かのとのみの寛政暦 文政三年出 １８２０

り２４ 文政五年みつのえむまの寛政暦 文政四年出 １８２１

り２５ 文政六年みつのとのひつしの寛政暦 （文政５年出） １８２２

り２６ 文政七年きのえさるの寛政暦 文政六年出 １８２３

り２７ 文政八年きのとのとりの寛政暦 文政七年出 １８２４

り２８ 文政九年ひのえいぬの寛政暦 文政八年出 １８２５



５５

作 成 受 取 形態 数 備 考

縦 １ 印刷物、「豊臣秀吉公御装束類・
御手道具類、韓人装束類、此外
宝器数品、右於御殿内拝覧」と
あり

十歳童仙田善謹写 一紙
（帯封
共）

１ 印刷物

１ 現在所在不明

１ 現在所在不明、『岐阜県史通史
編近世下』p.１１３１、『岐阜市史
通史編近世』p.５７６に収載

縦 １

鷲見忠能 縦 １ 印刷物

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 河渡村木忠左衛門様 折本 １ 題箋「文化五戊辰暦」、宛名は
表紙の貼紙より

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 折本 １ 題箋「文化十二乙亥暦」、４枚継、
４枚目に「文政五年出」とあり、
３・４枚目は、り２５の「文政六み
つのとのひつしの寛政暦」３・４
枚目と思われる

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 折本 １ 題箋「文化十三丙子暦」

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 折本 １ 題箋「文化十四丁丑暦」、継目
はがれ、４枚継

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 折本 １ 題箋「文化十五戊寅暦」

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 折本 １ 題箋「文政二己卯」、継目はが
れ、４枚継、４枚目に「文化十一
年出」とあり、３・４枚目は、り
１７の「文化十二年きのとのいの
寛政暦」３・４枚目と思われる

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 折本 １ 題箋「文政三庚辰暦」

暦師：伊勢度会郡山田瀬川舎人 折本 １ 題箋「文政四辛巳暦」、継目は
がれ、４枚継、虫損あり

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 折本 １ 題箋「文政五壬午暦」

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 折本 １ 題箋「文政六癸未暦」、継目は
がれ、３枚継、３枚目に「文政元
年出」とあり、３枚目は、り２１
「文政二年つちのとのうの寛政
暦」３枚目と思われる

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 折本 １ 題箋「文政七甲申暦」、継目は
がれ、４枚継

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 折本 １ 題箋「文政八乙酉暦」

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 折本 １ 題箋「文政九丙戌暦」
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番 号 表 題 年 代 西暦

り２９ 文政十二年つちのとのうしの寛政暦 文政十一年出 １８２８

り３０ 文政十三年かのえとらの寛政暦 文政十二年出 １８２９

り３１ 文政十四年かのとのうの寛政暦 文政十三年出 １８３０

り３２ 天保三年みつのえたつの寛政暦 天保二年出 １８３１

り３３ 天保四年みつのとのみの寛政暦 天保三年出 １８３２

り３４ 天保五年きのえむまの寛政暦 天保四年出 １８３３

り３５ 天保六年きのとのひつしの寛政暦 天保五年出 １８３４

り３６ 天保七年ひのえさるの寛政暦 天保六年出 １８３５

り３７ 天保八年ひのとのとりの寛政暦 天保七年出 １８３６

り３８ 天保九年つちのえいぬの寛政暦 天保八年出 １８３７

り３９ 天保十年つちのとのいの寛政暦 天保九年出 １８３８

り４０ 天保十一年かのえねの寛政暦 天保十年出 １８３９

り４１ 天保十二年かのとのうしの寛政暦 天保十一年出 １８４０

り４２ 天保十三年みつのえとらの寛政暦 天保十二年出 １８４１

り４３ 天保十四年みつのとのうの寛政暦 天保十三年出 １８４２

り４４ 天保十五年きのえたつの天保壬寅元暦 天保十四年出 １８４３

り４５ 天保十六年きのとのみの天保壬寅元暦 天保十五年出 １８４４

り４６ 弘化三年ひのえむまの天保壬寅元暦 弘化二年出 １８４５

り４７ 弘化四年ひのとのひつしの天保壬寅元暦 弘化三年出 １８４６

り４８ 弘化五年つちのえさるの天保壬寅元暦 弘化四年出 １８４７

り４９ 嘉永二年つちのとのとりの天保壬寅元暦 嘉永元年出 １８４８

り５０ 嘉永三年かのえいぬの天保壬寅元暦 嘉永二年出 １８４９

り５１ 嘉永五年みつのえねの天保壬寅元暦 嘉永四年出 １８５１

り５２ 嘉永六年みつのとのうしの天保壬寅元暦 嘉永五年出 １８５２

り５３ 嘉永七年きのえとらの天保壬寅元暦 嘉永六年出 １８５３

り５４ 嘉永八年きのとのうの天保壬寅元暦 嘉永七年出 １８５４

り５５ 安政三年ひのえたつの天保壬寅元暦 安政二年出 １８５５



５７

作 成 受 取 形態 数 備 考

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 折本 １ 題箋「文政十二己丑暦」、継目
はがれ、５枚継

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 折本 １ 題箋「文政十三庚寅暦」

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 折本 １ 題箋「文政十四辛卯暦」

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 折本 １ 題箋「天保三壬辰暦」

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 折本 １ 題箋「天保四癸巳暦」

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 折本 １ 題箋「天保五甲午暦」

暦師：伊勢度会郡山田村松左京 村木忠左衛門様 折本 １ 題箋「天保六乙未暦」、宛名は
裏表紙の貼紙より

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 河渡村木忠左衛門様 折本 １ 題箋「天保七丙申暦」、宛名は
表紙の貼紙より

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 河渡村木忠左衛門様 折本 １ 題箋「天保八丁酉暦」、宛名は
表紙の付札より

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 折本 １ 題箋「天保九戊戌暦」、継目は
がれ、５枚継

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 折本 １ 題箋「天保十己亥暦」

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 折本 １ 題箋「天保十一庚子暦」

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 村木忠左衛門様 折本 １ 題箋「天保十二辛丑暦」、宛名
は表紙の付札より

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 折本 １ 題箋「天保十三壬寅暦」

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 折本 １ 題箋「天保十四癸卯暦」

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 村木忠左衛門様 折本 １ 題箋「天保十五甲辰暦」、宛名
は表紙の付札より

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 村木忠左衛門様 折本 １ 題箋「天保十六乙亥暦」、宛名
は表紙の付札より、表紙付札剥
離

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 折本 １ 題箋「弘化三丙午暦」

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 折本 １ 題箋「弘化四丁未暦」

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 折本 １ 題箋「弘化五戊申暦」

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 折本 １ 題箋「嘉永二己酉暦」

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 村木忠左衛門様 折本 １ 宛名は表紙の貼紙より

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 折本 １ 題箋「嘉永五壬子暦」

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 折本 １ 題箋「嘉永六癸丑暦」

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 折本 １ 題箋「嘉永七甲寅暦」

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 折本 １ 題箋「嘉永八乙卯暦」

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 村木忠左衛門様 折本 １ 題箋「安政三丙辰暦」、題箋剥
離、宛名は表紙の付札より



５８

番 号 表 題 年 代 西暦

り５６ 安政四年ひのとのみの天保壬寅元暦 安政三年出 １８５６

り５７ 安政五年つちのえむまの天保壬寅元暦 安政四年出 １８５７

り５８ 安政六年つちのとのひつしの天保壬寅元暦 安政五年出 １８５８

り５９ 安政七年かのえさるの天保壬寅元暦 安政六年出 １８５９

り６０ 万延二年かのとのとりの天保壬寅元暦 万延元年出 １８６０

り６１ 天保十一年かのえねの寛政暦 天保十年出 １８３９

り６２ 天保十二年かのとのうしの寛政暦 天保十一年出 １８４０

り６３ 天保十三年みつのえとらの寛政暦 天保十二年出 １８４１

り６４ 天保十五年きのえたつの天保壬寅元暦 天保十四年出 １８４３

り６５ 天保十四年みつのとのうの寛政暦 天保十三年出 １８４２

り６６ 天保十六年きのとのみの天保壬寅元暦 天保十五年出 １８４４

り６７ 弘化三年ひのえむまの天保壬寅元暦 弘化二年出 １８４５

り６８ 弘化四年ひのとのひつしの天保壬寅元暦 弘化三年出 １８４６

り６９ 弘化五年つちのえさるの天保壬寅元暦 弘化四年出 １８４７

り７０ 嘉永二年つちのとのとりの天保壬寅元暦 嘉永元年出 １８４８

り７１ 嘉永三年かのえいぬの天保壬寅元暦 （嘉永２年出） １８４９

り７２ 嘉永四年かのとのいの天保壬寅元暦 嘉永三年出 １８５０

り７３ 嘉永五年みつのえねの天保壬寅元暦 嘉永四年出 １８５１

り７４ 嘉永六年みつのとのうしの天保壬寅元暦 嘉永五年出 １８５２

り７５ 嘉永七年きのえとらの天保壬寅元暦 嘉永六年出 １８５３

り７６ 嘉永八年きのとのうの天保壬寅元暦 嘉永七年出 １８５４

り７７ 安政三年ひのえたつの天保壬寅元暦 安政二年出 １８５５

り７８ 安政四年ひのとのみの天保壬寅元暦 安政三年出 １８５６

り７９ 安政五年つちのえむまの天保壬寅元暦 安政四年出 １８５７

り８０ □□□□（安政六年）つちのとのひつしの天保
壬寅元暦

安政五年出 １８５８



５９

作 成 受 取 形態 数 備 考

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 村木忠左衛門様 折本 １ 題箋「安政四丁巳暦」、宛名は
表紙の付札より

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 村木忠左衛門様 折本 １ 題箋「安政五戊午暦」、宛名は
表紙の付札より

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 村木忠左衛門様 折本 １ 題箋「安政六己未暦」、宛名は
表紙の付札より

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 村木忠左衛門様 折本 １ 題箋「安政七庚申暦」、宛名は
表紙の付札より

暦師：伊勢度会郡山田飛鳥帯刀 村木忠左衛門様 折本 １ 題箋「万延二辛酉暦」、宛名は
表紙の付札より

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 紙質劣化、表紙・裏表紙なし、
一部分切取あり、書込みあり

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 紙質劣化、破損あり、表紙・裏
表紙なし、書込みあり

暦師：伊勢度会郡山田田中外中北外記 折本 １ 表紙・裏表紙なし、書込みあり

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 紙質劣化、破損あり、表紙・裏
表紙なし、書込みあり

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 表紙・裏表紙なし、書込みあり

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 紙質劣化、折目で切断あり、表
紙なし、書込みあり

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 表紙・裏表紙なし、一部分切取
あり、書込みあり

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 表紙・裏表紙なし、書込みあり

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 紙質劣化、折目で切断あり、表
紙・裏表紙なし、一部分切取あ
り、書込みあり

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 表紙・裏表紙なし、書込みあり

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 紙質劣化、表紙なし、後欠、書
込みあり

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 表紙・裏表紙なし、書込みあり

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 表紙・裏表紙なし、書込みあり

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 表紙・裏表紙なし、書込みあり

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 表紙・裏表紙なし、書込みあり

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 表紙・裏表紙なし、書込みあり

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 表紙・裏表紙なし、書込みあり

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 表紙・裏表紙なし

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 表紙・裏表紙なし

暦師：□□□□□□（伊勢度会郡山）
田中北外記

折本 １ 表紙・裏表紙なし



６０

番 号 表 題 年 代 西暦

り８１ 安政七年かのえさるの天保壬寅元暦 安政六年出 １８５９

り８２ 万延二年かのとのとりの天保壬寅元暦 万延元年出 １８６０

り８３ 文久二年みつのえいぬの天保壬寅元暦 文久元年出 １８６１

り８４ 文久四年きのえねの天保壬寅元暦 文久三年出 １８６３

り８５ 元治二年きのとのうしの天保壬寅元暦 元治元年出 １８６４

り８６ 慶応三年ひのとのうの天保壬寅元暦 慶応二年出 １８６６

り８７ 慶応四年つちのえたつの天保壬寅元暦 慶応三年出 １８６７

り８８ 明治二年つちのとのみの天保壬寅元暦 明治元年出 １８６８

り８９ □□□□□□□□□□□□□□（明治二年つち
のとのみの天保壬）寅元暦

明治元年出 １８６８

り９０ 明治三年かのえむまの天保壬寅元暦 明治二年出 １８６９

り９１ 明治三年かのえむまの天保壬寅元暦 明治二年出 １８６９

り９２ 〔明治４年天保壬寅元暦〕 （明治３年出） １８７０

り９３ 神武天皇即位紀元二千五百四十一年明治十四年
暦

（明治１４年） １８８１

り９４ 神武天皇即位紀元二千五百四十二年明治十五年
暦

（明治１５年） １８８２

り９５ 神武天皇即位紀元二千五百四十三年明治十六年
暦

（明治１６年） １８８３

り９６ 神武天皇即位紀元二千五百四十四年明治十七年
暦

（明治１７年） １８８４

り９７ 「江戸でめいふつむらさきエイヨシ…」〔諸国
名物の唄〕

ぬ１ 金銀出入当座帳 文政十三年二月十九日 １８３０

ぬ２ 金銀出入当座帳 文政十三年七月吉祥日 １８３０

ぬ３ 金銀出入当座帳 文政十三年十月吉祥日 １８３０

ぬ４ 金銀出入覚当座帳 天保二年三月吉祥日 １８３１

ぬ５ 金銀出入之覚帳 天保三年壬辰正月吉祥日 １８３２

ぬ６ 金銀出入当座覚帳 天保三年四月吉祥日 １８３２

ぬ７ 金銀出入之覚帳 天保四年癸巳正月吉祥日 １８３３

ぬ８ 金銀出入之覚帳 天保五年甲午正月吉祥日 １８３４

ぬ９ 金銀出入当座覚帳 天保五年四月吉祥日 １８３４

ぬ１０ 金銀出入覚書帳 天保六年乙未正月吉祥日 １８３５

ぬ１１ 金銀出入当座覚帳 天保六年六月吉祥日 １８３５



６１

作 成 受 取 形態 数 備 考

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 表紙・裏表紙なし

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 破損あり、表紙・裏表紙なし

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 表紙・裏表紙なし

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 表紙・裏表紙なし

暦師：伊勢度会郡山田中北外記 折本 １ 表紙・裏表紙なし

暦師：伊勢度会郡山田箕曲主水 折本 １ 表紙・裏表紙なし

暦師：伊勢度会郡山田箕曲主水 折本 １ 表紙・裏表紙なし

伊勢度会郡山田弘暦者山口右兵衛 折本 １ 破損あり

弘暦□□□□□□ 折本 １ 破損あり、表紙・裏表紙なし

伊勢度会郡山田山口石二 折本 １ 裏表紙上半分欠損、破損あり

伊勢度会郡山田小林翁助 折本 １ 表紙・裏表紙なし

折本 １ 前後半部分破損大、表紙・裏表
紙なし

東京大阪頒暦商社社長林立守 折本 １ 表紙・裏表紙なし、「頒暦証」
と記された紙片貼付

□□□□□□□□□□（東京大阪頒暦
商社社長）林立守

折本 １ 後半部分破損大、表紙・裏表紙
なし、「頒暦証」と記された紙
片貼付

神宮司庁頒暦局頒暦製造御用林組長林
立守

折本 １ 破損あり、表紙・裏表紙なし、
「頒暦証」と記された紙片貼付

神宮司庁頒暦局御頒布暦製造御用林組
長林立守

折本 １ 表紙・裏表紙なし、「頒暦証」
と記された紙片貼付

一紙 １ 破れあり

村木忠左衛門 横長 １ 表紙「寅ノ壱番」

村木忠左衛門 横長 １ 表紙「寅ノ二番」

村木忠左衛門 横長 １ 表紙「寅ノ三番」

河渡駅村木忠左衛門扣 横長 １ 表紙「卯壱番」

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

村木忠左衛門 横長 １ 表紙「辰之壱番」、表紙破損あ
り

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ 綴じ紐切れ

村木忠左衛門 横長 １ 表紙「午之壱番」

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

村木忠左衛門 横長 １ 表紙「未壱番」



６２

番 号 表 題 年 代 西暦

ぬ１２ １ 金銀出入之覚帳 天保七年丙申正月吉祥日 １８３６

ぬ１２ ２ 金銀出入当座覚帳 天保七年三月吉祥日 １８３６

ぬ１３ 金銀出入之覚帳 天保八年丁酉正月吉祥日 １８３７

ぬ１４ 金銀出入当座覚帳 天保八年正月吉祥日 １８３７

ぬ１５ 金銀出入之覚帳 天保九年戊戌正月吉祥日 １８３８

ぬ１６ 金銀出入当座覚帳 天保九年正月吉祥日 １８３８

ぬ１７ 金銀出入之覚帳 天保十年己亥正月吉祥日 １８３９

ぬ１８ 金銀出入之覚帳 天保十一年庚子正月吉
祥日

１８４０

ぬ１９ 金銀出入当座覚帳 天保十一年二月吉祥日 １８４０

ぬ２０ 金銀出入之覚帳 天保十二年辛丑正月吉
祥日

１８４１

ぬ２１ 金銀出入当座覚帳 天保十二年正月吉祥日 １８４１

ぬ２２ 金銀出入之覚帳 天保十三年壬寅正月吉
祥日

１８４２

ぬ２３ 金銀出入之当座覚帳 天保十三年壬寅正月吉
祥日

１８４２

ぬ２４ 〔金銀出入之当座覚帳〕 天保十四卯年正月吉祥日 １８４３

ぬ２５ 金銀出入之覚当座帳 天保十五甲辰正月吉祥日 １８４４

ぬ２６ 金銀出入当座帳 弘化二年乙巳正月吉祥日 １８４５

ぬ２７ 金銀出入之覚帳 弘化三年丙午正月吉祥日 １８４６

ぬ２８ ① 金銀出入当座帳 弘化三年丙午正月吉祥日 １８４６

ぬ２８ ② 午之暮利銀仕出之覚 （弘化３年） １８４６

ぬ２９ 金銀出入当座帳 弘化四年丁未正月吉祥日 １８４７

ぬ３０ １ 金銀出入当座帳 弘化五年戊申正月吉祥日 １８４８

ぬ３０ ２ 金銀出入之覚帳 弘化五年戊申正月吉祥日 １８４８

ぬ３１ 金銀出入当座帳 嘉永二年己酉正月吉日 １８４９

ぬ３２ 金銀出入当座覚帳 嘉永三年庚戌正月吉祥日 １８５０

ぬ３３ 金銀出入当座覚帳 嘉永四年辛亥正月吉祥日 １８５１



６３

作 成 受 取 形態 数 備 考

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

村木忠左衛門 横長 １ 表紙「申壱番」

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ 表紙「酉壱番」

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

村木忠左衛門 横長 １ 表紙「戌壱番」

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ 表紙「子之壱番」

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ 表紙「丑壱番」、破損あり

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ 表紙破損あり、表紙と裏表紙の
綴じ紐部分に１点ずつ結び文あ
り

横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ 表紙の綴じ紐部分に３点、裏表
紙の綴じ紐部分に１点結び文あ
り

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ 表紙の綴じ紐部分に１点結び文
あり

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ ぬ２８①の綴紐に②が綴られてい
る、表紙の綴じ紐部分に１点結
び文あり

横長 １ 裏表紙の綴じ紐部分に１点結び
文あり

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ 表紙の綴じ紐部分に３点結び文
あり

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ 付札破損大

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ 表紙の綴じ紐部分に１点結び文
あり



６４

番 号 表 題 年 代 西暦

ぬ３４ 金銀出入之覚帳 嘉永四年辛亥正月吉祥日 １８５１

ぬ３５ １ 金銀出入当座覚帳 嘉永五年壬子正月吉祥日 １８５２

ぬ３５ ２ 金銀出入之覚帳 嘉永五年壬子正月吉祥日 １８５２

ぬ３６ 金銀出入当座覚帳 嘉永六年癸丑正月吉祥日 １８５３

ぬ３７ 金銀出入当座覚帳 嘉永七年甲寅正月吉祥日 １８５４

ぬ３８ 金銀出入当座覚帳 安政二年乙卯正月吉祥日 １８５５

ぬ３９ 金銀出入当座帳 安政四年丁巳正月吉祥日 １８５７

ぬ４０ 金銀出入当座帳 安政五年午正月吉日 １８５８

ぬ４１ 金銀出入当座帳 安政六年未正月吉日 １８５９

ぬ４２ 金銀出入当座帳 安政七年庚申正月吉日 １８６０

ぬ４３ 金銀出入当□□（座帳） 万延二□（年）辛酉正
月吉□（日）

１８６１

ぬ４４ 酉之当座帳 万延二年正月吉日 １８６１

ぬ４５ 戌之当座帳 文久二年正月吉日 １８６２

ぬ４６ 金銀出入当座帳 文久二年戌正月吉日 １８６２

ぬ４７ 亥之当座帳 文久三年癸正月吉日 １８６３

ぬ４８ 金銀出入当座帳 文久三年癸亥正月吉日 １８６３

ぬ４９ 金銀出入当座帳 文久三年癸亥正月吉祥 １８６３

ぬ５０ １ 金銀出入当座帳 文久四年甲子正月吉日 １８６４

ぬ５０ ２ 金銀出入之覚帳 文久四甲子正月吉辰 １８６４

ぬ５１ 金銀出入覚帳 元治二年乙丑正月吉辰 １８６５

ぬ５２ 金銀出入当座帳 元治二年乙丑正月吉辰 １８６５

ぬ５３ 丑之当座帳 元治二年正月吉日 １８６５

ぬ５４ 金銀出入当座帳 慶応二年丙寅正月吉日 １８６６

ぬ５５ 寅之当座帳 慶応二年正月吉日 １８６６

ぬ５６ 貸附金出入覚帳 慶応二年丙寅正月吉日 １８６６

ぬ５７ 卯之当座帳 慶応三年正月吉日 １８６７

ぬ５８ 金銀出入当座帳 慶応三年卯正月吉日 １８６７

ぬ５９ 金銀出入之覚帳 慶応三年丁卯正月吉日 １８６７

ぬ６０ 辰之当座帳 慶応四年戊正月吉日 １８６８



６５

作 成 受 取 形態 数 備 考

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ 表紙下部破損

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ 表紙の綴じ紐部分に３点、裏表
紙の綴じ紐部分に１点結び文あ
り

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ 表紙の綴じ紐部分に３点結び文
あり、挿入紙１点あり

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ 表紙の綴じ紐部分に結び文１点
あり、挿入紙１点あり

村木忠左衛門 横長 １ 剥離紙１点あり、挿入紙２枚あり

横長 １ 表紙下部破損

村木忠左衛門 横長 １ 裏表紙破損大

村木 横長 １ 挿入紙１点あり

村木扣 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

村木忠左衛門 横長 １ 綴じ紐切れ、破損あり

村木忠左衛門扣 横長 １ 挿入紙１点あり

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ 挿入紙２点あり

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

村木忠左衛門 横長 １ 挿入紙４点あり

村木忠左衛門 横長 １

村木忠左衛門扣 横長 １ 挿入紙１点あり

村木忠左衛門扣 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

村木忠左衛門 横長 １ 表紙の綴じ紐部分に結び文１点
あり、挿入紙２点あり

村木忠左衛門扣 横長 １ 表紙の綴じ紐部分に結び文１点
あり、挿入紙１点あり

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ 挿入紙１点あり

村木忠左衛門 横長 １ 表紙の綴じ紐部分に結び文３点
あり



６６

番 号 表 題 年 代 西暦

ぬ６１ 金銀出入当座覚帳 慶応四年戊辰正月吉日 １８６８

ぬ６２ 亥之暮金銀出入日記 （亥之暮）

ぬ６３ 子暮諸勘定帳 嘉永五年十二月 １８５２

ぬ６４ 《丑暮請払帳》 嘉永６年１２月 １８５３

ぬ６５ 丑暮請払帳 嘉永六年十二月 １８５３

ぬ６６ １ 卯年暮勘定□（帳） 安政二年十二月 １８５５

ぬ６６ ２ 辰年暮勘定帳 安政三年十二月 １８５６

ぬ６７ 巳之暮勘定帳（巳之暮金貸差引覚） 安政四年十二月 １８５７

ぬ６８ １ 未之暮勘定仕出帳 安政六年十二月 １８５９

ぬ６８ ２ 申暮勘定仕出帳 万延元年十二月 １８６０

ぬ６８ ３ 酉之暮諸勘定定仕出 文久元年十二月 １８６１

ぬ６８ ４ 戌之暮勘定仕出帳 文久二年十二月 １８６２

ぬ６９ 亥年御年貢掟勘定帳 嘉永四年十二月日 １８５１

ぬ７０ 子年御年貢掟勘定帳 嘉永五年十二月日 １８５２

ぬ７１ 卯御年貢米掟勘定帳 安政弐年十二月日 １８５５

ぬ７２ 卯之掟米取立帳 天保十四年十二月 １８４３

ぬ７３ 巳之掟米取立帳 弘化二年十二月 １８４５

ぬ７４ 午掟米取立帳 弘化三年十二月 １８４６

ぬ７５ 未掟米取立帳 弘化四年十二月 １８４７

ぬ７６ 申掟米取立帳 嘉永元年十二月 １８４８

ぬ７７ 酉掟米取立帳 嘉永二年十二月 １８４９

ぬ７８ 戌掟米取立帳 嘉永三年十二月 １８５０

ぬ７９ 亥掟米取立帳 嘉永四年十二月 １８５１

ぬ８０ 子掟米取立□（帳） 嘉永五年十二月 １８５２

ぬ８１ 寅之掟米取立帳 嘉永七年十二月 １８５４

ぬ８２ 田畑掟取立帳 （安政２年）卯二月日 １８５５

ぬ８３ 卯之掟米取立帳 安政二年十二月 １８５５

ぬ８４ 辰之掟米取立帳 安政三年十二月 １８５６

ぬ８５ 生津村出作分田畑掟年貢米取立帳 安政三年辰十二月 １８５６

ぬ８６ 午之掟米取立帳 安政五年十二月 １８５８

ぬ８７ 未之掟米取立帳 安政六年十二月 １８５９



６７

作 成 受 取 形態 数 備 考

村木忠左衛門扣 横長 １ 表紙の綴じ紐部分に結び文２点
あり、挿入紙１点あり

邨木忠左衛門 横長 １ 表紙「壱番」

村木忠左衛門扣 横長 １

１ 現在所在不明

村木忠左衛門扣 横長 １ 綴じ紐切れ

横長 １ 表紙と１・２丁目破損大

横長 １ 表紙破損大、剥離紙４点あり

横長 １ ８・９丁目と裏表紙破損大

村木忠左衛門 横長 １ 剥離紙１点あり

村木忠左衛門 横長 １ 挿入紙１点あり

村木義旭扣 横長 １ 挿入紙２点あり

村木忠左衛門扣 横長 １

支配人与九郎 横長 １

支配人与九郎 横長 １

上曽我屋村村木与九郎 横長 １

村木忠左衛門 横長 １

村木忠左衛門 横長 １ 剥離紙２点あり

村木忠左衛門 横長 １

村木忠左衛門 横長 １

村木忠左衛門 横長 １ 表紙破損あり

村木忠左衛門 横長 １

村木忠左衛門 横長 １

村木忠左衛門 横長 １ 剥離紙２点あり

村木□□□□（忠左衛門） 横長 １ 表紙下部破損、綴じ紐切れ、剥
離紙１点あり

村木忠左衛門扣 横長 １ 表紙・裏表紙破損あり、剥離紙
２点あり

生津村棚橋平右衛門 河渡村村木忠左衛門
様

横長 １ 破損あり、表紙「安政元年寅十
二月日生津村棚橋平右衛門」

村木忠左衛門扣 横長 １

村木忠左衛門扣 横長 １

村木忠左衛門扣 横長 １ 破損あり

村木忠左衛門 横長 １

村木忠左衛門 横長 １ 破損あり



６８

番 号 表 題 年 代 西暦

ぬ８８ 申之掟米取立帳 万延元年十二月 １８６０

ぬ８９ 酉之掟米取立帳 文久元年十二月 １８６１

ぬ９０ 戌之掟米取立帳 文久二年十二月 １８６２

ぬ９１ 諸用留壱番日記 安政二年乙卯正月吉辰
（１月１日～３月２１日）

１８５５

ぬ９２ 《諸用日記》 安政５年 １８５８

ぬ９３ 諸用留日記帳 安政五年午九月初日（９
月１日～１２月３０日）

１８５８

ぬ９４ 諸用日記留壱番 安政六年己未正月元旦
（～１０月１５日）

１８５９

ぬ９５ 諸用細日記弐巻 安政六年己未十月中旬
（１０月１６日～１２月３０日）

１８５９

ぬ９６ 諸用細日記壱巻 安政七年庚申正月元旦
（～９月２０日）

１８６０

ぬ９７ 諸用日記壱 万延二年辛酉正月吉日
（１月１日～９月２日）

１８６１

ぬ９８ 諸用日記二 文久元年酉九月（３日）
ヨリ戌三月（３０日）迄

１８６１

ぬ９９ 諸用日記二 文久二年壬戌四月（１
日）ヨリ（文久３年）亥
八月廿日迄

１８６２

ぬ１００ 諸用細日記三 文久三年癸亥八月廿一
日ヨリ（～１２月３０日）

１８６３

ぬ１０１ 諸用細日記乾 文久四年甲子正月（１
月１日～１０月１７日）

１８６４

ぬ１０２ 諸用細日記坤 元治元年甲子十月中旬
（１８日）ヨリ（慶応元
年）乙丑四月晦日マテ

１８６４

ぬ１０３ 諸用細日記乾 四月十七日改元慶応元
年乙丑五月（１日）ヨ
リ六月廿一日マテ

１８６５

ぬ１０４ 諸用細日記 慶応元年乙丑六月廿二
日ヨリ（～慶応２年２月
２９日）

１８６５

ぬ１０５ 諸用日記 慶応二年丙寅三月朔日
卯五月七日迄

１８６６

ぬ１０６ 諸用日記弐番 慶応三年丁卯五月八日
ヨリ慶応四年戊辰閏四
月廿日迄

１８６７

ぬ１０７ 諸用日記二 慶応四年戊辰閏四月廿
一日ヨリ己巳正月晦日
マテ

１８６８



６９

作 成 受 取 形態 数 備 考

村木忠左衛門扣 横長 １

村木忠左衛門扣 横長 １

村木忠左衛門控 横長 １

河渡宿村木義旭手控 横 １ 表紙「他見禁」

１ 現在所在不明

美濃東村木義促控 横 １ 表紙「他見堅制」

河渡駅村木義促控 横 １ 表紙「他見堅制」

河渡村木義促（花押） 横 １ 表紙「他見禁製」

鳳皇川西辺村木義促（花押） 横 １ 表紙「他見禁制」

鳳川西村木義促（花押） 横 １ 表紙「他見禁制」

村木義促（花押） 横 １ 表紙「他見禁制」

村木義促（花押） 横 １ 表紙「他見禁制」

村木義促（花押） 横 １ 表紙「他見禁制」

村木義促（花押） 横 １ 表紙「他見禁制」

村木義促（花押） 横 １ 表紙「他見禁制」

村木義促（花押） 横 １ 表紙「他見禁制」

村木義促（花押） 横 １ 表紙「他見禁制」

村木義促（花押） 横 １ 表紙「他見禁制」

村木義促（花押） 横 １ 表紙「他見禁制」

村木義促（花押） 横 １ 表紙「他見堅制」



７０

番 号 表 題 年 代 西暦

ぬ１０８ 貸附金・借用金覚帳 文政拾壱年二月改メ １８２８

ぬ１０９ 諸道買直段附帳 文政十三年寅正月ヨリ
未年マテ（～明治１７年）

１８３０

ぬ１１０ 歳々両節季店払覚帳 文政十三年庚寅二月吉
祥日（～文久２年１２月）

１８３０

ぬ１１１ 扣高名寄帳 文政十三年寅十二月 １８３０

ぬ１１２ 借用指引勘定帳 天保十□（三）年寅正
月日

１８４２

ぬ１１３ 井戸・米蔵・馬家普請諸入用覚帳 嘉永七年甲寅正月吉祥日 １８５４

ぬ１１４ 買物帳 安政三年辰九月七日 １８５６

ぬ１１５ 買物帳 安政三年辰十二月十六日 １８５６

ぬ１１６ 買物帳 文久三亥年 １８６３

ぬ１１７ 生津村分出作田畑掟年貢小前帳 安政三年辰十二月 １８５６

ぬ１１８ 《泰治郎出府土産并見舞覚》 安政５年１１月２２日 １８５８

ぬ１１９ 種籾代小前継渡帳 安政六年未四月 １８５９

ぬ１２０ 種籾代手当小作帳 文久元年酉四月 １８６１

ぬ１２１ 出作反別仕分帳 万延元年申十月 １８６０

ぬ１２２ 小作種籾割渡し（帳） 慶応四辰年五月 １８６８

ぬ１２３ 〔諸取替・入金・差引など覚帳〕

ぬ１２４ 〔土産物・見舞物覚帳〕

ぬ１２５ 〔田畑反別・高・掟米など覚帳〕

ぬ１２６ 〔代金受取覚帳〕

ぬ１２７ 〔金銀出入当座帳〕 安政七申年 １８６０

ぬ１２８ 〔掟米取立帳〕 （安政４）巳年 １８５７

ぬ１２９ 〔銭預り・銭取替・米取替など覚帳〕

ぬ１３０ 〔長さ・巾・坪数など覚帳〕

ぬ１３１ 〔勘定仕出帳〕

ぬ１３２ 覚（履物代・籾代銀など書付）

ぬ１３３ 〔金銀出入当座・秋作稲数など覚帳〕 （明治４未年） １８７１

ぬ１３４ 〔屋号・金銭書付帳〕

ぬ１３５ 寅年諸勘定不足仕出シ（帳） 卯年暮改

ぬ１３６ 日向屋分（川船賃金覚帳）

ぬ１３７ 〔先触・継立人足賃銭など覚帳〕 （７月２日～８月１０日）

ぬ１３８ 差引覚（金銭出入など） 酉之暮

ぬ１３９ 〔田畑反別・高・掟米・代金など覚帳〕



７１

作 成 受 取 形態 数 備 考

横半 １

村木扣 横長 １ 挿入紙１点あり

河渡宿村木忠左衛門 横長 １ 綴じ紐切れ

村木忠左衛門 横長 １

横長 １ 破損あり

横長 １

茂兵衛 横半 １

横半 １

願明寺御花講 横半 １

河渡宿村木忠左衛門 横半 １ 破損あり

１ 現在所在不明

村木忠左衛門 横長 １ 破損あり

村木 横長 １

河渡宿村木忠左衛門 横長 １

横長 １

横長 １

横長 １ 破損あり

横長 １

横長 １ 印に「八幡町蔵前」とあり

横長 １ 表紙欠損

横長 １ 剥離紙１点あり

横長 １

横長 １

横長 １ 挿入紙３点あり

横半 １

横長 １ 挿入紙１点あり

横長 １ 明治期のもの

横長 １

横長 １ ち８と関連

横長 １

横長 １

横長 １



７２

番 号 表 題 年 代 西暦

ぬ１４０ 〔金銀出入当座帳〕 安政六未年 １８５９

ぬ１４１ 御勘定差引（川々普請諸入用）

ぬ１４２ 〔金銀出入当座帳〕 （天保９年８月～天保１０
年１２月）

１８３８

ぬ１４３ 宿請負証文之事（郡上八幡金森矢部少輔浪人野
田善蔵８月まで当地に滞留につき）

宝暦九年卯三月 １７５９

ぬ１４４ 〔池坊門弟永代帳面留置状〕 文政八酉年六月 １８２５

ぬ１４５ 〔水仙・朝顔・牡丹など生花伝授状〕 天保十一年子八月 １８４０

ぬ１４６ 〔草木集・定式巻伝授状〕 天保十二年丑正月 １８４１

ぬ１４７ 差上申済口証文之事（質地滞出入訴えの処、金
子返済にて納得熟談につき）

天保五午年十月 １８３４

ぬ１４８ 乍恐以書付奉願上候（百姓七郎平らの掟年貢并
質物滞り・竹木掠取出入一件にて掟年貢皆済な
ど厳しく仰せくださるようにつき）

弘化三午年四月 １８４６

ぬ１４９ 御請状之事（年貢に差詰りにて倅庄八を１年間
奉公に差出し、給金御蔵へ上納につき）

嘉永元年申年十二月 １８４８

ぬ１５０ 菊五郎容体書（糸貫川北方村地内堤切入れ、河
渡村外７か村水防中に口論あり、河渡宿菊五郎
疵受けるにつき疵の箇所など書上）

嘉永七寅歳七月朔日 １８５４

ぬ１５１ 太三郎容体書（糸貫川北方村地内堤切入れ、河
渡村外７か村水防中に口論あり、河渡宿太三郎
疵受けるにつき疵の箇所など書上）

嘉永七寅歳七月朔日 １８５４

ぬ１５２ 乍恐以書付奉歎願候（下地困窮者にて借用金あ
る処、難渋にて質物の屋敷など戻すようにつき）

（天保１４年）卯七月 １８４３

ぬ１５３ 〔急ぎ御用の儀申し上げにて宿々早便に差し送
り、板橋宿着の砌、御方様へ差し上げる様依頼
状〕

申九月二日

ぬ１５４ 乍恐以書付奉申上候（庄屋より百姓七郎平ら掟
年貢滞りなどにて訴訟の処、七郎平欠落ちの風
聞あり、行方を親類より申し聞きにつき届）

（弘化３年）午五月十
四日

１８４６

ぬ１５５ 〔畑反別・掟米など書付図面〕 慶応三年卯四月 １８６７



７３

作 成 受 取 形態 数 備 考

横長 １ 挿入紙１点あり

縦 １

横長 １

高山寺町親類村上屋嘉内（印）、同（高
山寺町）組頭広瀬屋源右衛門（印）

矢島茂右衛門殿 一紙 １

洛陽六角堂池坊専明（花押）（印） 濃州村木登吉様 折紙
（包紙
共）

１ 破損あり

池坊専明（花押）（印） 濃州村木忠左衛門様 折紙
（包紙
共）

１ 包紙破損あり

池坊専明（花押）（印） 濃州村木忠左衛門様 折紙
（包紙
共）

１

当御支配所方県郡河渡宿訴訟人忠次郎
（印）、差添庄屋長兵衛（印）、安藤対
馬守領分本巣郡宗慶村相手方恒次郎
（印）、差添年寄文平（印）、郷宿幸七
（印）・九右衛門（印）、羽栗郡徳田新
田庄屋取�人寿作（印）

笠松御役所 一紙 １ 上部破損あり

右（当支配所方県郡河渡村）願主庄屋
年寄兼忠左衛門（印）、差添年寄四郎
右衛門（印）

笠松御役所 一紙 １ 庄屋長兵衛の奥書あり

本人親庄平（印）、請人庄七 御主人忠左衛門殿 一紙 １

安藤長門守領分本巣郡柱本村医師道碩
（印）、戸田隼人正知行所本巣郡北方
村医師勇策（印）

岩田鍬三郎様御手代
原継蔵様、戸田隼人
正様御内河原和太夫
様

一紙 １

安藤長門守領分本巣郡柱本村医師道碩
（印）、戸田隼人正知行所本巣郡北方
村医師勇策（印）

岩田鍬三郎様御手代
原継蔵様、戸田隼人
正様御内河原和太夫
様

一紙 １

河渡村百姓願人七郎平 笠松御役所 一紙 １

中山道河渡宿問屋 切紙 １

河渡村百姓七郎平親類惣代清左衛門、
直右衛門、組頭惣代、年寄四郎右衛門、
庄屋長兵衛

笠松御役所 一紙
（包紙
共）

１ ぬ１４８・ぬ１５２は関連、包紙「上」

一紙 １ ２４．５×３４．６�、「北天流改」と
あり、は１８と関連



７４

番 号 表 題 年 代 西暦

ぬ１５６ 諸軍書名前写

ぬ１５７ 〔井上源衛外２名共有地売却につき手続記録〕 （明治１２年４月１６日～６
月２８日）

１８７９

る１ 頼母子講人数覚帳 天保十一年子三月 １８４０

る２ 頼母子講人数覚帳 天保十二年丑十二月 １８４１

る３ 牧田講規定帳 嘉永三年戌四月 １８５０

る４ 大坂講規定帳 安政四巳年二月 １８５７

明治１ 河渡宿附属村々草高之内諸引除之残高取調帳 明治元年辰十一月 １８６８

明治２ 七拾歳以上より八拾七歳迄人別取調書上帳下書 明治元年辰十二月 １８６８

明治３ 辰御物成通 明治元年十二月 １８６８

明治４ 辰御物成通 明治元年十二月 １８６８

明治５ 《小前方門十郎市左衛門文助より村役人江相掛
リ給米減方ニ而出入一件日記》

明治２年１２月 １８６９

明治６ 附属助郷勤高書上帳 明治二年巳三月 １８６９

明治７ 夫食米貸渡帳 明治二年巳正月より １８６９

明治８ 巳之当座帳 明治二年巳正月吉日 １８６９

明治９ 〔御年貢勘定写・御年貢米割付之覚など綴〕 （安政３～明治２年） １８５６

明治１０ 巳之田方立毛差引野帳 明治二年九月 １８６９

明治１１ 従加納宿守山宿迄宿々七倍五割御定賃銭宿助郷
割符取調帳

明治二年巳二月 １８６９

明治１２ 諸用日記二 明治二年己巳二月朔日
午三月十一日マテ

１８６９

明治１３ 諸日記弐番 明治三年庚午三月十二
日ヨリ明治四年辛未八
月八日マテ

１８７０

明治１４ 諸日記弐番 明治四年辛未八月九日
ヨリ明治五年壬申十二
月二日マテ

１８７１

明治１５ 第二号勉務日記 明治六年十一月一日同
明治七年一月より九月
迄

１８７３

明治１６ 諸用日記 明治六年癸酉一月一日
（～１０月３１日）

１８７３



７５

作 成 受 取 形態 数 備 考

河渡駅村木義促（花押） 縦 １ 「右江戸蔵前天乗町松前屋五郎
兵衛之一条終」とあり

縦 １

講元長蔵、セ話人直八、音八 横長 １

講元清右衛門 横長 １

講元長兵衛控写 横長 １

講元忠治郎控写 横長 １

縦 １

方県郡河渡村百姓代勇八、年寄忠左衛
門、庄屋広助

笠松県御役所 横長 １ ７０歳以上は１９人あり

忠左衛門 横半 １ 挿入紙１点あり、表紙「北組」

忠左衛門 横半 １ 表紙「南組」

１ 現在所在不明、１９７６年発行『岐
阜大学教育学部郷土資料�幕末
維新期美濃地方の村方騒動関係
史料』に収載

笠松県支配所中山道河渡宿伝馬所取締
役助三郎、当三郎

駅逓御役所 縦 １

村木忠左衛門 横長 １

村木忠左衛門 横長 １ 表紙の綴じ紐部分に結び文２点
あり

綴 １

村木扣 横半 １

横長 １

村木義促（花押） 横 １ 表紙「他見堅禁」

村木義促扣 横 １ 表紙「他見禁制」

邨木義促扣 横 １ 表紙「他見禁止」

村木 横半 １

村木義促控 横半 １



番 号 表 題 年 代 西暦

明治１７ 弐号用務日記 明治七年十月より明治
八年五月迄

１８７４

明治１８ 三号諸務日記 明治八年従六月一日
（～１２月３１日）

１８７５

明治１９ 諸用日記簿 明治九年丙子一月一日
丑二月廿日迄

１８７６

明治２０ 諸事務日記簿 明治十年二月廿一日ヨ
リ（～１２月３１日）

１８７７

明治２１ 諸事務日記 明治十一年戊寅一月一
日（～１２月３１日）

１８７８

明治２２ 両村組合諸日記 明治十一年二月 １８７８

明治２３ 諸事務日記簿 明治十二年己卯一月一
日（～１２月３１日）

１８７９

明治２４ 諸事日記簿 明治十三年庚辰一月一
日（～１２月３１日）

１８８０

明治２５ 日記簿 明治十四年辛巳一月一
日（～１２月３１日）

１８８１

明治２６ 日記簿 明治十五年壬午一月一
日（～１２月３１日）

１８８２

明治２７ 日記簿 明治十六年癸巳一月一
日（～１２月３１日）

１８８３

明治２８ 諸事日誌 明治十七年甲申一月一
日（～１２月３１日）

１８８４

明治２９ 諸事日誌 明治十八年乙酉一月一
日（～１２月３１日）

１８８５

明治３０ 諸事日誌 明治十九年丙戌一月一
日（～１２月３１日）

１８８６

明治３１ 御請印帳（別紙触書の趣承知、村高・諸引残高
書上）

明治三年午十二月 １８７０

７６



作 成 受 取 形態 数 備 考

村木控 横半 １

村木控 横半 １ 挿入紙あり

村木義促 横半 １

村木忠一控 横半 １

村木忠一 横半 １

総代 横半 １

村木忠一 横半 １

邨木忠一 横半 １ 挿入紙あり

村木忠一 横半 １

村木忠一 横半 １

村木忠一 横半 １

村木忠一 横半 １

村木忠一 横半 １

邨木忠一 横半 １

方県郡河渡宿百姓代勇八（印）・年寄
儀右衛門（印）・庄屋広助（印）、芦鋪
村百姓代安左衛門（印）・年寄祐平
（印）・庄屋与八郎（印）、芦鋪村百姓
代作兵衛（印）・年寄治郎兵衛（印）・
庄屋作右衛門（印）、佐野村百姓代半
右衛門（印）・年寄源兵衛（印）・庄屋
時之丞（印）、雛倉村百姓代治三朗
（印）・年寄勘十朗（印）・庄屋九右衛
門（印）、雛倉村百姓代与平（印）・年
寄庄蔵（印）・庄屋金十朗（印）、秋沢
村百姓代佐兵衛（印）・年寄儀太朗
（印）・庄屋権之助（印）、則松村百姓
代甚左衛門（印）・年寄忠左衛門（印）・
庄屋儀左衛門（印）、則松村年寄忠左
衛門（印）・後見庄屋貞蔵（印）、則松
村年寄忠左衛門（印）・庄屋幾治（印）、
則松村百姓代藤助（印）・年寄久兵衛

縦 １ 表紙「中山道河渡宿附属村々」、
挿入紙１点あり
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作 成 受 取 形態 数 備 考

（印）・庄屋八右衛門（印）、則松村年
寄久兵衛（印）・庄屋庄左衛門（印）、
鷺山村百姓代藤八・年寄儀左衛門
（印）・庄屋六左衛門（印）、鷺山村年
寄嘉右衛門（印）・兼帯茂左衛門（印）、
正木村百姓代武三朗（印）・年寄又兵
衛（印）・庄屋与三右衛門（印）、正木
村百姓代六左衛門（印）・兼帯庄屋三
ツ又村茂左衛門（印）、則武村百姓代
権右衛門（印）・年寄又左衛門（印）・
庄屋平兵衛（印）、御望村百姓代半九
郎（印）・年寄増右衛門（印）・庄屋八
郎治（印）、御望村百姓代為八・年寄
周助（印）・庄屋万治郎（印）、洞村百
姓代幸助（印）・年寄貞治（印）・庄屋
左治平（印）、洞村百姓代栄作（印）・
年寄覚左衛門（印）・庄屋秀助（印）、
交人村百姓代伴治郎（印）・年寄只吉
（印）・庄屋清市（印）、古市場村百姓
代庄治朗（印）・年寄政吉（印）・庄屋
治右衛門（印）、今川村百姓代孫七
（印）・年寄庄平（印）・庄屋喜七（印）、
折立村百姓代八左衛門（印）・年寄里
左衛門（印）・庄屋治吉（印）、三ツ又
村百姓代作平（印）・年寄忠治（印）・
庄屋茂左衛門（印）、黒野村年寄藤治
朗（印）・庄屋利左衛門（印）、黒野町
百姓代豊吉（印）・庄屋十左衛門（印）・
年寄喜惣右衛門（印）・庄屋伴蔵（印）、
下鵜飼村百姓代勝之丞（印）・年寄半
三右衛門（印）・庄屋市郎兵衛（印）、
中村百姓代佐平治（印）・年寄半助
（印）・庄屋佐右衛門（印）、小野村百
姓代勘助（印）・年寄喜兵衛（印）・庄
屋忠次（印）、小野村百姓代勘左衛門
（印）・年寄武平治（印）・庄屋幸太郎
（印）、小野村百姓代甚右衛門（印）・
庄屋宇八（印）・庄屋礼助（印）、上西
郷村百姓代喜左衛門（印）・年寄新左
衛門（印）・庄屋治左衛門（印）、中西
郷村年寄助右衛門（印）・年寄儀兵衛
（印）・庄屋甚左衛門（印）、下西郷村
百姓代治郎右衛門（印）・年寄徳右衛
門（印）・庄屋佐兵衛（印）、小西郷村
年寄治右衛門（印）・庄屋呉郎作（印）、
東改田村百姓代周右衛門（印）・年寄
半十（印）・庄屋久兵衛（印）、西改田
村百姓代弥治右衛門（印）・年寄長左
衛門（印）・庄屋惣左衛門（印）、又丸
村年寄小七郎（印）・庄屋半七（印）・
庄屋小平治（印）、下尻毛村九兵衛
（印）・年寄惣太朗（印）・庄屋繁七
（印）、上尻毛村百姓代新治（印）・年
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番 号 表 題 年 代 西暦

明治３２ 〔大嘗会開催・新貨幣発行・電信線掛け渡しな
どの御布告留帳並びに諸品売買取引心得方定書
など綴〕

（明治４年５～１２月） １８７１

明治３３ 《陸運会社規則書上帳》 明治４年９月 １８７１
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作 成 受 取 形態 数 備 考

寄要治朗（印）・庄屋禎助（印）、木田
村百姓代友十郎（印）・年寄茂八（印）・
庄屋多八朗（印）、川部村百姓代七右
衛門（印）・年寄新蔵（印）・庄屋市之
進（印）、上曽我屋村百姓代国五朗
（印）・年寄三郎兵衛（印）・庄屋沖右
衛門（印）、下曽我屋村庄屋見習忠三
郎（印）・庄屋忠右衛門（印）・庄屋後
見庄治郎（印）、一日市場村百姓代祐
蔵（印）・年寄幾治朗（印）・庄屋為右
衛門（印）、小島村百姓代嘉右衛門
（印）・庄屋領左衛門（印）、寺田村百
姓代文左衛門（印）・年寄平五朗（印）・
庄屋新蔵（印）、本巣郡宗慶村年寄重
三朗（印）・庄屋啓十朗（印）、北方村
年寄清左衛門（印）・庄屋恒助（印）・
庄屋弘平（印）、馬場村百姓代市左衛
門（印）・庄屋愛助（印）・庄屋源吾
（印）、高屋村百姓代治兵衛（印）・年
寄紋蔵（印）・庄屋友十郎（印）、生津
村年寄六兵衛（印）・庄屋見習東八
（印）・庄屋粂助（印）、柱本村百姓代
亀三朗（印）・年寄権三朗（印）・嘉平
治（印）、只越村年寄太井造（印）・庄
屋斎治郎（印）・庄屋丑太朗（印）、別
府村年寄宅右衛門（印）・年寄善十郎
（印）・庄屋益之丞（印）、前野村年寄
多兵衛（印）・兼帯庄屋益之丞（印）、
北方村寺領年寄三右衛門（印）・庄屋
忠右衛門（印）、厚見郡爪村百姓代幸
八（印）・年寄甚内（印）・庄屋甚八
（印）、下奈良村百姓代弥藤治（印）・
年寄喜内（印）・庄屋勘一郎（印）、薮
田村百姓代平七（印）・年寄丈右衛門
（印）・庄屋茂兵衛（印）、今嶺村百姓
代左内（印）・年寄七十郎（印）・庄屋
要一郎（印）、江崎村百姓代甚九朗
（印）・年寄弥市（印）・庄屋宇内（印）、
東鏡島村百姓代斧八（印）・年寄要八
（印）・庄屋佐兵衛（印）、鏡島村年寄
直市（印）・庄屋常右衛門（印）、鏡島
村寺領年寄弥兵衛（印）・庄屋啓助
（印）、西ノ庄村百姓代半平（印）・組
頭又六（印）・庄屋東市（印）、西ノ庄
村寺領年寄弥忠治（印）・庄屋新右衛
門（印）・庄屋半平（印）

綴 １

１ 現在所在不明
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番 号 表 題 年 代 西暦

明治３４ 明治四未年正月神祭ニ付船人組三右衛門宅ニ而
新規高帳挑灯幕相張所北組南組より障出御出訴
奉申上候一件（願書・侘状など）

（明治４年１～２月） １８７１

明治３５ 戸籍取調品々日記 明治四年辛十月 １８７１

明治３６ 《飯盛奉公人名録両組》 明治４年８月 １８７１

明治３７ 金銀出入当座帳 明治三年庚午正月吉日 １８７０

明治３８ 金銀出入当座帳 明治五年壬申正月吉日 １８７２

明治３９ 金出入当座帳 明治六年二月三日 １８７３

明治４０ 壱番当座帳 明治七年一月一日 １８７４

明治４１ 金銭出入当座帳 明治八年乙亥一月上院 １８７５

明治４２ 金銭出入当座帳 明治九年丙子一月一日 １８７６

明治４３ 金銭出入当座帳 明治十年丁丑一月 １８７７

明治４４ 金銭出入当座帳 明治十一年戊寅一月一日 １８７８

明治４５ 金銭出入当座帳 明治十二年己卯一月一日 １８７９

明治４６ 金銀出入当座帳 明治十四年辛巳一月一日 １８８１

明治４７ 金銭出入当座簿 明治十五年壬午一月一日 １８８２

明治４８ 金銭出入当座簿 明治十六年癸未一月一日 １８８３

明治４９ 金銭出入当座帳 明治十七年甲申一月一日 １８８４

明治５０ 金銭出納当座帳 明治十八年乙酉一月一日 １８８５

明治５１ 金銭出納当座帳 明治十九年丙戌一月一日 １８８６
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作 成 受 取 形態 数 備 考

村木忠左衛門扣 縦 １

縦 １

１ 現在所在不明、『岐阜市史史料
編近代一』pp.７８２～７８３に収載

村木忠左衛門 横長 １ 表紙・裏表紙の綴じ紐部分に１
点ずつ結び文あり、資料には「明
治四三―二」と番号が書かれて
いる

邨木勝手 横長 １ 挿入紙あり、資料には「明治三
七号」と番号が書かれている

村木忠一 横長 １ 資料には「明治三八号」と番号
が書かれている

村木 横長 １ 挿入紙あり、資料には「明治三
九号」と番号が書かれている

村木忠一控 横長 １ 資料には「明治四〇号」と番号
が書かれている

村木控 横長 １ 資料には「明治四三―三号」と
番号が書かれている

村木忠一 横長 １ 結び文あり、資料には「明治四
三―四号」と番号が書かれてい
る

村木忠一 横長 １ 資料には「明治四三―五号」と
番号が書かれている

邨木忠一 横長 １ 資料には「明治四三―六号」と
番号が書かれている

邨木忠一 横長 １ 資料には「明治四三―七号」と
番号が書かれている

河渡駅村木忠一 横長 １ 資料には「明治四三―八号」と
番号が書かれている

河渡駅村木忠一 横長 １ 裏表紙の綴じ紐部分に結び文１
点あり、資料には「明治四一号」
と番号が書かれている

村木忠一 横長 １ 資料には「明治四三―九号」と
番号が書かれている

河渡駅邨木忠一扣 横長 １ 資料には「明治四二号」と番号
が書かれている

河渡駅村木忠一 横長 １ 資料には「明治四三号」と番号
が書かれている
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明治５２ 組合用勤向日記 明治五壬申割後ヨリ酉
一月日

１８７２

明治５３ 第四十七区入籍出生寄留送籍死亡出入分家移住
絶家記録

明治五壬申年二月ヨリ １８７２

明治５４ 第四十七区寄留人員御届ケ書取調帳 明治五壬申二月より １８７２

明治５５ 御布告小前請印帳（火薬取締り方、僧尼の服忌・
神社参詣についての達しなど承知につき）

明治五壬申年七月 １８７２
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作 成 受 取 形態 数 備 考

伏越樋会所 縦 １ 裏表紙下部欠損、資料には「明
治四四号」と番号が書かれてい
る

六ヶ村戸長村木忠平、同（六ヶ村戸長）
副曽我部俊治

縦 １ 資料には「明治四五号」と番号
が書かれている

戸長村木忠平、同（戸長）副曽我部俊
治

縦 １ 資料には「明治四六号」と番号
が書かれている

安蔵（印）、門吉（印）、半平（印）、
新蔵（印）、しう、茂平（印）、和作（印）、
権吉（印）、甚四（印）、長蔵（印）、
つる、直八（印）、久作（印）、松三（印）、
亀七（印）、丈平（印）、与市（印）、
源八（印）、柳三（印）、重松（印）、
庄平（印）、利平（印）、竹三（印）、
甚兵衛後家きく、磯八、才平（印）、
彦八（印）、重吾（印）、直七（印）、
伝吉（印）、万四（印）、安太（印）、
宇平（印）、国二（印）、金作（印）、
喜七（印）、甚吾、治吉（印）、与七（印）、
庄七（印）、庄八（印）、勝三（印）、
千八、久平、太八、文七後家つま、太
七（印）、直二（印）、丈衛、清吉（印）、
万七（印）、政八（印）、三祢（印）、
市太（印）、利八（印）、長八（印）、
秀成（印）、米三（印）、慶二（印）、
喜市（印）、喜三（印）、市平（印）、
久吾（印）、吉太（印）、惣三（印）、
源三（印）、貫一、伊七（印）、寿八（印）、
房治（印）、徳八（印）、芳太（印）、
文四、治衛（印）、徳弥、源七（印）、
こかつ、両吉（印）、惣平（印）、金二
（印）、善三（印）、藤八（印）新八、
豊七（印）、丈治（印）、市衛（印）、
三四（印）、小作（印）、新平（印）、
又三（印）、権蔵（印）、久七（印）、
喜八（印）、定吉、久六（印）、伝六（印）、
太蔵（印）、作蔵（印）、喜作（印）、
文弥、市郎（印）、孫七（印）、安衛（印）、
庄蔵（印）、用吉（印）、久平（印）、
弥七（印）、藤吉（印）、宇平（印）、
亦二（印）、勘三（印）、鍋蔵（印）、
伝治（印）、藤七（印）、新七（印）、
甚九（印）、要八（印）、辰二（印）、
作平（印）、伊平（印）、直衛（印）、
市蔵（印）、平四、甚八（印）、久四（印）、
丑吉、こと（印）、新作（印）、円七（印）、
伝四（印）、与平（印）、治平、甚三、
繁蔵（印）、久蔵、与蔵（印）、彦平（印）、
忠八（印）、松蔵（印）、弥吉、祐吾（印）、
斧八（印）、繁八（印）、権七（印）、
弥作（印）、宗四（印）、善七（印）、

横長 １ 資料には「明治四七号」と番号
が書かれている
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番 号 表 題 年 代 西暦

明治５６ 諸事割ニ入分拾出し簿 明治六（年）七月より
同七年七月至

１８７３

明治５７ 村方盆前小払覚帳 明治六年七月 １８７３

明治５８ 杵筑（築）社境外竹木代価（覚帳） 明治二十年三月十二日 １８８７

明治５９ 教員・取締・鑑務出頭記 明治六年十月 １８７３

明治６０ 地券印税小前帳 明治六年十一月 １８７３

明治６１ 癸酉小請取（酉御年貢米寄帳） 明治六年十二月 １８７３

明治６２ 甲戌小受取一（戌御年貢米寄帳） 明治七年十二月 １８７４

明治６３ 甲戌小受取二（戌御年貢米寄帳） 明治七年十二月 １８７４

明治６４ 酉之暮差引并金納請取勘定帳 明治七年一月 １８７４

明治６５ 伏越留樋其外割符帳 明治七年戌一月廿三日 １８７４

明治６６ 鋪地米渡区別村々（書上帳） 明治七年二月 １８７４
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作 成 受 取 形態 数 備 考

倉八（印）、七平（印）、政市、嘉平（印）、
藤四（印）、丈四（印）、増平（印）、
平七（印）、音吉（印）、藤蔵（印）、
伊三（印）、磯七（印）、為吉（印）、
長四（印）、惣作（印）、治平（印）、
善七（印）、柳七（印）、喜平（印）、
芳平、元三（印）、半四（印）、林七（印）、
豊蔵（印）、藤平（印）、菊蔵（印）、
為八（印）、市治（印）、万二（印）、
友蔵（印）、幾四（印）、常八（印）、
勇八（印）、丈八（印）、儀市、定吉（印）、
幸七、門市、嘉蔵（印）、善八（印）、
遠慶（印）、千松（印）、勇八（印）、
真空寺（印）、儀三（印）

伏越組合 横長 １ 表紙「戌七月割」、資料には「明
治四八号」と番号が書かれてい
る

村木忠一 横長 １ 資料には「明治四九号」と番号
が書かれている

市川愛吉、稲葉栄二（印）、白木茂一 横長 １ 表紙「明治六年九月廿九日」、
資料には「明治五〇号」と番号
が書かれている

有隣学校 横長 １ 破損大、後ろに「生徒石盤渡記」
などあり、資料には「明治五一
号」と番号が書かれている

横長 １ 挿入紙２点あり、資料には「明
治五二―一号」と番号が書かれ
ている

戸長村木忠一 横長 １ 表紙印「曽我」、資料には「明
治五二―二号」と番号が書かれ
ている

戸長村木忠一 横長 １ 表紙印「曽我」、資料には「明
治五二―三号」と番号が書かれ
ている

戸長村木忠一 横長 １ 表紙印「曽我」、資料には「明
治五二―四号」と番号が書かれ
ている

横長 １ 資料には「明治五三号」と番号
が書かれている

十五ヶ村組合 横長 １ 資料には「明治五四号」と番号
が書かれている

村木扣 横長 １ 後ろに明治十一年改正穂積・只
越村渡し米勘定覚あり、資料に
は「明治五五号」と番号が書か
れている
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番 号 表 題 年 代 西暦

明治６７ 逓送并廻状留 明治七年四月下旬同年
十二月迄

１８７４

明治６８ 書籍並器械新調簿 明治七甲戌年十月 １８７４

明治６９ 戌之村小入用当座帳 明治七年二月 １８７４

明治７０ 証印帳簿取調帳 明治七年十二月 １８７４

明治７１ 生徒授業料受納簿 明治七甲戌年十月 １８７４

明治７２ 小使人足並諸品附込簿 明治七甲戌年十月 １８７４

明治７３ 参観日記簿 明治七甲戌年十一月七日 １８７４

明治７４ ① 金銭出納当坐簿 明治七甲戌年十月 １８７４

明治７４ ② 書籍・石筆・石盤生徒販売簿 明治七甲戌年十月 １８７４

明治７５ 戌免割目録 明治七年十二月分明治
八年一月勘定

１８７４

８８



作 成 受 取 形態 数 備 考

戸長村木忠一 横長 １ 綴じ紐切れ、表紙印「曽我」、
資料には「明治五六号」と番号
が書かれている

第三十二番中学区七十七番小学有隣義
校監事

横長 １ 末尾に「明治八年七月十二日啓
昧舎ト合併ニ付寺田村円成寺ヲ
当分仮開業ニ付差送候器械之
記」あり、資料には「明治五七
号」と番号が書かれている

戸長村木忠一 横長 １ 綴じ紐切れ、表紙印「曽我」、
資料には「明治五八号」と番号
が書かれている

横長 １ 資料には「明治五九号」と番号
が書かれている

有隣舎監事 横長 １ 明治７１～７４はこより紐で綴られ
ている、資料には「明治六〇号」
と番号が書かれている

有隣舎監事 横長 １ 資料には「明治六一号」と番号
が書かれている

有隣舎取締 横長 １ 資料には「明治六二号」と番号
が書かれている

有隣舎取締 横長 １ 明治７４①～②はこより紐で綴ら
れている、資料には「明治六三
号」と番号が書かれている

第三十二番中学区七十七番小学校有隣
義校取締

横長 １

安造（印）、与一（印）、柳三（印）、
彦八（印）、重吾（印）、伝吉（印）、
宇平（印）、国治（印）、金作（印）、
甚吾、庄七（印）、庄八（印）、太七（印）、
万平（印）、丈衛（印）、儀三（印）、
万七（印）、利八（印）、長平（印）、
秀成（印）、米造（印）、喜三（印）、
源造（印）、宗太郎（印）、房治、久造
（印）、徳八（印）、
芳太（印）、勇八（印）、文四、治衛（印）、
忠衛（印）、豊七（印）、市衛（印）、
三四（印）、小作（印）、豊松（印）、
又三（印）、久七（印）、喜八（印）、
平六（印）、一郎（印）、伝六（印）、
太造（印）、作造（印）、喜作（印）、
文弥（印）、市郎（印）、孫七（印）、
権四（印）、久六（印）、庄造（印）、
用吉（印）、弥七（印）、宇平（印）、
又治（印）、勘三（印）、恵了（印）、
藤七（印）、新七（印）、甚九（印）、
作平（印）、伊平（印）、直衛（印）、
市造（印）、甚八（印）、新作（印）、
円七（印）、与造（印）、彦平（印）、

正副戸長御中 縦 １ 表紙貼紙「（印：白木）第四十
四号二百十九号」（朱書）、表紙
印「曽我」、資料には「明治六
四号」と番号が書かれている

８９



番 号 表 題 年 代 西暦

明治７６ 生徒授業料受納簿 明治八乙亥年一月 １８７５

明治７７ 地券印税過金割渡簿 明治八年一月 １８７５

明治７８ 牧田講規定簿 明治八年三月 １８７５

明治７９ 牧田講勘定帳 明治八年三月 １８７５

明治８０ 諸入用割符御村々当書抜帳（伏越組合諸入用割
出金されたきにつき）

明治八年十月日 １８７５

明治８１ 廻達書並逓送人記 明治八年十月四日明治
九年五月十三日迄

１８７５

明治８２ ① 明治八年ヨリ明治十二年五月迄正副戸長費用諸
負中仲間勘定帳

（明治８～１２年５月迄） １８７５

明治８２ ② 〔仲間勘定覚・入用割合記〕 （明治１０年９月１４日） １８７７

明治８２ ③ 請負勘定簿 明治十一年三月七日 １８７８

明治８２ ④ 正副仲間取替記 （明治１０年～１２年） １８７７

明治８２ ⑤ 記（明治１１年分仲間勘定につき） 明治十二年十月五日 １８７９

明治８３ 伏越樋修繕費野帳 明治九年二月ヨリ（明
治１０年３月）

１８７６

明治８４ ① 扣反別地価名寄帳 明治九年午三月十三日
改

１８７６

明治８４ ② 〔字別土地図面など書付帳〕 （明治１３～２２年） １８８０

明治８４ ③ 〔敷地米記・反別並びに地価など書付帳〕 （明治１９～２７年） １８８６

９０



作 成 受 取 形態 数 備 考

弥吉（印）、祐吾（印）、斧八（印）、
善七（印）、政一（印）、嘉平（印）、
丈四（印）、増平（印）、藤造（印）、
磯七（印）、為吉（印）、長四（印）、
宗作（印）、治平（印）、柳七（印）、
善七（印）、善八（印）、半四（印）、
林七（印）、豊造（印）、藤平（印）、
菊造（印）、為八（印）、市治（印）、
万治（印）、友造（印）、幾四（印）、
常八（印）、勇八（印）、丈八（印）、
儀一（印）、定吉（印）、幸七（印）、
嘉造（印）、寺田村伊八（印）・六平（印）、
遠慶（印）、鏡島村治郎一、穂積村源
衛、祖父江村三治郎

有隣舎監事 横長 １ 資料には「明治六五号」と番号
が書かれている

戸長村木忠一 横長 １ 資料には「明治六六号」と番号
が書かれている

講元村木吉太 縦 １ 資料には「明治六七号」と番号
が書かれている

講元村木吉太 横長 １ 資料には「明治六八号」と番号
が書かれている

伏越会所惣代（印：村木） 右御村々戸長御中 横長 １ 資料には「明治六九号」と番号
が書かれている

戸長村木忠□（一） 横長 １ 綴じ紐切れ、表紙下部破損あり、
資料には「明治七〇号」と番号
が書かれている

三名社 横長 １ 明治８２①～⑤はこより紐で綴ら
れている、綴じ紐切れ、資料に
は「明治七一号」と番号が書か
れている

横長 １ 挿入紙あり

三名社 横長 １

横長 １

邨木忠一、白木門一、邨木勘吾 横長 １

十四ヶ村組合惣代 横半 １ 資料には「明治七二号」と番号
が書かれている

村木忠一 横長 １ 明治８４①～③はこより紐で綴ら
れている、挿入紙あり、資料に
は「明治七三号」と番号が書か
れている

横長 １

横長 １

９１



番 号 表 題 年 代 西暦

明治８５ 〔御掛金請取・講金受取通帳〕 （明治９年１２月～明治２２
年１２月）

１８７６

明治８６ ① 八年掟米（取米勘定にて積算されたきにつき） （明治）九年三月 １８７６

明治８６ ② 記（取立方計算されたきにつき） 明治十年二月十七日 １８７７

明治８６ ③ 記（取米計算されたきにつき） （明治）十一年三月七日 １８７８

明治８７ 諸色人足其外拾出し帳 明治十年二月 １８７７

明治８８ 曽我屋村地内六ヶ村組合割符帳 明治十年十二月 １８７７

明治８９ 丑小入用当座帳 明治十年二月并寅明治
十一年分共

１８７７

明治９０ 惣代日当記 明治十年四月ヨリ １８７７

明治９１ 曽我屋村地内横小堤修繕費仮割賦帳（横小堤一
件費用仮割賦にて出金されたきにつき）

明治十年八月廿五日 １８７７

明治９２ 河渡川渡船水主請印（渡船改正にて舟棹得業の
者と元舟人を合併し新規組合取究につき）

明治十年一月廿九日 １８７７

９２



作 成 受 取 形態 数 備 考

横長 １ 資料には「明治七四号」と番号
が書かれている

生津村加藤幸七 河渡村邨木忠一殿 一紙 １ 明治８６①～③はこより紐で綴ら
れている、資料には「明治七五
号」と番号が書かれている

生津村加藤栄三（印） 河渡邨村木忠一殿 一紙 １

生津邨加藤栄三 河渡邨邨木忠一殿 一紙 １

伏越組合会所 横長 １ 資料には「明治七六号」と番号
が書かれている

河渡村、高屋村、生津村、柱本村、馬
場村、寺田村

横長 １ 表紙「伏越組合へ加へ勘定済」、
資料には「明治七七号」と番号
が書かれている

□（村）木忠□（一） 横長 １ 表紙朱書「○第四十九号ノ一弐
冊之内」、破損大、資料には「明
治七八号」と番号が書かれてい
る

旧八ヶ村組合 横長 １ 資料には「明治七九号」と番号
が書かれている

（七ヶ村）組合惣代（印） 組合御村々正副戸長
御中

横長 １ 表紙「七ヶ村組合」、資料には
「明治八〇号」と番号が書かれ
ている

森卯平（印）、森嘉七（印）、清水久四
（印）、江崎園七（印）、青木与平（印）、
森田伝治（印）、森田仲八（印）、武藤
作平（印）、森弥吉（印）、武藤儀平（印）、
武藤斧八（印）、青木辰治（印）、白木
幸七（印）、白木喜平（印）、白木伊三
（印）、鷲見治平（印）、白木為八（印）、
白木為吉（印）、鷲見善七（印）、鷲見
市治（印）、白木磯七（印）、細野菊造
（印）、山田甚四（印）、馬渕庄八（印）、
馬渕長七（印）、江崎彦八（印）、鷲見
竹造（印）、山田勝造（印）、白木柳七
（印）、後藤長造（印）、後藤長四（印）、
武藤喜作（印）、水野万平（印）、白木
嘉造（印）、鷲見恩治（印）、鷲見増平
（印）、細野徳三（印）、後藤松平（印）、
鷲見芳平（印）、鷲見祐八（印）、水谷
甚吾（印）、水野磯八（印）、後藤丈平
（印）、馬渕庄平（印）、馬渕久作（印）、
高橋権吉（印）、山下半三（印）、市側
（ヵ）啓治（印）、水野重松（印）、馬
渕庄七（印）、後藤才平（印）、馬渕庄
吾（印）、細野喜造（印）、細野宗作（印）、
鷲見藤平（印）、白木平七（印）、鷲見
藤弥ヵ（印）、鷲見藤衛（印）、富川喜
八（印）、細野祭造（印）、馬渕重吾（印）、
高橋亀七（印）、後藤喜三郎（印）、青

横長 １ 表紙「戸長役場」、資料には「明
治八一号」と番号が書かれてい
る
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番 号 表 題 年 代 西暦

明治９３ ① 壱号田面取繕野帳 明治十年丑六月一日 １８７７

明治９３ ② 弐号田面取繕野帳 明治十年丑六月一日 １８７７

明治９４ 九ヶ邨組合惣代出頭記 明治十一年一月 １８７８

明治９５ 融通講勘定帳 明治十一年一月 １８７８

明治９６ 弐号丁丑勘定簿 明治十一年戊寅二月 １８７８

明治９７ 横小堤定杭打換修繕費諸拾出簿 明治十一年八月廿八日 １８７８

明治９８ 用水伏越樋伏替費分賦拾出簿 明治十一年八月廿三日 １８７８

明治９９ 地券証下渡受印帳 明治十一年九月三日 １８７８

明治１００ 河渡村扱所諸帳簿目録 明治十二年五月三十日 １８７９

明治１０１ 寅之金納庭長 明治十二年卯二月 １８７９

明治１０２ 河渡川架橋一件出頭記 明治十三年五月十二日
ヨリ（明治１４年１月１９
日）

１８８０

明治１０３ 伏越江筋修繕野帳 明治十三年二月ヨリ １８８０

明治１０４ 治水共同社事務出頭日記 明治十三年八月 １８８０

明治１０５ 勘定帳 明治十三年十二月一日 １８８０

明治１０６ 勘定帳 明治十三年十二月九日 １８８０

９４



作 成 受 取 形態 数 備 考

木門吉（印）、山下新造（印）、北川丈
衛（印）、高橋甚三（印）、中山善三（印）、
江崎源四（印）、水野太八（印）、山田
松造（印）、水野万四（印）、馬渕長八
（印）、山田半平（印）、山田甚平（印）、
森田弥作（印）、富川卯平（印）、山田
直七（印）、白木豊造（印）、細野林七
（印）、富川金治（印）、後藤丈吉（印）、
馬渕利八（印）、稲葉万次（印）

横半 １ 明治９３①～②はこより紐で綴ら
れている、資料には「明治八二
号」と番号が書かれている

横半 １

組合会所 横長 １ 資料には「明治八三号」と番号
が書かれている

社中 横長 １ 表紙「締方村木忠一」、資料に
は「明治八四号」と番号が書か
れている

方県郡河渡村 横長 １ 挿入紙２点あり、資料には「明
治八五号」と番号が書かれてい
る

旧八ヶ邨組合 横長 １ 資料には「明治八六号」と番号
が書かれている

旧九ヶ邨組合 横長 １ 資料には「明治八七号」と番号
が書かれている

第七大区十一小区方県郡河渡村 横長 １ 挿入紙１点あり、資料には「明
治八八号」と番号が書かれてい
る

白木嘉平 横長 １ 挿入紙１点あり、資料には「明
治八九号」と番号が書かれてい
る

方県郡河渡村事務扱所 横長 １ 破損あり、資料には「明治九〇
号」と番号が書かれている

横長 １ 挿入紙１点あり、表紙「但従是
以来役場ニ記載有之候也」、資
料には「明治九一号」と番号が
書かれている

組合�代 横半 １ 資料には「明治九二号」と番号
が書かれている

治水共同社事務掛邨木忠一 横長 １ 資料には「明治九三号」と番号
が書かれている

村木忠一様 横半 １ 資料には「明治九四号」と番号
が書かれている

村木光郎様 横半 １ 資料には「明治九五号」と番号
が書かれている

９５



番 号 表 題 年 代 西暦

明治１０７ 勘定帳 明治十四年巳一月 １８８１

明治１０８ 曽我屋村地両組合六ヶ村助高・河渡村地内比津
免伏越往還溝敷・馬場村地内井料米河渡地内九
ヶ村・生津村地内伏越九ヶ村五分米割・明治十
五年一月廿日生津村地内改正極ル清算并改正共
割賦帳

明治十四年一月十七日 １８８１

明治１０９ 差引勘定帳 明治十四年巳四月廿日 １８８１

明治１１０ 村木伊七負債金年賦仕法帳 明治十九年二月 １８８６

明治１１１ 書留郵便継立証印記 明治二十年四月 １８８７

明治１１２ 明治廿年度上半期六ヶ村修繕賦課帳 （明治）二十年八月廿
七日

１８８７

明治１１３ 豆腐御通 明治廿八年三月一日
（～明治２９年２月）

１８９５

明治１１４ 《掟米取立帳》 明治１１年 １８７８

明治１１５ 卯之掟米取立帳 明治十二年己十二月 １８７９

明治１１６ 辰之掟米取立帳 明治十三年庚十二月 １８８０

明治１１７ 巳之掟米取立帳 明治十四年辛十二月 １８８１

明治１１８ 午之掟米取立帳 明治十五年壬十二月 １８８２

明治１１９ 未之掟米取立帳 明治十六年癸十二月 １８８３

明治１２０ 酉之掟米取立帳 明治十八年乙十二月 １８８５

明治１２１ 戌之掟米取立帳 明治十九年丙十二月 １８８６

明治１２２ 亥之掟米取立帳 明治二十年丁十二月 １８８７

明治１２３ 子之掟米取立帳 明治二十一年戊十二月 １８８８

９６



作 成 受 取 形態 数 備 考

村木忠一様 横半 １ 資料には「明治九六号」と番号
が書かれている

邨木扣 横長 １ 資料には「明治九七号」と番号
が書かれている

横長 １ 綴じ紐切れ、資料には「明治九
八号」と番号が書かれている

横長 １ 挿入紙２点あり、資料には「明
治九九ノ一号」と番号が書かれ
ている

河渡美江寺間河渡郵便局 縦 １ 資料には「九九ノ二号」と番号
が書かれている

総代 横長 １ 破損あり、資料には「明治一〇
〇号」と番号が書かれている

（印：美濃国河渡駅村木新八） 村木光郎様 横半 １ 表紙朱書「印税済」、資料には
「明治一〇一号」と番号が書か
れている

１ 現在所在不明

村木忠一 横長 １ 資料には「明治一〇三号」と番
号が書かれている

村木忠一 横長 １ 剥離紙あり、資料には「明治一
〇四号」と番号が書かれている

村木忠一 横長 １ 挿入紙２点あり、表紙朱書「検
査済」、資料には「明治一〇五
号」と番号が書かれている

村木忠一 横長 １ 表紙朱書「検査済」、資料には
「明治一〇六号」と番号が書か
れている

邨木忠一 横長 １ 挿入紙１点あり、表紙朱書「検
査済」、資料には「明治一〇七
号」と番号が書かれている

河渡駅村木忠一 横長 １ 挿入紙１点あり、資料には「明
治一〇八号」と番号が書かれて
いる

河渡駅村木忠一 横長 １ 挿入紙２点あり、資料には「明
治一〇九号」と番号が書かれて
いる

河渡駅村木忠一 横長 １ 資料には「明治一一〇号」と番
号が書かれている

河渡村村木忠一 横長 １ 挿入紙１点あり、資料には「明
治一一一号」と番号が書かれて
いる

９７



番 号 表 題 年 代 西暦

明治１２４ ① 丑之掟米取立帳 明治二十二年己十二月 １８８９

明治１２４ ② 丑之掟米取立帳 明治二十二年己十二月 １８８９

明治１２５ 寅之掟米取立帳 明治二十三年庚十二月 １８９０

明治１２６ 寅之掟米取立帳 明治二十三年庚十二月 １８９０

明治１２７ 卯之掟米取立帳 明治二十四年辛十二月 １８９１

明治１２８ 卯之掟米取立帳 明治二十四年辛十二月 １８９１

明治１２９ 辰之掟米取立帳 明治廿五年壬十二月 １８９２

明治１３０ 巳之掟米取立帳 明治二十六年癸十二月 １８９３

明治１３１ 午之掟米取立帳 明治二十七年甲十二月 １８９４

明治１３２ 未之掟米取立帳 明治二十八年二月 １８９５

明治１３３ 申之掟米取立帳 明治二十九年丙二月 １８９６

明治１３４ 酉之掟米取立帳 明治三拾年丁二月 １８９７

明治１３５ 戌之掟米取立帳 明治三十一年戊二月 １８９８

明治１３６ 亥之掟米取立帳 明治三十二年己二月 １８９９

明治１３７ 子之掟米取立帳 明治三十三年庚二月調 １９００

明治１３８ 丑之掟米取立帳 明治三拾四年辛二月 １９０１

９８



作 成 受 取 形態 数 備 考

河渡村村木忠一 横長 １ 明治１２４①～②はこより紐で綴
られている、挿入紙２点あり、
資料には「明治一一二号」と番
号が書かれている

河渡村村木光郎 横長 １

河□（渡）村□（村）木忠一 横長 １ 明治１２５・１２６はこより紐で綴ら
れている、前半部分破損大、挿
入紙２点あり、資料には「明治
一一三ノ一号」と番号が書かれ
ている

河渡村邨木光郎 横長 １ 資料には「明治一一三ノ二号」
と番号が書かれている

河渡村邨木忠一 横長 １ 明治１２７・１２８はこより紐で綴ら
れている、資料には「明治一一
四ノ一号」と番号が書かれてい
る

河渡村村木光郎 横長 １ 資料には「明治一一四ノ二号」
と番号が書かれている

河渡村村木秀雄後見人村木光郎 横長 １ 後半部分に「明治二十五年壬十
二月辰之掟米取立帳村木光郎
控」あり、資料には「明治一一
五号」と番号が書かれている

村木秀雄後見人村木光郎控 横長 １ 資料には「明治一一六号」と番
号が書かれている

村木忠一後見人村木光郎控 横長 １ 資料には「明治一一七号」と番
号が書かれている

村木忠一後見人村木光郎控 横長 １ 資料には「明治一一八号」と番
号が書かれている

村木忠一後見人村木光郎 横長 １ 剥離紙あり、資料には「明治一
一九号」と番号が書かれている

村木忠一後見人村木光郎 横長 １ 挿入紙１点あり、資料には「明
治一二〇号」と番号が書かれて
いる

村木忠一控 横長 １ 資料には「明治一二一」と番号
が書かれている

村木忠一、村木光郎 横長 １ 挿入紙１点あり、資料には「明
治一二二号」と番号が書かれて
いる

村木忠一、同（村木）光郎 横長 １ 資料には「明治一二三号」と番
号が書かれている

村木忠一、同（村木）光郎 横長 １ 資料には「明治一二四号」と番
号が書かれている

９９



番 号 表 題 年 代 西暦

明治１３９ 寅之掟米取立帳 明治参拾五年壬二月 １９０２

明治１４０ 卯之掟米取立帳 明治参拾六年癸二月 １９０３

明治１４１ 辰之掟米取立帳 明治参拾七年十二月 １９０４

明治１４２ 巳之掟米取立帳 明治参拾八年乙二月 １９０５

明治１４３ 巳之掟米取立帳 明治参拾八年乙二月 １９０５

明治１４４ 午之掟米取立帳 明治参拾九年丙十二月 １９０６

明治１４５ 午之掟米取立帳 明治参拾九年丙十二月 １９０６

明治１４６ 未之掟米取立帳 明治四拾年丁十二月 １９０７

明治１４７ 申之掟米取立帳 明治四拾一年戊十二月 １９０８

明治１４８ 申之掟米取立帳 明治四十一年戊十二月 １９０８

明治１４９ 酉之掟米取立帳 明治四拾二年己十二月 １９０９

明治１５０ 酉之掟米取立帳 明治四十二年己十二月 １９０９

明治１５１ 戌之掟米取立帳 明治四拾参年庚拾弐月 １９１０

明治１５２ 亥之掟米取立帳 明治四拾四年辛拾弐月 １９１１

明治１５３ 子之掟米取立帳 大正元年壬拾弐月 １９１２

明治１５４ 丑之掟米取立帳 大正弐年度癸拾弐月 １９１３

１００



作 成 受 取 形態 数 備 考

村木忠一、同（村木）光郎控 横長 １ 表紙の綴じ紐部分に結び文あ
り、資料には「明治一二五号」
と番号が書かれている

村木忠一、村木光郎控 横長 １ 表紙の綴じ紐部分に結び文あ
り、資料には「明治一二六号」
と番号が書かれている

村木忠一、村木光郎控 横長 １ 表紙の綴じ紐部分に結び文あ
り、資料には「明治一二七号」
と番号が書かれている

村木忠一控 横長 １ 資料には「明治一二八ノ一号」
と番号が書かれている

村木忠一控 横長 １ 資料には「明治一二八ノ二号」
と番号が書かれている

村木忠一 横長 １ 明治１４４・１４５はこより紐でつな
がっている、表紙の綴じ紐部分
に結び文あり、資料には「明治
一二九ノ一号」と番号が書かれ
ている

村木光郎 横長 １ 資料には「明治一二九ノ二号」
と番号が書かれている

村木忠一 横長 １ 資料には「明治一三〇号」と番
号が書かれている

村木忠一 横長 １ 明治１４７・１４８はこより紐で綴ら
れている、資料には「明治一三
一ノ一号」と番号が書かれてい
る

村木□□ 横長 １ 破損あり、資料には「明治一三
一ノ二号」と番号が書かれてい
る

村木忠一 横長 １ 明治１４９・１５０はこより紐で綴ら
れている、資料には「明治一三
二ノ一号」と番号が書かれてい
る

村木富平 横長 １ 資料には「明治一三二ノ二号」
と番号が書かれている

村木忠一 横長 １ 資料には「明治一三三号」と番
号が書かれている

村木忠一 横長 １ 資料には「明治一三四号」と番
号が書かれている

村木忠一 横長 １ 資料には「明治一三五号」と番
号が書かれている

村木忠一 横長 １ 資料には「明治一三六号」と番
号が書かれている

１０１



番 号 表 題 年 代 西暦

明治１５５ 寅之掟米取立帳 大正参年度甲拾弐月 １９１４

明治１５６ 卯之掟米取立帳 大正四年度乙拾弐月 １９１５

明治１５７ 辰之掟米取立帳 大正五年度丙拾弐月 １９１６

明治１５８ 巳之掟米取立帳 大正六年度丁拾弐月 １９１７

明治１５９ 午之掟米取立帳 大正七年度拾弐月吉日 １９１８

明治１６０ 未之掟米帳 大正八年度拾弐月吉日 １９１９

明治１６１ 掟米取立帳 大正拾年度酉拾弐月吉日 １９２１

明治１６２ 子之掟米取立帳 大正拾参年度拾弐月 １９２４

明治１６３ 丑之掟米取立帳 大正拾四年度拾弐月吉日 １９２５

明治１６４ 寅之掟米取立帳 大正拾五年及昭和元年
度拾弐月吉日

１９２６

明治１６５ 掟米取立帳 昭和四年度乙之拾弐月 １９２９

明治１６６ 掟米取立帳 昭和五年度庚午拾弐月 １９３０

明治１６７ 掟米取立帳 昭和六年度辛未拾弐月 １９３１

明治１６８ 掟米取立帳 昭和七年度壬申拾弐月 １９３２

明治１６９ 掟米取立帳 昭和八年度酉拾弐月 １９３３

明治１７０ 掟米取立帳 昭和九年度甲戌十二月 １９３４

明治１７１ 掟米取立帳 昭和十年度乙亥十二月 １９３５

明治１７２ 掟米取立帳 昭和十一年度丙子十二月 １９３６

明治１７３ 掟米取立帳 昭和十二年度 １９３７

１０２



作 成 受 取 形態 数 備 考

村木忠一 横長 １ 資料には「明治一三七号」と番
号が書かれている

村木忠一 横長 １ 表紙の綴じ紐部分に結び文あ
り、資料には「明治一三八号」
と番号が書かれている

村木忠一 横長 １ 資料には「明治一三九号」と番
号が書かれている

村木忠一 横長 １ 資料には「明治一四〇号」と番
号が書かれている

村木忠一 横長 １ 資料には「明治一四一号」と番
号が書かれている

村木忠一 横長 １ 資料には「明治一四二号」と番
号が書かれている

村木忠一扣 横長 １ 資料には「明治一四三号」と番
号が書かれている

村木錬太郎 横長 １ 資料には「明治一四四号」と番
号が書かれている

村木錬太郎 横長 １ 資料には「明治一四五号」と番
号が書かれている

村木錬太郎 横長 １ 資料には「明治一四六号」と番
号が書かれている

村木錬太郎 横長 １ 資料には「明治一四七号」と番
号が書かれている

村木錬太郎控 横長 １ 資料には「明治一四八号」と番
号が書かれている

村木錬太郎 横長 １ 資料には「明治一四九号」と番
号が書かれている

村木錬太郎 横長 １ 資料には「明治一五〇号」と番
号が書かれている

村木錬太郎 横長 １ 資料には「明治一五一号」と番
号が書かれている

村木錬太郎 横長 １ 資料には「明治一五二号」と番
号が書かれている

村木錬太郎 横長 １ 資料には「明治一五三号」と番
号が書かれている

村木錬太郎 横長 １ 資料には「明治一五四号」と番
号が書かれている

村木錬太郎 横長 １ 表紙裏に「昭和十二年度分河渡
地内田方減免解決案」が貼り付
けられている、資料には「明治
一五五号」と番号が書かれてい
る

１０３



番 号 表 題 年 代 西暦

明治１７４ 掟米取立帳 昭和十三年度 １９３８

明治１７５ 大正九年度田方掟米差引勘定帳 （大正９年度） １９２０

明治１７６ ① 〔明治１０年分田面取繕受負記〕 （明治１０年） １８７７

明治１７６ ② 〔明治１１年田面人足記・諸色記など書付帳〕 （明治１１年） １８７８

明治１７７ 記（地番・など級・反別・掟米・地価など書付）

明治１７８ 仕様帳（拝殿入用材木など書付）

明治１７９ 十年二月伏越払（河渡新町・上河渡・河渡西町
別の人数・人名など書付）

（明治１０年２月） １８７７

明治１８０ 記（鮎塩焼・酒など代金受取につき） 未一月

明治１８１ 中町借家竿改 五月十九日

明治１８２ 〔金銭差引計算など書付〕 （明治７～１０年） １８７４

明治１８３ 〔長・坪数など覚帳〕

明治１８４ 村方盆前払 （明治）十年 １８７７

明治１８５ 〔伏越組合取替払・九尺堀一件三か村分取替
払・学校取替金・講一件入費記など覚帳〕

（明治１２～１４年） １８７９

明治１８６ 地持中間（仮割の金銭出金されたきにつき） （明治）十年八月割八
月三十一日

１８７７

明治１８７ 渡船出入一件地持連中割（割賦金など書付） （明治）十二年四月 １８７９

明治１８８ 記（酒・美濃紙など代金請取につき）

明治１８９ 〔諸入用帳〕 （明治２１～２５年） １８８８

明治１９０ 記（酒など代金書付） 寅八月

明治１９１ 〔地価割・戸数割金銭差引など書付〕 （明治２３～２４年） １８９０

１０４



作 成 受 取 形態 数 備 考

村木錬太郎 横長 １ 資料には「明治一五六号」と番
号が書かれている

横長 １ 資料には「明治一五七号」と番
号が書かれている

横長 １ 明治１７６①～②は綴られている、
資料には「明治一五八号」と番
号が書かれている

横長 １

横長 １ 資料には「明治一五九号」と番
号が書かれている

横長 １ 資料には「明治一六〇号」と番
号が書かれている

横長 １ 資料には「明治一六一号」と番
号が書かれている

台屋常次郎（印） 村木忠一様 横長 １ 資料には「明治一六二号」と番
号が書かれている

一紙 １ 資料には「明治一六三号」と番
号が書かれている

横長 １ 資料には「明治一六四号」と番
号が書かれている

横長 １ 「不用」とあり、資料には「明
治一六五号」と番号が書かれて
いる

横長 １ 資料には「明治一六六号」と番
号が書かれている

横長 １ 挿入紙１点あり、資料には「明
治一六七号」と番号が書かれて
いる

白木門一、村木忠一 横長 １ 資料には「明治一六八号」と番
号が書かれている

横長 １ 資料には「明治一六九号」と番
号が書かれている

みのや徳八 御惣代御中 横長 １ 資料には「明治一七〇号」と番
号が書かれている

河渡橋事務所 横半 １ 帖の一部分がこより紐で綴じら
れている、資料には「明治一七
一号」と番号が書かれている

井桁屋源蔵 九ヶ村御戸長御中様 一紙 １ 資料には「明治一七二号」と番
号が書かれている

一紙 １ 資料には「明治一七三号」と番
号が書かれている

１０５



番 号 表 題 年 代 西暦

明治１９２ 惣代持（支払金銭差引など書付）

明治１９３ 当家積金講（８会目より１４会目満講までの元利
金など書付並びに出金依頼）

明治二十年一月廿三日 １８８７

明治１９４ 記（酒肴など代金受取につき） 巳一月

明治１９５ 〔江崎村学舎年内借料・営繕料など学校歳入・
歳出覚〕

明治１９６ 記（年賦金返済額など書付） （明治１９年９月より本
年４月まで）

１８８６

明治１９７ 記（板谷川敷地弁米村々割当書付）

明治１９８ 〔砂利・石積など入札金額など書付〕 二月十五日開札

明治１９９ 村木安吉積合講口秀成加入組合勘定（ヵ） （明治１７年１１月～明治
２０年１１月）

１８８４

明治２００ （欠番）

明治２０１ 御触書之写（駅逓御役所よりの助郷組替などの
件並びに駅逓規則）

（明治元年）辰九月十
九日到来

１８６８

明治２０２ 差入申内熟一札之事（和宮下向の節の諸入用向
きの夫銭割差支えにて役所へ願い上げの処、熟
談し村役人給米・村方取替金利足の義など示談
につき）

明治元辰年十二月 １８６８

明治２０３ 乍恐以書付奉歎願候（河渡村含む１５か村累年水
災難渋にて、文久元年板谷川堤築立などの諸入
用取賄い出来ず金銭借用願いにつき）

明治二巳年三月 １８６９

明治２０４ 御布告（天長節の再布告・百姓町人の士列に紛
らわしき風体にての通行禁止など留帳）

（明治３～４年）庚午辛
未

１８７０

明治２０５ 〔正金引換の儀にて至急罷出の件、陸運会社開
業についての条例などの布告書付〕

（明治２年７月７日～明
治４年８月２４日）

１８６９

明治２０６ 乍恐以書付奉願上候（村役名改称にて市川長平
を戸長、村木忠一・市川愛吉を副戸長として御
用勤許可願い）

明治五壬申六月 １８７２

明治２０７ 奉願住職之事（願明寺明恵病気にて実子恵了後
住職に願いたきにつき）

明治五年壬申七月 １８７２

明治２０８ 小前請印帳（山蚕養法告諭、旧習を以って家格
を立てる儀禁止の事など触れの趣承知につき）

（明治５年）壬申九月
十九日

１８７２

１０６



作 成 受 取 形態 数 備 考

横長 １ 資料には「明治一七四号」と番
号が書かれている

邨木宗三 邨木忠一殿 一紙 １ 資料には「明治一七五号」と番
号が書かれている

井桁屋源造 敷地調一件委員御衆
中様

一紙 １ 資料には「明治一七六号」と番
号が書かれている

縦 １ 資料には「明治一七七号」と番
号が書かれている

水谷源造 縦 １ 資料には「明治一七八号」と番
号が書かれている

一紙 １ 資料には「明治一七九号」と番
号が書かれている

縦 １ 資料には「明治一八〇号」と番
号が書かれている

一紙 １ 資料には「明治一八一号」と番
号が書かれている

横長 １

方県郡河渡村高持惣代茂三郎・市左衛
門・門十郎・文助・善兵衛、百姓代勇
八、年寄儀右衛門・忠左衛門、年寄後
見四郎右衛門、庄屋広助、庄屋後見忠
兵衛

古市場村助三郎殿、
交人村清市殿、馬場
村孫右衛門殿

縦 １

組合村々連印 笠松県御役所 縦 １

邨木扣 縦 １ 挿入紙１点あり

縦 １

元庄屋後見村木忠平、元庄屋村木忠衛、
市川広助、元年寄後見市川久造、元年
寄村木忠一、水谷儀三、市川愛吉、同
断（元年寄）村木勘衛、元百姓代村木
勇八

岐阜県御役所 縦 １

厚見郡今泉村真宗本願寺出張所輪番唯
念寺印

岐阜県御役所 縦 １ 明治４３７と関連

安造（印）、門吉（印）、半平（印）、
新造（印）、和作（印）、権吉（印）、
甚四（印）、長造（印）、つる（印）、
直八（印）、久作（印）、松三（印）、
亀七（印）、丈平（印）、源八（印）、
柳三（印）、重松（印）、庄平（印）、

縦 １

１０７



番 号 表 題 年 代 西暦

１０８



作 成 受 取 形態 数 備 考

利平（印）、竹三（印）、甚之丞後家き
く（印）、磯八（印）、才平（印）、彦
八（印）、重吾（印）、直七（印）、伝
吉（印）、万四（印）、安太（印）、宇
平（印）、国治（印）、金作（印）、喜
七（印）、庄七（印）、庄八（印）、勝
三（印）、久平、太八（印）、文七後家
つま（印）、多七（印）、直治（印）、
丈衛（印）、清吉（印）、万七（印）、
政八（印）、利八（印）、長八（印）、
米造（印）、慶二（印）、喜三（印）、
徳弥（印）、源七（印）、丈治（印）、
藤八（印）、市太、秀成（印）、吉太（印）、
平八、甚五、与七、こう（印）、与市
（印）、茂平（印）、みね（印）、久吾
（印）、勘衛（印）、惣三（印）、源造
（印）、貫一（印）、伊七（印）、寿八
（印）、房治（印）、徳八（印）、芳太
（印）、文四、治衛（印）、小かつ（印）、
両吉（印）、新八（印）、勇八（印）、
豊七（印）、市衛（印）、三四（印）、
惣平（印）、金治（印）、善三（印）、
小作（印）、新平（印）、又三（印）、
権造（印）、久七（印）、喜八（印）、
定吉（印）、久六（印）、伝六（印）、
多造、作造（印）、喜作（印）、文弥（印）、
孫七（印）、安衛（印）、庄造（印）、
用吉（印）、久平（印）、孫七（印）、
藤吉（印）、宇平（印）、亦治（印）、
勘三（印）、鍋造（印）、伝治（印）、
新七（印）、甚九（印）、要八（印）、
辰二、作平（印）、伊平（印）、直衛（印）、
市造（印）、平四（印）、甚八（印）、
久四（印）、丑吉（印）、こと（印）、
新作、円七（印）、伝四（印）、与平（印）、
治平（印）、甚三、繁造（印）、久造、
与造（印）、彦平（印）、忠八、松三（印）、
弥吉、祐五（印）、斧八（印）、繁八（印）、
権七（印）、弥作（印）、宗四（印）、
善七（印）、倉八（印）、七平（印）、
政市（印）、嘉平（印）、丈四（印）、
増平（印）、定吉（印）、祐八（印）、
藤四（印）、平七（印）、音吉（印）、
藤三（印）、伊三（印）、磯七（印）、
為吉（印）、長四（印）、惣作（印）、
治平（印）、善七（印）、柳七（印）、
喜平（印）、芳平（印）、元三（印）、
半四（印）、林七（印）、豊三（印）、
藤平（印）、菊造（印）、為八（印）、
市二（印）、万二（印）、友造（印）、
幾四（印）、常八（印）、丈八（印）、
儀市（印）、藤七（印）、門市、市郎、
善八（印）、遠慶（印）、恵了（印）、

１０９



番 号 表 題 年 代 西暦

明治２０９ 御布令留（大祓再興にて式次第・伊勢両宮御祭
典遥拝式の心得・地券渡方規則など）

（明治５年）壬申十一
月ヨリ

１８７２

明治２１０ 〔玉占口寄などの所業禁止、平民相互金穀借貸
の動産・不動産・質物は慶応３年１２月晦日以前
の件も裁判に及ぶ旨など布告留帳〕

（明治６年１月） １８７３

明治２１１ 〔船税規則布告にて５０石積以上の荷船は鑑札願
出につき、無鑑札者を取調べ期日までに届け出
るよう達し〕

明治六年一月廿八日 １８７３

明治２１２ 河渡川渡船賃改正見込伺書下書（最初の見込み
より通行多により渡船賃引下げ願いにつき）

明治六年三月廿一日上
納

１８７３

明治２１３ 〔徴兵相当の人員名取調べにつき徴兵連名簿及
び免役連名簿を区内村々取纏め作製し、学区取
締中へ差出すよう達留〕

（明治６年４月１５日） １８７３

明治２１４ 〔徴兵令取調べの義にて府県奉職者などは別簿
に認める事、徴兵連名簿及び免役連名簿への追
記事項など陸軍省より達しにつき廻状〕

（明治６年第６月初２） １８７３

明治２１５ 貫属寄留御届 明治六年五月 １８７３

明治２１６ 〔奉職之者連名簿などの年齢別雛形〕 （明治６年６月） １８７３

明治２１７ 乍恐以書付奉願上候（村木忠一・村木勘吾・白
木門一らに戸長・副戸長の御用向き勤めたく許
可願い）

明治六年六月 １８７３

明治２１８ 約定証（寺田村の内下曽我屋村外２か村切手分
地券証御下げの処、地券願取調帳の書き入れが
地券証には無きにて改正の節は書き載せるよう
につき）

明治六年十二月 １８７３

１１０



作 成 受 取 形態 数 備 考

儀三（印）、明浄（印）、幸七、嘉造（印）、
千松（印）

邨木扣 縦 １

縦 １ 印刷物

岐阜県令長谷部恕連 一紙 １ 綴じ穴跡あり

中山道河渡川渡船取締役惣代市川愛吉
（印）、村木忠一（印）

三月廿一日県令登京
ニ付如此 小崎岐阜
県参事殿、本紙一通
美濃紙ニ而県令宛
名長谷部岐阜県令殿

縦 １ 『岐阜市史史料編近代一』pp.
６５５～６５６に収載

（小崎岐阜県参事） （席田郡九十九区、
方県郡第百区、第百
一区、第百二区、第
百三区、第百四区、
第百五区、第百六区
右区々年番戸長）

縦 １

（第三中学区取締方県郡川部村福島積
次）

（三浦儀左衛門様、
野々村佐兵衛様、村
木忠一様）

縦 １ 明治２１４と明治２１５の間に「岐阜
県管轄第七大区十一ノ小区美濃
国方県郡渡渡（ママ）村副戸長
村木勘吾」と書かれた紙あり

第七大区十一ノ小区年番戸長村木忠一
（印）

小崎岐阜県参事殿 縦 １ 挿入紙１点あり

縦 １

右（河渡）村戸長市川長平、副戸長村
木忠一・市川愛吉、元庄屋村木忠衛
（印）、元年寄水谷儀三（印）・村木勘
衛（印）、元百姓代村木勇八（印）、高
持惣代水谷文四（印）・白木門一・後
藤市郎（印）・村木秀成（印）・村木豊
七（印）・水谷房治（印）・白木儀一
（印）・白木丈八

小崎岐阜県参事殿 縦 １

方県郡寺田村戸長小林文吾（印）、下
曽我屋村戸長渡辺二郎（印）、一日市
場村戸長国井為造（印）、小島村戸長
戸部新衛（印）、証人河渡村戸長村木
忠一（印）

縦 １

１１１



番 号 表 題 年 代 西暦

明治２１９ 江崎村より河渡村江掛漁場差障出入御裁許写
（明治７年長良川境界訴訟にての江崎村証書）

宝暦十一巳年九月十一日 １７６１

明治２２０ 長良川通境界之儀ニ付江崎村より河渡・生津・
只越三ヶ村に相掛り訴出御糺中日誌

明治七年六月十八日以
来（～明治８年８月１日）

１８７４

明治２２１ 証書写（長良川境界訴訟につき江崎村より現今
絵図面・免状・御請書など写）

明治七年七月七日 １８７４

明治２２２ 御免状写（長良川境界訴訟につき江崎村よりの
証書、川高５石記載の明治４年江崎村御物成割付
状写）

明治七年七月七日 １８７４

明治２２３ 川経界不当申掛之訴答書（江崎村より長良川境
界訴訟にて、漁撈川年貢に基づき川一円自村へ
抱込む申立ては意を得難いなど返答につき）

明治七年七月廿七日 １８７４

明治２２４ 裁判申渡書（川敷境界訴訟にて江崎村よりの証
書は川敷の証拠に不採用などにて、境界は長良
川現今水流中央との判決につき）

明治八年七月三十一日 １８７５

明治２２５ 川経界不当申掛り之訴状（長良川境界訴訟につ
き河渡・生津・只越村から証書披見の処、熟議
整わず別冊の絵図に照準境界の裁断願い）

明治七年七月 １８７４

明治２２６ 川経界申掛之訴答書之復答書（長良川通境界訴
訟にて被告から答書差上げの処、復答仰付けに
より申上げ）

明治七年八月八日 １８７４

明治２２７ 河渡村・生津村・只越村・江崎村立会分間野帳
（長良川境界訴訟につき）

明治七年九月三十日ヨ
リ十月四日ニ至り終ル

１８７４

１１２



作 成 受 取 形態 数 備 考

訴訟方永井伊賀守領分濃州厚見郡江崎
村庄屋源兵衛、組頭長右衛門、百姓惣
代七十郎、相手方戸田采女正御預り所
同国（濃州）方県郡河渡宿庄屋忠兵衛、
年寄長兵衛、百姓惣代惣五郎

御評定所 縦 １ 明治２１９～２５２はビニール紐・袋
一括、袋「明治七年従六月十八
日至 長良川通経界江崎村ヨリ
河渡村外二ヶ村江相掛出入一件
書類 村木扣」、表紙「河渡村」、
明治７年に写したもの

村木忠一扣 縦 １

厚見郡江崎村農原告代言人塩谷新吾、
農原告人真鍋半市、同（厚見）郡上加
納村商代書人清水鎌太郎

岐阜県参事小崎利準
殿

縦 １

厚見郡江崎村農原告代言人塩谷新吾、
副戸長農原告人真鍋半市、同（厚見）
郡上加納村商代書人清水鎌太郎

岐阜県参事小崎利準
殿

縦 １ 表紙貼紙「第六百六拾三号」

（方県郡河渡村戸長農被告人）村木忠
一、（本巣郡生津村副戸長農被告人代
言人）棚橋東一、（本巣郡只越村農被
告人代言人）広瀬十郎平、安八郡中野
村代書人

岐阜県参事小崎利準
殿

縦 １ 「本巣郡生津村戸長農被告人加
藤耕三、同（本巣）郡只越村戸
長農同断（被告人）広瀬源平」
の奥書あり

岐阜県庁印 原告美濃国厚見郡江
崎村戸長川口弥一代
兼小前惣代塩谷新
吾・副戸長服部甚九
郎代兼元副戸長真鍋
半一、被告同（美濃）
国方県郡河渡村戸長
村木忠一・副戸長村
木勘吾・同（美濃）
国本巣郡生津村戸長
加藤耕三代兼副戸長
棚橋東一・小前惣代
西堀弥市・同（美濃）
国同（本巣）郡只越
村戸長広瀬源平代言
広瀬重郎平・小前惣
代加藤藤内

縦 １ 明治２５７の写

（厚見郡江崎村農原告代言人）塩谷新
吾、（副戸長農原告人）真鍋半市、厚
見郡上加納村商代書人清水鎌太郎

岐阜県参事小崎利準
殿

縦 １ 表紙朱書「第六百六十三号壱」、
「厚見郡江崎村戸長農原告人塩
谷宇内」の奥書あり

（厚見郡江崎村農原告代言人）塩谷新
吾印、（厚見郡江崎村副戸長原告人）
真鍋半市印、厚見郡上加納村商代書人
西部久七印

岐阜県参事小崎利準
殿

縦 １ 表紙「六百六十三号」

村木扣 横長 １

１１３



番 号 表 題 年 代 西暦

明治２２８ 〔長良川境界訴訟にての書料明細記・出頭手当
明細記並びに裁判申渡書受取証〕

（明治７年６月１８日～明
治８年７月３１日）

１８７４

明治２２９ 川経界御見分ニ付記記（ママ） 明治八年五月五日 １８７５

明治２３０ 境界論所御見分受書留（長良川境界訴訟の論所
見分承知などにつき）

明治八年五月五日 １８７５

明治２３１ 長良川通川敷境界一件訴訟入費取調帳 明治八年八月二日 １８７５

明治２３２ 長良川通川敷境界一件訴訟入費取調帳 明治八年八月二日 １８７５

明治２３３ 〔長良川境界訴訟にての書料明細記・出頭手当
明細記など書付帳〕

明治八年八月四日 １８７５

明治２３４ ① 訴訟入費不渡之訴状（明治８年７月裁断の長良川
境界事件の訴訟入費、被告人へ催促の処、出金
せず難渋につき）

明治八年九月廿日 １８７５

明治２３４ ② 証拠書類之写書（長良川境界訴訟入費の儀、原
則は規則通り原告人より被告人へ償却にて書料
明細・出頭明細など書上）

明治八年九月廿日 １８７５

明治２３５ 〔長良川境界訴訟入費不渡之訴状・訴済口答書
など留帳〕

（明治９年２月２日～３月
１２日）

１８７６

明治２３６ 記（江崎・河渡・生津・只越村４か村、長良川
通川鋪境界立会丈量書上）

明治九年三月三日 １８７６

明治２３７ 〔長良川境界事件の訴訟入費の件、松岡直三郎
に委任にて被告人へ催促の処、出金せずにて訴
状下書〕

明治九年 １８７６

明治２３８ 証（種痘済につき） 明治三十年三月四日 １８９７

明治２３９ 証（種痘済につき） 明治三十年三月四日 １８９７

明治２４０ 証（種痘済につき） 明治三十年三月四日 １８９７

明治２４１ 元禄十四辛未年御改図之抜図（明治７年長良川
境界訴訟につき河渡村よりの証書）

（元禄１４年） １７０１

１１４



作 成 受 取 形態 数 備 考

（方県郡河渡村戸長村木忠一、本巣郡
生津村副戸長棚橋東一、本巣郡只越村
戸長広瀬源平代言広瀬十郎平）

（六等判事小崎利準
殿代理七等判事斯波
有造殿）

横長 １

村木 横半 １

方県郡河渡村 縦 １

河渡村、生津村、只越村 横長 １

河渡村、生津村、只越村 横長 １

被告方県郡河渡村村木忠一・本巣郡生
津村棚橋東一・同（本巣）郡只越村広
瀬十郎平、代書人池田郡片山村松岡直
三郎

縦 １ 朱書きで訂正などあり

（池田郡片山村農原告代言人）松岡直
三郎、厚見郡富茂登村差添人園部才治
郎

六等判事小崎利準殿 縦 １ 明治２３４①～②はこより紐で綴
られている、「原告人方県郡河
渡村農戸長村木忠一・本巣郡生
津村農副長棚橋東一・同（本巣）
郡只越村農広瀬十郎平、明友差
添人厚見郡富茂登村園部才次
郎」の奥書あり

池田郡片山村農原告代言人松岡直三郎
印、厚見郡富茂登村明友差添人園部斉
治郎印

六等判事小崎利準殿 縦 １

縦 １

右（厚見郡）江崎村真鍋半一（印）、（方
県郡）河渡村村木忠一（印）、（本巣郡）
生津村棚橋東一（印）、（本巣郡）只越
村加藤浅吉（印）

地租御改正御庁 縦 １

（厚見郡今泉村寄留）松岡直三郎、厚
見郡富茂登村商明友差添人園部斎次郎

七等判事斯波有造殿 縦 １ 「原告人方県郡河渡村農戸長村
木忠一・本巣郡生津村農棚橋東
一・同（本巣）郡只越村農広瀬
十郎平」の奥書あり

美濃国安八郡浅草中村医師鈴木隆
（印）、美濃国安八郡内阿原村廿八番
戸種痘擔理医大橋半蔵

美濃国安八郡浅草東
村荘八四女大橋富恵

一紙 １

美濃国安八郡浅草中村医師鈴木隆
（印）、美濃国安八郡内阿原村廿八番
戸種痘擔理医大橋半蔵

美濃国安八郡浅草東
村荘八長女大橋政尾

一紙 １

美濃国安八郡浅草中村医師鈴木隆
（印）、美濃国安八郡内阿原村廿八番
戸種痘擔理医大橋半蔵

美濃国安八郡浅草東
村荘八長男大橋貞司

一紙 １

一紙 １

１１５



番 号 表 題 年 代 西暦

明治２４２ ① 〔明治７年長良川境界訴訟につき、嘉永２酉年寿
明君様并文久元酉年和宮様下向の節渡船場縮
図〕

（嘉永２酉年・文久元
酉年）

１８４９

明治２４２ ② 〔明治７年長良川境界訴訟につき、天保２卯年有
君様御下向の節渡船場縮図〕

（天保２卯年） １８３１

明治２４３ 〔明治７年長良川境界訴訟につき、正保２乙酉年
美濃国山川里一国郷帳附高石御改絵図・元禄１４
辛巳年１２月御改絵図記載人名など写〕

（正保２乙酉年・元禄１４
辛巳年）

１６４５

明治２４４ 現今境界図（厚見郡江崎村・方県郡河渡村・本
巣郡生津村・本巣郡只越村間の長良川通絵図）

明治七年十二月 １８７４

明治２４５ 〔江崎村より長良川境界訴訟につき訴答書下書〕 （明治７年７月ヵ） １８７４

明治２４６ 〔長良川境界訴訟入費にて出訴につき、裁判下
書本紙貸してくれるよう依頼状〕

（明治９年）一月廿八日 １８７６

明治２４７ 現今地形（河渡・寺田村と西鏡島・江崎村間の
長良川中洲絵図）

（明治７年ヵ） １８７４

明治２４８ 〔小島・寺田・河渡・生津・只越村と鏡島・江
崎村間の長良川通絵図〕

（明治７年ヵ） １８７４

明治２４９ 二十八星（図）

明治２５０ 長良川通現今流水中央境界丈量立会取調 （明治９年） １８７６

明治２５１ 〔興行日の変更届・実地丈量手直しの儀天候な
どにより延長願・水陸運会社よりの舟鑑札伺書
など願書留〕

（明治７年７月２４日～明
治８年３年２４日）

１８７４

明治２５２ 〔長良川境界訴訟につき不当申掛の訴答書並び
に訴状再答書下書〕

（明治７年７～８月ヵ） １８７４

明治２５３ 癸酉地租皆済目録 明治七年九月 １８７４

明治２５４ 謹而奉歎願候（長良川通中洲境界の儀、鏡島村
より出訴の処、中洲は寛永１２年の検地帳などに
より河渡村地内に紛れなきにつき）

明治七年十一月 １８７４

明治２５５ 謹而奉歎願候（生津・河渡村立会普請の儀、過
築・出水などにて入費嵩み普請金内借願い）

明治八年六月十三日 １８７５

明治２５６ 〔江崎村よりの長良川境界訴訟につき訴状再答
状・証書写など留帳〕

（明治６年８月～明治８
年７月）

１８７３

明治２５７ 裁判申渡書（川敷境界訴訟にて江崎村よりの証
書は川敷の証拠に不採用などにて、境界は長良
川現今水流中央との判決につき）

明治八年七月三十一日 １８７５

１１６



作 成 受 取 形態 数 備 考

一紙 １ 明治２４２①～②は糊で貼り付け
られている、朱書で「第弐号添」
とあり

一紙

一紙 １

原告厚見郡江崎村戸長代塩谷新吾、被
告方県郡河渡村戸長村木忠一（印）・
本巣郡生津村副戸長棚橋東一（印）・
同（本巣）郡只越村戸長代広瀬十郎平

一紙 １ ４３．４×９５．２�、付箋あり、「以
百間為弐寸」とあり、裏に印（曽
我）あり

縦 １

岐阜七軒丁松岡直三郎 河渡村御戸長村木忠
一様

切紙 １

一紙 １ 明治２５４の関連絵図ヵ

一紙 １

一紙 １

縦 １

縦 １

縦 １

岐阜県庁（印） 右（美濃国方県郡河
渡）村正副戸長、惣
百姓

一紙 １

方県郡河渡村副戸長白木門一（印）・村
木勘吾（印）、戸長村木忠一（印）

岐阜県参事小崎利準
殿

縦 １

本巣郡生津村副戸長棚橋東一（印）、
戸長加藤耕三（印）、方県郡河渡村副
戸長村木勘吾（印）、戸長村木忠一（印）

六等判事小崎利準殿
代理七等判事斯波有
造殿

縦 １ 「堤防締役関谷耕二（印）」の
奥書あり

縦 １

岐阜県庁（印） 原告美濃国厚見郡江
崎村戸長川口弥一代
兼小前惣代塩谷新
吾・副戸長服部甚九
郎代兼元副戸長真鍋
半一、被告同国方県
郡河渡村戸長村木忠

縦 １ 明治２２４は明治２５７の写

１１７



番 号 表 題 年 代 西暦

明治２５８ 〔穂積村の者より出訴にて貸金出入吟味の上、
所有物の入札代金にて借財方済ますようにつき
通知〕

明治八年十一月十二日 １８７５

明治２５９ 四ヶ村重田一件熟談書写（河渡・生津・馬場・
高屋村は水災極難にて、銘々低所の分重田にす
るは障り村もあるにつき）

明治八年十二月 １８７５

明治２６０ 約定書之事（逓送人継立の儀、河渡・生津・馬
場・本田・美江寺村順村にて継送る処、河渡村
より美江寺村まで継立諸費・手数料を定めるに
つき）

明治九年子四月一日 １８７６

明治２６１ 〔七等郵便取扱役手当として１か月金２０銭、筆・
紙・墨料１０銭渡すにつき辞令〕

明治九年九月一日 １８７６

明治２６２ 〔七等郵便取扱役辞令〕 明治九年九月一日 １８７６

明治２６３ 〔その地郵便局を五等郵便局と定めるにつき申
付状〕

明治九年九月一日 １８７６

明治２６４ 〔四等郵便取扱役辞令〕 明治十三年六月廿一日 １８８０

明治２６５ 〔四等郵便取扱役手当として１か月金５０銭、筆・
紙・墨料１０銭給与につき辞令〕

明治十四年八月一日 １８８１

明治２６６ 〔四等郵便取扱役手当として１か月金５０銭給与
につき辞令〕

明治十六年三月一日 １８８３

明治２６７ 〔曽我屋村地内圦樋の儀、出水の節の戸締方は
注意するにて組合村々も注意するよう請書差上
げにより、その旨承知するよう依頼状〕

明治九年十月 １８７６

明治２６８ 郵便集配并御出方郵便切手売下月計簿 （明治９年９月～明治２３
年３月）

１８７６

明治２６９ 願書（曽我屋村地内横小堤の修繕を板谷川通伏
越樋修繕などにて怠り、定杭打替・堤修繕の打
合わせに上下村々立会わざるにより説諭くださ
るようにつき）

明治十年六月 １８７７

１１８



作 成 受 取 形態 数 備 考

一・副戸長村木勘
吾・同国本巣郡生津
村戸長加藤耕三代兼
副戸長棚橋東一・小
前惣代西堀弥市・同
国同（本巣）郡只越
村戸長広瀬源平代言
広瀬重郎平・小前惣
代加藤藤内

一紙 １

方県郡河渡村副戸長白木門一、戸長村
木忠一

縦 １

本巣郡本田村戸長馬渕禎哉（印）、同
（本巣）郡馬場村戸長河合愛平（印）、
同（本巣）郡生津村戸長加藤耕一（印）

方県郡河渡村正副戸
長御中

一紙 １

駅逓頭前島密（印） 七等郵便取扱役村木
忠一

一紙 １ 明治２６１～２６６はこより紐一括

駅逓頭前島密（印） 村木忠一 一紙 １

駅逓寮 七等郵便取扱役村木
忠一

一紙 １

駅逓総官従四位前島密（印） 村木忠一 一紙 １

駅逓局 四等郵便取扱役村木
忠一

一紙 １

駅逓局 四等郵便取扱役村木
忠一

一紙 １

堤防締役春日善三郎（印） 六ヶ村組合正副戸長
御中

縦 １

縦 １ 挿入紙３点あり、朱書「明治九
年九月一日開局」、『岐阜市史史
料編近代一』pp.６５２～６５３に収
載

方県郡河渡村、寺田村、曽我屋村、本
巣郡柱本村、高屋村、馬場村、生津村、
右村惣代本巣郡生津村戸長加藤栄三、
方県郡曽我屋村副戸長鷲見善六、同（方
県）郡河渡村戸長村木忠一

岐阜県権令小崎利準
殿

縦 １

１１９



番 号 表 題 年 代 西暦

明治２７０ 謹而奉願上候（板谷川通伏越樋築造などにて曽
我屋村地内横小堤修繕怠り築き立て申す処、上
下村々不服申すにて規定の通り築き立てを説諭
くださるようにつき）

明治十年六月廿六日 １８７７

明治２７１ ① 水除切所築立ノ訴御願下（川部村戸長外１２人に
曽我屋村地内横小堤切処の築立ての義を訴え上
げの処、疎漏の廉あるにて願下げにつき）

明治十年七月九日 １８７７

明治２７１ ② 水除切所築立之訴状（板谷川圦樋の営繕などに
て曽我屋村地内水除横小堤切所の築立方不行
届、定杭の打替などの催促に応じずにつき）

明治十年七月 １８７７

明治２７２ 待罪書（曽我屋村地内横小堤の堤敷は水下組合
より敷地米取り来る処、地券改正の際に堤敷切
処を池成に編入につき）

明治十年八月廿九日 １８７７

明治２７３ 待罪書（曽我屋村横小堤の切所築立の処、地価
取調べの際に堤切所を池成にて調進など不都合
行うにつき）

明治十年九月八日 １８７７

明治２７４ 御請書（東雲学校本月暴風雨により河水暴漲し
校舎・諸器械一切流出の処、金１００円扶助につ
き）

明治十年十一月五日 １８７７

明治２７５ 〔堤防修繕費賦課・堤防組合費用の儀、旧高に
て賦課の処、地租改正により地価に変換につき
申上書など綴〕

（明治１０年１２月） １８７７

明治２７６ 本巣郡穂積村井上源衛・同市造・同郡祖父江村
豊田与市三名江係り明治八年分村費賦課方并郷
借割不服唱出訴中手続書

明治十一年五月四日以
後（～９月２８日）

１８７８

明治２７７ 証印税取立（帳） 明治十一年六月十七日 １８７８

明治２７８ 御届（穂積村原告より敷地米不渡し勧解願上げ
の処、組合１４か村より課出する村費にて答弁に
つき）

明治十一年六月廿五日 １８７８

明治２７９ 〔伏越組合村々悪水路借地代米・水腐手当米、
地価算出に用いる地元平均相場を見据え代金定
め、金員を穂積・只越村役場へ渡すにつき証券〕

（明治１１年７月２６日） １８７８

明治２８０ 約定証（河渡村外１３か村伏越樋組合悪水路の穂
積村地内借地掟米の儀、地租改正にて旧税法の
見込みにて熟議し、減米及び内約するにつき）

明治十一年七月廿七日 １８７８

１２０



作 成 受 取 形態 数 備 考

方県郡河渡村、寺田村、曽我屋村、本
巣郡柱本村、高屋村、馬場村、生津村、
右村々惣代生津村戸長加藤栄三（印）、
曽我屋村副戸長鷲見善六（印）、河渡
村戸長村木忠一（印）

岐阜県権令小崎利準
殿

縦 １

右（第七大区十一小区方県郡河渡村平
民戸長原告人）村木忠一（印）、（第七
大区十一小区方県郡曽我屋村平民副戸
長原告人）鷲見善六（印）、（第七大区
三小区本巣郡馬場村平民戸長原告人）
河合真弥（印）

松本裁判所長代理岐
阜支庁長判事補長谷
文殿

縦 １ 明治２７１①～②はこより紐で綴
られている、「願之趣聞届候事
明治十年七月九日（印：松本裁
判所岐阜支庁）」と朱書あり

右（第七大区十一小区方県郡河渡村平
民戸長原告人総代）村木忠一（印）、（第
七大区十一小区方県郡曽我屋村平民副
戸長原告人総代）鷲見善六（印）、（第
七大区三小区本巣郡馬場村平民戸長原
告総代）河合真弥（印）、第一大区七
小区厚見郡鳥屋村平民農差添人小塩寿
太郎（印）

松本裁判所長代理岐
阜支庁

縦 １ 奥書に方県郡河渡村副戸長村木
勘吾外１３人の名前あり

第七大区十一小区方県郡曽我屋村副戸
長鷲見善六、戸長渡辺二郎

岐阜県権令小崎利準
殿

一紙 １

第七大区十一小区方県郡曽我屋村副戸
長鷲見善六、戸長渡辺二郎

岐阜県権令小崎利準
殿

縦 １

第三十二番中学区内方県郡寺田村東雲
学校主者村木忠一

一紙 １

綴 １ ６点あり、挿入紙あり

村木忠一扣 縦 １ 勧解願、請書、訴訟入費調書な
どあり

横長 １

右（方県郡河渡村平民農戸長兼組合村
惣代役）村木忠一

岐阜区裁判所長判事
補富田恒一殿

一紙 １ 「二千八百八十号 御係脇屋殿」
とあり

綴 １ ２点あり

方県郡黒野村副戸長惣代中村喜平
（印）、同（方県）郡曽我屋村戸長惣
代曽我部俊治（印）、同（方県）郡河
渡村戸長惣代村木忠一（印）、本巣郡
穂積村地持惣代井上市造（印）、副戸
長松野周司（印）

縦 １ 作成印には墨で×としてある、
奥書に第七大区二小区・三小
区・十一小区・十五小区・十二
小区の副区長の名前あり

１２１



番 号 表 題 年 代 西暦

明治２８１ 証書写（郷借割賦金延滞一件につき明治元年１２
月５日付の金６０両請取証文写）

明治十一年九月十九日 １８７８

明治２８２ 記（村費立換金請求一件にて区裁判所より差紙
１通受取につき）

（明治）十一年七月三
十一日

１８７８

明治２８３ 記（郷借割賦金延滞一件勧解にて本月９日呼出
状１通請取につき）

明治十一年八月六日 １８７８

明治２８４ 〔村費立換金請求の儀、勧解願い不調につき却
下の通知〕

明治十一年八月十九日 １８７８

明治２８５ 〔郷借割賦金延滞の儀、勧解願い不調につき却
下の通知〕

明治十一年八月十日 １８７８

明治２８６ ① 村費立換金請求之訴（明治８年村費賦課方法の
儀、旧高と地券金高にて割賦の処、不服申立て
村費勘定差支えにつき）

明治十一年八月廿一日 １８７８

明治２８６ ② 村費立換金請求之訴ノ答（村費賦課方法は地価
反別割が至当にて、賦課方法不服につき）

明治十一年八月二十六
日

１８７８

明治２８７ 〔郷借金の原因は悪水抜きの為の糸貫川筋伏込
み入費にて村方身元ある者へ割賦、地券発行後
も旧高にて割賦の処、不服あり郷借金滞るにつ
き訴状〕

明治十一年八月廿三日 １８７８

明治２８８ 〔郷借金割賦延滞一件勧解願いにつき裁判所へ
罷り出るよう通知〕

明治十一年十月一日 １８７８

明治２８９ 記（村費立換金請求一件にて明日１５日呼出状請
取につき）

明治十一年八月十四日 １８７８

明治２９０ 明治廿七年度掟米勘定（皆済覚） （明治２７年１１月～明治
２８年１月）

１８９４

明治２９１ 〔郡中出勤料高割などにつき金銭書付〕

明治２９２ 《郷借金割賦淹滞之訴など関係書類》 明治１１年７月３１日～ １８７８

１２２



作 成 受 取 形態 数 備 考

原告方県郡河渡村村木忠一・白木門一 名古屋裁判所岐阜支
庁判事芹沢政温殿

一紙 １ 明治２８１～２９１・２９３・２９４は「明
治十一年七月三十一日ヨリ九月
廿八日御裁判相成り 八月十三
日ヨリ支庁江訴 郷借金割賦淹
滞ノ訴 八月廿一日ヨリ支庁江
訴 村費立換金請求ノ訴 右二事
件九月廿八日御裁判相成候 本
巣郡穂積村井上源衛同市造同郡
祖父江村豊田与市三人江係ル」
と書かれた袋に重ね折られ一括
されていた

豊田与市（印） 村木忠一殿 切紙 １

井上市造（印） 村木忠一殿 切紙 １

岐阜区裁判所 一紙 １ 綴じ穴跡あり、朱書「勧第三千
七百九十壱号」

岐阜区裁判所 一紙 １ 綴じ穴跡あり、朱書「第三千六
百六十七号」、明治２８５と明治２８６
の間に明治１１年８月１４日付けの
訴状請取覚あり

第七大区十一小区方県郡河渡村平民原
告村木忠一外壱人

縦 １ 明治２８６①～②はこより紐で綴
られている、表紙朱書「第二百
九十一号」「御係田中殿 八月
廿六日呼出」、表紙付紙「本月
十四日勧解願上 同月十九日不
調 三千七百九十一号 御担当富
田殿」

右（第七大区二小区本巣郡穂積村平民
被告惣代）井上市造○、第七大区十一
小区方県郡河渡村二番地平民者差添人
後藤秀一○

名古屋裁判所岐阜支
庁判事芹沢政温殿

縦 １

原告岐阜県美濃国方県郡河渡村平民戸
長村木忠一・副戸長白木門一

縦 １

名古屋裁判所管内岐阜区裁判所印 方県郡河渡村村木忠
一

一紙 １ 「第四千八百五号」とあり

小見山方ニテ井上市造（印） 村木忠一殿、外御壱
人殿

切紙 １

一紙 １

切紙 １

１ 該当資料確認出来ず

１２３



番 号 表 題 年 代 西暦

明治２９３ 記（村費立換金請求一件にて明日８月２日出頭状
請取につき）

（明治）十一年八月一日 １８７８

明治２９４ 〔郷借割賦金延滞の儀、８月６日勧解願いの処、
不調にて却下につき郷借割賦金淹滞之訴並びに
訴答書〕

（明治１１年８月１３～１９
日）

１８７８

明治２９５ ① 御伺（明治８年分民費は８月割・１１月割は旧高に
て賦課し、その他の諸費は地券金高にて割賦の
処、不服申し立て民費勘定出来ずにつき）

明治十一年八月三日 １８７８

明治２９５ ② 御伺（明治８年各大区々費・村費など賦課方法
の儀、地価反別割至当の処、改正中にて旧高割
での賦課につき）

明治九年一月十日 １８７６

明治２９５ ③ 伺書（明治８年分区村費賦課方法は従前戸数・
人員割以外は地価にて分賦の指令ある処、本
村々費は旧高にて課すべきもの多く指令に拘泥
しがたきにつき）

明治十一年八月十七日 １８７８

明治２９６ 被告井上源衛外弐人江係ル村費立換金請求之訴
入費調書（８月２１日～９月２８日までの分）

明治十一年九月廿八日 １８７８

明治２９７ 〔明治９年免割目録証書写並びに被告村費立換
金請求の儀上訴につき手続書下書〕

（明治１１年８月２７日） １８７８

明治２９８ 被告井上源衛外弐人へ係ル郷借割賦淹滞ノ件訴
訟入費調書（８月１３日～９月２８日までの分）

明治十一年九月十八日 １８７８

明治２９９ 悪水溝渠流通差障ノ訴復答（和宮通輿の節、悪
水貫仮土橋架設後、生津村地内九尺堀溝渠を往
還まで鑿開し悪水落とす処、近年小樋埋伏せ被
害受けるにて上訴の処、被告答弁につき）

（明治１２年７月２８日） １８７９

明治３００ 組合割賦法改正差拒之控訴（１４か村組合板谷川
堤防及び糸貫川伏越樋諸入費は改正地価により
割賦すること判然などにつき控訴写〕

明治十一年十月八日 １８７８

明治３０１ 組合割賦法改正差拒ミ控訴之答（１４か村組合板
谷川堤防及び糸貫川伏越樋入費訴訟控訴につき
答弁書）

明治十一年十一月三十日 １８７８

１２４



作 成 受 取 形態 数 備 考

本巣郡穂積村井上源衛（印） 方県郡河渡村村木忠
一殿

切紙 １

縦 １ 朱書「御係田中殿」

右（方県郡河渡）村副戸長村木勘吾
（印）、戸長村木忠一（印）

岐阜県権令小崎利準
殿

縦 １ 明治２９５①～③は紙紐では綴ら
れている、「双方協議之上賦課
取計候儀」と返答あり、朱書「明
治十一年八月廿一日第二百九十
一号判事補田中碌郎閲（印）」

総大区月番宇佐美宗平印、守屋小十郎
印

岐阜県権令小崎利準
殿

縦 １ 「従前戸数人員等ニ賦課仕来候
分ヲ除クノ外ハ都テ地価に分賦
之儀」と返答あり

方県郡河渡村戸長村木忠一（印） 岐阜県令小崎利準殿 縦 １ 「実際不得已事情者之向ハ明治
九年副区長総代伺指令而已ニ拘
泥スルニ及ハス一村協議之上賦
課法相定不苦候事」と返答あり、
朱書「明治十一年八月廿一日第
二百九十一号判事補田中碌郎閲
（印）」

第七大区十一小区方県郡河渡村平民原
告戸長村木忠一（印）・副戸長白木門
一（印）

名古屋裁判所岐阜支
庁判事芹沢政温殿

縦 １ 被告惣代人井上市造の奥書あり

縦 １

第七大区十一小区方県郡河渡村原告戸
長村木忠一（印）・副戸長白木門一（印）

名古屋裁判所岐阜支
庁判事芹沢政温殿

縦 １ 被告惣代井上市造の奥書あり

岐阜県美濃国方県郡河渡村平民原告代
人村木忠一、同県同国本巣郡馬場村平
民原告関谷五平、同県同国同郡高屋村
平民同断（原告）八代久平

縦 １ 明治３１３②と同内容

右（岐阜県美濃国本巣郡生津村平民地
持総代原告西堀弥市、岐阜県第七大区
二小区本巣郡生津村平民原告加藤栄
三、岐阜県方県郡河渡村地持総代原告
後藤市郎、岐阜県第七大区十一小区方
県郡河渡村平民戸長原告村木忠一、右
四名代人大坂府第一大区五小区備後町
二丁目四十七番地寄留京都府平民）俣
野誠之助印、大坂府平民差添人吉見安
次郎印

東京上等裁判所西判
事殿

縦 １

右（岐阜県美濃国方県郡寺田村外九ヶ
村総代木田村被告）坂口太八郎印、（被
告）坂口藤一郎印、（曽我屋村被告）
曽我部俊治印、東京府麹町区麹町五丁
目拾八番地平民差添人片岡新兵衛印

東京上等裁判所西瀉
（ヵ）判事殿

縦 １ 奥書に岐阜県美濃国方県郡又丸
村総代戸長被告人大野幸一郎外
７人の名前あり、証拠書類２通書
付

１２５



番 号 表 題 年 代 西暦

明治３０２ 組合割賦法改正差拒ノ控訴ノ副答（１４か村組合
板谷川堤防及び糸貫川伏越樋入費訴訟控訴にて
被告答弁書差し上げにつき副答書）

明治十一年十二月七日 １８７８

明治３０３ 組合割賦法改正差拒控訴ノ副答（１４か村組合板
谷川堤防及び糸貫川伏越樋入費割訴訟控訴にて
被告答弁書差し上げにつき副答書）

明治十一年十二月七日 １８７８

明治３０４ 三州豊川妙巌寺図 同（明治１１年）八月十
二日刻成

１８７８

明治３０５ 申渡（郷借金淹滞訴訟は糸貫川伏込入費年々高
割により償却の処、地租改正後の旧高賦課を不
当と主張するにて、被告は元金・利子を償却す
べきにつき）

明治十一年九月廿八日 １８７８

明治３０６ 申渡（村費立換金請求訴訟は明治８年分村費上
半期分は旧慣、下半期分は地価にて賦課の処、
賦課に応じずにより、被告は元金と利子を償却
すべきにつき）

明治十一年九月廿八日 １８７８

明治３０７ 申渡（１４か村組合板谷川堤防及び糸貫川伏越樋
入費割賦改正差拒み訴訟にて出費区分は利益の
厚薄による賦課の契約により割賦改正棄却につ
き）

明治十一年六月廿九日 １８７８

明治３０８ ① 組合割賦改正差拒ミノ控訴之再答書（１４か村組
合板谷川堤防及び糸貫川伏越樋入費訴訟控訴に
より被告答弁書差し上げ、原告副答下げ渡しに
つき再答書）

明治十一年十二月二十日 １８７８

１２６



作 成 受 取 形態 数 備 考

右（岐阜県美濃国本巣郡生津村平民地
持総代西堀弥市外三名代人大坂府備後
町二丁目四十七番地寄留京都府平民原
告代人）俣野誠之助印、東京府浅草区
白柳原町弐丁目壱番地同府士族差添人
田中質直印

東京上等裁判所西瀉
（ヵ）判事殿

縦 １ 明治３０３と同内容

右（岐阜県美濃国本巣郡生津村平民地
持総代西堀弥市外三名代人大坂府備後
町二丁目四十七番地寄留京都府平民原
告代人）俣野誠之助印、東京府浅草区
白柳原町弐丁目壱番地同府士族差添人
田中質直印

東京上等裁判所西瀉
（ヵ）判事殿

縦 １ 明治３０２と同内容

三河豊橋呉服町第八番地居住著者兼出
板人山田橘之助蔵版印

一紙 １ ３７．６×５１．５�、「彫工玉木昇五
郎」とあり

原告岐阜県美濃国方県郡河渡村平民戸
長村木忠一・副戸長白木門一、被告岐
阜県美濃国本巣郡穂積村平民井上源
衛・同（本巣）郡祖父江村平民豊田与
一・右代人兼同（本巣）郡穂積村平民
井上市造

名古屋裁判所岐阜支
庁（印）

縦 １ 朱書「明治十一年第二百八十号」

原告岐阜県美濃国方県郡河渡村平民戸
長村木忠一・副戸長白木門一、被告岐
阜県美濃国本巣郡穂積村平民井上源
衛・同（本巣）郡祖父江村平民豊田与
一・右代人兼同（本巣）郡穂積村平民
井上市造

名古屋裁判所岐阜支
庁（印）

縦 １ 朱書「明治十一年第二百九十一
号」

原告岐阜県美濃国本巣郡馬場村平民戸
長関谷五平・本巣郡高屋村平民戸長八
代久平・同（本巣）郡生津村平民戸長
加藤栄三・方県郡河渡村平民戸長村木
忠一、右総代村木忠一、加藤栄三、被
告岐阜県美濃国方県郡寺田村平民戸長
小林市平・同（方県）郡曽我屋村平民
戸長曽我部俊次・同（方県）郡下尻毛
村平民戸長森欣次・同（方県）郡川部
村平民戸長福島精一・方県郡又丸村平
民戸長大野幸一郎・同（方県）郡上尻
毛村平民戸長村瀬藤三九・同（方県）
郡木田村平民戸長坂口太八郎・同（方
県）郡東改田村平民戸長近藤半兵衛・
同（方県）郡黒野村平民戸長伊藤治八・
本巣郡柱本村平民戸長木ノ村元三郎、
右総代坂口太八郎、曽我部俊治、石川
県越前国南条郡武生橘町士族中島又五
郎

名古屋裁判所岐阜支
庁（印）

縦 １ 朱書「明治十一年第百八拾八
号」、朱印「民事課」

右（外七名総代兼木田村戸長被告）坂
口太八郎○、（曽我屋村戸長被告）曽
我部俊治○、麹町五丁目十番地差添人
片岡新兵衛○

東京上等御裁判所西
瀉ヵ判事殿

縦 １ 明治３０８①～③はこより紐で綴
られている

１２７



番 号 表 題 年 代 西暦

明治３０８ ② 〔１４か村組合板谷川堤防及び糸貫川伏越樋入費
割賦法改正差拒み訴訟につき、代人委任の確認、
副答書・再答書の確認などの口供書〕

（明治１２年２月） １８７９

明治３０８ ③ 〔１４か村組合板谷川堤防及び糸貫川伏越樋入費
割賦法改正差拒み訴訟控訴にて被告答弁書差出
し、原告副答の処、被告再答につき追申書〕

明治十二年二月八日 １８７９

明治３０９ 代人御届（１４か村組合板谷川堤防及び糸貫川伏
越樋の諸入費割賦法改正差拒み訴訟の東京上等
裁判所の裁判へ上告にて、代人依頼につき）

明治十二年四月廿日 １８７９

明治３１０ 〔穂積村井上源衛外２名共有の河渡村地内地所
売却にて代金など書付・約定証・約定履行の訴
済口答〕

（明治１２年６月） １８７９

明治３１１ 〔約定証掛紙５か所未確定につき、各位立会の
上詳細取調記入すべき事など約定添書〕

明治十二年六月廿日 １８７９

明治３１２ 証（金１００円預かりにつき） 明治十二年六月廿日 １８７９

明治３１３ ① 悪水溝渠流通差障之訴状（和宮通輿の節、悪水
貫仮土橋架設後、生津村地内九尺堀溝渠を往還
まで鑿開し悪水落とす処、近年小樋埋伏せ被害
受けるにつき）

明治十二年七月十六日 １８７９

明治３１３ ② 悪水溝渠流通差障ノ訴復答（和宮通輿の節、悪
水貫仮土橋架設後、生津村地内九尺堀溝渠を往
還まで鑿開し悪水落とす処、近年小樋埋伏せ被
害受けるにて上訴の処、被告答弁につき）

明治十二年七月廿八日 １８７９

明治３１３ ③ 〔河渡村外２か村より生津村へ悪水溝渠流通差
障訴訟にて、九尺堀に伏込みの圦樋寸尺及び九
尺堀の間尺など取調べにつき上申書〕

明治十二年八月七日 １８７９

明治３１３ ④ 記（悪水溝渠流通差障訴訟にて生津村地内九尺
堀圦樋寸尺、原告・被告立会い改めにつき）

（明治）十二年八月三日 １８７９

明治３１３ ⑤ 〔悪水溝渠流通差障訴訟の箇所、実地検査につ
き往還添悪水溝取調書〕

明治十二年八月七日 １８７９

１２８



作 成 受 取 形態 数 備 考

縦 １

岐阜県美濃国本巣郡生津村平民地持総
代西堀弥市外三名代人大阪府第一大区
五小区備后町二丁目四十七番地寄留京
都府平民俣野誠之助印

東京上等裁判所西瀉
ヵ判事殿

縦 １

右（岐阜県美濃国本巣郡生津村地持惣
代）西堀弥市（印）、（生津村戸長）加
藤栄三（印）、（岐阜県美濃国方県郡河
渡村地持惣代）後藤市郎（印）、（河渡
村戸長）村木忠一（印）、右四名代人
（大阪府東区備後町二丁目四拾七番地
寄留京都府平民）俣野誠之助

大審院長判事玉乃世
履殿

縦 １ 「第百十五号」とあり

縦 １

右加藤栄三不在拙者エ委任受戻候ニ付
代印村木忠一（印）

西堀弥市殿、岡田文
太郎殿

一紙 １

方県郡河渡村邨木忠一（印） 本巣郡生津村西堀弥
市殿、岡田文太郎殿

一紙 １ 印は×と書かれている

方県郡河渡村平民原告村木忠一外二名 縦 １ 明治３１３①～⑦はこより紐で綴
られている、表紙朱書「明治十
二年 第四百七十八号」、表紙「掛
紙 第五千五百九十五号 明治十
一年十一月十九日勧解 同年十
二月廿五日不調 御担当岩崎殿」

右（岐阜県美濃国方県郡河渡村平民原
告代人）村木忠一、（本巣郡馬場村平
民戸長原告）関谷五平、（本巣郡高屋
村平民戸長原告）八代久平、厚見郡島
屋村平民小塩寿太郎

名古屋裁判所岐阜支
庁判事芹沢政温殿

縦 １ 明治２９９と同内容

岐阜県美濃国中島郡須賀村平民被告代
言人丸井作十郎○、同県同国本巣郡生
津村平民被告惣代西堀弥市○、同県同
国同郡馬場村平民原告関谷五平○、同
県同国本巣郡高屋村平民同（原告）八
代久平○、同県同国方県郡河渡村平民
同（原告）村木忠一○

名古屋裁判所岐阜支
庁判事芹沢政温殿

縦 １

原告村木忠一・関谷五平・八代久平、
被告西堀弥市・棚橋弥平、大工原告村
木丘半・被告藤橋藤蔵

一紙 １

右（方県郡河渡村平民原告代人）村木
忠一、（本巣郡馬場村平民原告）関谷
五平、（本巣郡高屋村平民同断）八代
久平

一紙 １

１２９



番 号 表 題 年 代 西暦

明治３１３ ⑥ 上申書（悪水溝渠流通差障訴訟にて審理願い上
げにつき）

明治十二年八月十一日 １８７９

明治３１３ ⑦ 〔悪水溝渠流通差障訴訟につき、原告口供書〕 （明治１２年） １８７９

明治３１４ 〔悪水溝渠流通差障訴訟につき、裁判所への出
頭通知〕

明治十二年十月十八日 １８７９

明治３１５ 〔１４か村組合板谷川堤防及び糸貫川伏越樋入費
割賦法改正差拒み訴訟、東京上等裁判所裁判不
法にて大審院への上告状写など関連書類留帳〕

（明治１２年４月２０日～１１
月２７日）

１８７９

明治３１６ 〔大・小会議開会につき議事録〕 （明治１２年７月１７日～２１
日）

１８７９

明治３１７ 委任証（悪水溝渠流通差障訴訟の件、戸長事務
差支にて村木忠一へ委任し、権限代理につき）

明治十二年七月 １８７９

明治３１８ 約定違変之訴状（悪水溝渠流通差障訴訟にて上
申につき）

明治十二年七月 １８７９

明治３１９ 村会規則（町村々会議事規則雛形・村会議事傍
聴心得）

明治十二年七月 １８７９

明治３２０ 記（本巣郡下真桑学校寄附帳・卒業届・教員履
歴など学校関連書類引渡しにつき）

明治十二年三月十三日 １８７９

明治３２１ 〔穂積村松野回司外２名よりの伏越組合悪水路
の件、勧解願上げにて一同回答の処、職務上差
支により村木忠一・長屋三郎に総代を依頼につ
き調印状〕

明治十三年六月廿八日 １８８０

明治３２２ 委任状之事（事務差支にて村木忠一・長屋三郎
を部理惣代と定め、伏越組合悪水路の件の権限
代理につき）

明治十三年六月 １８８０

１３０



作 成 受 取 形態 数 備 考

右（岐阜県美濃国方県郡河渡村平民原
告代人）村木忠一○、（本巣郡馬場村
平民原告）関谷五平○、（本巣郡高屋
村平民原告）八代久平○

名古屋裁判所岐阜支
庁判事芹沢政温殿

縦 １ 奥書に方県郡寺田村戸長小林市
平外４名の名前あり

岐阜県美濃国方県郡河渡村平民戸長白
木嘉平代村木忠一、同県同国本巣郡馬
場村平民戸長関谷五平、同県同国同郡
高屋村平民戸長八代久平

縦 １

名古屋裁判所岐阜支庁（印） 方県郡河渡村村木忠
一、本巣郡馬場村関
谷五平、同（本巣）
郡高屋村八代久平

一紙 １ 朱書「第四百七十八号」

縦 １

縦 １ 挿入紙あり

方県郡河渡村戸長白木嘉平（印） 一紙 １

右（方県郡河渡村農平民原告代人）村
木忠一、（本巣郡馬場村農戸長原告人）
関谷五平、（本巣郡高屋村農戸長原告
人）八代久平

名古屋裁判所岐阜支
庁判事芹沢政温殿

縦 １ 奥書に方県郡河渡村戸長白木嘉
平の名前あり

方県郡河渡村（印） 縦 １ 第一条～第十七条まであり、村
会議事傍聴人取扱心得、村会議
事傍聴心得もあり

横山弥五郎（印） 河合愛平殿 縦 １

岐阜県美濃国本巣郡生津村平民戸長加
藤栄三、関谷五平、八代久平、木之村
桂治郎、白木嘉平、小林市平、曽我部
沖衛、大野嘉左衛門、福島精一、春日
善三郎、村瀬一三九、近藤半兵衛、坂
口太八郎、伊藤治八

名古屋裁判所管内岐
阜区裁判所長判事補
羽野知野殿

縦 １ 「第三千百拾九号」とあり

本巣郡生津村平民戸長加藤栄三（印）、
同郡馬場村平民戸長関谷五平（印）、
同郡高屋村平民戸長八代久平（印）、
同郡柱本村平民戸長木之村桂次郎
（印）、方県郡又丸村平民戸長大野嘉
左衛門（印）、同郡川部村平民戸長福
島精一（印）、同郡下尻毛村平民戸長
春日善三郎（印）、同郡上尻毛村平民
戸長村瀬一三九（印）、同郡東改田村
平民戸長近藤半兵衛（印）、同郡木田
村平民戸長坂口太八郎（印）、同郡黒
野村平民戸長伊藤治八（印）、同郡曽
我屋村平民戸長曽我部沖衛（印）、同

縦 １

１３１



番 号 表 題 年 代 西暦

明治３２３ 架橋新設有志社中申合規則（河渡川渡船を廃し
架橋設立工事は県庁担当、費用金上納の仰せあ
り、有志者協議し株数取究めにて取締まり并に
取扱い方規則）

明治十四年二月 １８８１

明治３２４ 河渡橋株券（架橋株２分） 明治十四年五月十三日 １８８１

明治３２５ 渡船継続願（明治２５年の大洪水にて河渡橋落橋
後に渡船許可の処、橋再設の資本金５ヶ年間積
立にて、その間仮渡船継続につき）

明治廿七年四月廿三日 １８９４

明治３２６ 手続書ヲ以上申仕候（板谷川堤塘圦樋修繕中、
暴風雨により切入れ曽我屋村横小堤危難の処、
村内人民木田村へ推参の事実承知せずにつき）

明治十四年九月十八日 １８８１

明治３２７ 暴動所業御取締願（暴風雨にて板谷川堤塘切入
れ、上郷村役人・人足共曽我屋村横小堤上で暴
動し横小堤切入り下郷輪中被害につき）

明治十四年九月十七日 １８８１

明治３２８ 水防聨合組合申合規則（柱本村以下７か村水防
輪中の村々、堤塘修理のための堤塘補助金を設
け堤塘維持の基礎を創立し、申合せ規則取極め
につき）

明治十四年九月 １８８１

明治３２９ 〔貸金催促勧解願など書類留帳〕 （明治９年９月３０日～明
治１４年１０月６日）

１８７６

明治３３０ 〔岐阜及び大垣郵便局取扱役発起により郵便事
務上研究の為、相談会取開きにて出頭するよう
申入状〕

明治十五年一月廿七日 １８８２

明治３３１ ① 悪水除嵩上土取払并定杭変換回復ノ訴岐阜始審
裁判弁明書写（明治１４年洪水による横小堤修繕
にて、堤上に嵩上土をなし定杭を変換するなど
の契約違反は認め難く、原告の要求成立せずに
つき）

明治十五年二月廿日 １８８２

１３２



作 成 受 取 形態 数 備 考

郡寺田村平民戸長小林市平（印）、同
郡河渡村平民戸長白木嘉平（印）

方県郡河渡村何之誰○、―○、―○、―
○、―○、―○

縦 １ １３条あり

中仙道河渡橋事務所（印） 方県郡河渡村持主森
田政八

一紙 １ 裏朱書「頭取村木忠一（印）、
副頭取上松万造（印）、副頭取
白木門一（印）、事務懸塩谷新
吾（印）、事務懸村木勘吾（印）、
事務懸稲葉栄二（印）」

右（方県郡河渡橋）会社員村木光郎、
村木勘吾、後藤市郎、稲葉栄二、上松
万造、塩谷新吾

岐阜県知事曽我部道
夫殿

縦 １ 明治４０５と同内容

伏越樋板谷川組合総代方県郡河渡村村
木忠一

岐阜警察署長八等警
部柴田正直殿

縦 １

方県郡曽我屋村・寺田村・河渡村、本
巣郡生津村・馬場村・高屋村・柱本
村、右村総代村木国吉、村木忠一

岐阜警察署長八等警
部柴田正直殿

縦 １

縦 １ 表紙「十二月三日会議」

縦 １ 挿入紙４点あり

出県勧業係駅逓掛り印 河渡郵便局村木忠一
殿、美江寺郵便局和
田浅之丞殿

一紙 １

岐阜始審裁判所（印） 原告岐阜県美濃国方
県郡川部村外六ヶ村
総代同県同国同（方
県）郡同村平民福島
精一・同総代同県同
国同（方県）郡上尻
毛村平民村瀬一三九
代言人同県同国厚見
郡鏡島村平民馬淵三
郎、被告同県同国方
県郡曽我屋村外六ヶ
村総代曽我部沖衛外
一人代言人同県同国
中島郡須賀村平民丸
井作十郎

縦 １ 明治３３１～３４０はこより紐で綴ら
れている、明治３３１①～②はこ
より紐で綴られている、表紙「邨
木扣」、朱書「明治十四年第九
百九十三号」

１３３



番 号 表 題 年 代 西暦

明治３３１ ② 〔悪水除嵩上土取払并定杭変換回復ノ訴訟控訴
にて答弁書など持参し、名古屋控訴裁判所へ出
頭するよう通知〕

明治十五年五月廿二日 １８８２

明治３３２ 悪水除嵩上土取払并定杭変換回復ノ控訴状（明
治１４年洪水による横小堤修繕を名目とした堤上
の嵩上げ土の事実などあるにより再検覆審を上
請につき）

明治十五年五月十九日 １８８２

明治３３３ 悪水除嵩上土取払并ニ定杭変換回復ノ控答書
（明治１４年洪水による横小堤修復時は雨降り、
人足らの踏荒しのため凹所出来、埋土するなど
事実供述につき）

明治十五年七月十四日 １８８２

明治３３４ 証拠物写（悪水除嵩上土取払并ニ定杭変換回復
ノ控答書の証拠として明治１０年９月曽我屋村地
内水除横小堤切所築立の儀、勧解願上にて熟談
約定書など写）

明治十五年七月十四日 １８８２

明治３３５ 上申書（悪水除嵩上土取払并ニ定杭変換回復控
訴一件、審理中に論所の横小堤定杭の東西を何
者かが削り堀返すなどにて岐阜警察署へ届けに
つき）

明治十五年八月十九日 １８８２

明治３３６ 第壱原告弁明書写（悪水除嵩上土取払并ニ定杭
変換回復控訴一件、横小堤上の定杭は抜出し変
換の実徴あるなど弁明につき）

明治十五年八月十一日 １８８２

明治３３７ 第弐原告弁明書ノ写（悪水除嵩上土取払并ニ定
杭変換回復控訴一件、横小堤上の基礎とすべき
定杭に関しての弁明につき）

明治十五年八月十七日 １８８２

明治３３８ 弁駁書（悪水除嵩上土取払并ニ定杭変換回復控
訴一件、原告弁明書より定杭の認識差異など陳
述につき）

明治十五年九月十五日 １８８２

明治３３９ 原告上伸書（悪水除嵩上土取払并ニ定杭変換回
復控訴一件、控訴審理中実地に臨み、横小堤上
の杭を脱き出したる景状・証跡はなきなどにつ
き）

明治十五年十月七日 １８８２

１３４



作 成 受 取 形態 数 備 考

名古屋控訴裁判所判事山岡愨（印）、
判事木暮祐順（印）、書記山住才三（印）

岐阜県美濃国方県郡
曽我屋村、寺田村、
河渡村、同県同国本
巣郡生津村、高屋村、
馬場村、柱本村

縦 １ 朱書「十五年第弐百弐拾二号」

岐阜県方県郡川部村原告惣代福島精一
印、愛知県名古屋区上園町同（原告惣
代）代言人吉村明道

名古屋控訴裁判所長
判事小畑美稲殿

縦 １ 朱書「十五年第弐百廿二号」、
絵図２枚あり

右（岐阜県美濃国方県郡曽我屋村外六
ヶ村惣代兼岐阜県美濃国方県郡曽我屋
村平民被控訴者）村木国吉、（方県郡
曽我屋村外六ヶ村惣代兼方県郡河渡村
平民被控訴者）村木忠一、（方県郡曽
我屋村外六ヶ村惣代兼本巣郡生津村平
民被控訴者西堀弥市代言人中島郡須賀
村平民当時厚見郡小熊村寄留）丸井作
十郎

名古屋控訴裁判所判
事山岡愨殿

縦 １ 朱書「山住書記 山岡判事 第二
百廿二号」

岐阜県美濃国方県郡曽我屋村外六ヶ村
惣代人同県同国同（方県）郡曽我屋村
平民被控訴者村木国吉・同県同国同
（方県）郡河渡村平民同（被控訴者）
村木忠一・同県同国本巣郡生津村平民
西堀弥市代言人同県同国中島郡須賀村
平民当時同国厚見郡小熊村寄留丸井作
十郎

名古屋控訴裁判所判
事山岡愨殿

縦 １ 朱書「第二百廿二号」

岐阜県美濃国方県郡曽我屋村外六ヶ村
惣代兼村木国吉、外二人

縦 １ 朱書「第二百廿二号」、上申書
は明治３４２と同内容、「明治十五
年八月十九日番外証拠物」あり

岐阜県美濃国方県郡川部村原告総代福
島精一、名古屋区上園町同（原告惣代）
代言吉村明道

名古屋控訴裁判所判
事山岡愨殿

縦 １ 朱書「本年第二百廿二号」

岐阜県美濃国方県郡川部村外六ヶ村原
告惣代福島精一、愛知県名古屋区上園
町同（原告惣代）代言人吉村明道

名古屋控訴裁判所判
事山岡愨殿

縦 １

被告岐阜県美濃国方県郡曽我屋村外六
ヶ村総代兼同（曽我屋）村平民村木国
吉・右同断（方県郡曽我屋村外六ヶ村
総代兼）同県同国同（方県）郡河渡村
平民村木忠一、右（被告）代言人同県
同国中島郡須賀村平民当時同国厚見郡
小熊村寄留丸井作十郎

名古屋控訴裁判所判
事山岡愨殿

縦 １

岐阜県方県郡川部村原告惣代福島精
一、原告代言人吉村明道

名古屋控訴裁判所判
事山岡愨殿

縦 １ 朱書「本年第弐百廿二号」

１３５



番 号 表 題 年 代 西暦

明治３４０ 裁判言渡（悪水除嵩上土取払并に定杭変換回復
控訴一件、控訴者にて横小堤上の定杭を臨検し、
杭は敢えて抜き出したものと認め難く訴状却下
につき）

明治十五年十一月十七日 １８８２

明治３４１ 〔悪水除嵩上土取払并ニ定杭変換回復控訴一件
にて、名古屋控訴裁判所へ出頭につき呼出状〕

明治十五年七月廿一日 １８８２

明治３４２ 上申書（悪水除嵩上土取払并ニ定杭変換回復控
訴一件、審理中に論所の横小堤定杭の東西を何
者かが削り堀返すなどにて岐阜警察署へ届けに
つき）

明治十五年八月十九日 １８８２

明治３４３ ① 上伸書（悪水除嵩上土取払并ニ定杭変換回復控
訴一件、次回召喚の節は３日前に原被告止宿所
へ達しにつき）

明治十五年八月廿一日 １８８２

明治３４３ ② 日延御猶予願（悪水除嵩上土取払并ニ定杭変換
回復控訴一件にて出頭の処、原告惣代並びに被
告代言人病気につき）

明治十五年七月廿七日 １８８２

明治３４３ ③ 〔悪水除嵩上土取払并ニ定杭変換回復控訴一件
審問にて、名古屋控訴裁判所へ出頭につき呼出
状〕

明治十五年九月十一日 １８８２

明治３４３ ④ 上伸書（悪水除嵩上土取払并ニ定杭変換回復控
訴一件、次回召喚の節は５日前に原告代言人へ
達しにつき）

（明治）十五年九月三
十日

１８８２

１３６



作 成 受 取 形態 数 備 考

名古屋控訴裁判所判事久保秀景印、判
事山岡愨印、判事近藤秀寛印、書記柴
田喜太郎印

控訴原告人岐阜県美
濃国方県郡川部村外
六ヶ村総代同県同国
同（方県）郡同（川
部）村平民福島精
一・右同（方県郡川
部村外六ヶ村）総代
同（方県）郡上尻毛
村村瀬一三九代言人
愛知県士族吉村明
道、控訴被告人岐阜
県美濃国方県郡曽我
屋村外六ヶ村総代兼
同県同国同（方県）
郡同（曽我屋）村平
民村木国吉・右同断
（方県郡曽我屋村外
六ヶ村総代兼）同県
同国同（方県）郡河
渡村平民村木忠一・
右同断（方県郡曽我
屋村外六ヶ村総代
兼）同県同国本巣郡
生津村平民西堀弥市
代言人同県平民丸井
作十郎

縦 １ 朱書「明治十五年第弐百弐拾弐
号」

名古屋控訴裁判所判事山岡愨（印）、
書記柴田喜太郎（印）

岐阜県美濃国方県郡
曽我屋村平民被告村
木国吉外二名

一紙 １ 「明治十五年第二百廿二号」と
あり

岐阜県美濃国方県郡曽我屋村外六ヶ村
総代兼被告村木国吉、同（被告）村木
忠一、同（被告）代言人丸井作十郎

名古屋控訴裁判所判
事山岡愨殿

縦 １ 明治３３５の上申書と同内容

名古屋伏見町二丁メ被告惣代村木忠
一、同（名古屋）上園町二丁メ原告代
言人吉村明道

名古屋控訴裁判所判
事山岡愨殿

一紙 １ 明治３４３①～④はこより紐で綴
られている、「山岡判事殿 第二
百廿二号」とあり

岐阜県方県郡川部村原告惣代福島精
一、愛知県名古屋区上園町同代言人吉
村明造、岐阜県方県郡河渡村被告惣代
邨木忠一、同県同県（郡）曽我屋村同
村木国吉、同県同代言人丸井作十郎

一紙 １

名古屋控訴裁判所判事山岡愨印、書記
柴田喜太郎印

名古屋伏見丁二丁目
伊藤嘉助方被告丸井
作十郎外二名

一紙 １ 「明治十五年第二百廿二号」と
あり

名古屋区長島町二丁目原告代言人吉村
明造、同（原告代言人）福島精一、名
古屋区伏見町二丁目被告代言人丸井作
十郎、同（被告代言人）邨木忠一、邨
木国吉

名古屋控訴裁判所判
事山岡愨殿

一紙 １ 「山岡判事殿 第二百廿二号」
とあり

１３７



番 号 表 題 年 代 西暦

明治３４４ 証券（伏越組合村々悪水路借地代米及び水腐手
当米の儀、明治８年より５年間の只越村・曽我屋
村戸長役場の扱い相場平均し、代金定め年貢を
納入につき）

明治十五年 １８８２

明治３４５ 明治十一年七月廿五日方県郡河渡村外拾三ヶ村
ト本巣郡只越村ト進熟談約定証第四条改正（借
地代米及水腐手当米納方の儀の件）

明治十五年 １８８２

明治３４６ 勧解願（賃金催促請求につき） 明治十六年三月廿日 １８８３

明治３４７ 委任状（貸金催促の儀の訴訟事件の権限代理に
つき）

明治十六年三月廿日 １８８３

明治３４８ 記（岐阜治安裁判所召喚状請取につき） 明治十六年三月廿三日 １８８３

明治３４９ 水開キ場所障害ノ訴答（曽我屋村外１か村、河
渡村地内用水路西縁作場道を北方道定尺まで削
除すべき事を請求につき答弁書）

明治十六年十月十一日 １８８３

明治３５０ 賃金請求勧解済口御届（勧解に基づき滞金皆済
につき）

明治十六年四月六日 １８８３

明治３５１ 戸籍写（美濃国方県郡河渡村２番地居住村木忠
一外４名）

明治十七年四月十一日 １８８４

明治３５２ 戸籍写（美濃国方県郡河渡村２番地居住村木忠
一外４名）

明治十七年四月十一日 １８８４

明治３５３ ① 第壱回論弁書（水開場所障害訴訟にて河渡村地
内用水路西縁作場道揚土削除請求控訴にて論弁
書）

明治十七年五月十三日 １８８４

明治３５３ ② 第二論弁書（水開場所障害訴訟にて河渡村地内
用水路西縁作場道揚土削除請求にて、論弁書）

明治十七年十二月十七日 １８８４

明治３５３ ③ 願書（水開場所障害訴訟にて河渡村地内用水路
西縁作場道揚土削除請求の儀、論所実地に見極
めるよう照会されたきにつき）

明治十八年一月十三日 １８８５

明治３５４ 方県郡一小区等級表（４８か村の一村毎の田・
畑・宅地の地価平均表）

明治３５５ 第壱回論弁書（水開場所障害訴訟にて河渡村地
内用水路西縁作場道揚土削除請求控訴にて論弁
書）

明治十七年五月十三日 １８８４

明治３５６ 受負証（小家１棟入用諸色、金１１円７９銭） 明治十七年七月廿七日 １８８４

明治３５７ 記（５０銭金子入書状１通請取にて受取合符渡す
処、受取人より幸便出来、合符引換えて書状渡
す儀につき上申書）

明治十八年三月 １８８５

明治３５８ 明治十八年酉七月一日水災ニ付救助候ニテ下付
金（一覧表）

（明治１８年７月１日） １８８５

１３８



作 成 受 取 形態 数 備 考

河渡村外十三ヶ村伏越組合惣代邨木忠
一

本巣郡只越村戸長役
場御中

一紙 １

本巣郡只越村、伏越組合十四ヶ村惣代
方県郡木田村、同断方県郡河渡村邨木
忠一（印）

一紙 １

右（岐阜県方県郡河渡村二番地平民農
原告）邨木忠一

岐阜治安裁判所長判
事補三村正立殿

一紙 １ 挟込みあり

村木忠衛（印） 村木忠一殿 一紙 １

曽我屋村鷲見彦七（印）、代人鷲見庄
九（印）

村木忠一殿 切紙 １

右（岐阜県美濃国方県郡河渡村平民市
側安造外総代河渡村平民被告）邨木忠
一・後藤市郎

岐阜始審裁判所長判
事藤崎成言殿

縦 １

岐阜県美濃国方県郡河渡村原告邨木忠
一、同県同国同郡曽我屋村被告鷲見彦
七

岐阜治安裁判所長判
事補三ツ村正立殿

一紙 １

右（河渡）村戸長後藤市郎（印） 一紙 １

右（河渡）村戸長後藤市郎（印） 一紙 １

原告代言人戸崎仁平、原告人村木国吉 名古屋控訴裁判所判
事小杉通吉殿

縦 １ 明治３５３①～③は綴られている、
明治３５５と同内容、朱書「小杉
殿 十七年 第百廿四号」

原告代言人大谷木備一郎、原告人小林
市平

名古屋扣訴裁判所判
事近藤秀寛殿

縦 １ 表紙「第百廿四号 本年 近藤判
事殿」

原告惣代小林市平、原告代言人大谷木
備一郎

名古屋扣訴裁判所判
事近藤秀寛殿

縦 １ 「十七年 第百廿四号」とあり

縦 １ 「十七年五月十三日」と鉛筆書
きあり

原告代言人戸崎仁平、原告人村木国吉 名古屋控訴裁判所判
事小杉直吉殿

縦 １ 明治３５３①と同内容

受負人島川新平（印） 河渡橋頭取・事務掛
御中

縦 １

美濃国方県郡河渡郵便局詰村木忠一
（印）

駅逓局監察掛御中 一紙 １

縦 １ 挿入紙３点あり

１３９



番 号 表 題 年 代 西暦

明治３５９ 〔金１００円借用につき借用金割済証券並びに講
金借用証書の抵当地内重筆の所、一筆取消につ
き約定書〕

（明治１１年１２月～明治
１９年１月８日）

１８７８

明治３６０ 約定書（講金借用証書の抵当地内重筆の所、一
筆取消につき）

明治十九年一月八日 １８８６

明治３６１ 請書（金員貸附の処、田租不納により抵当地所
公売にて剰余金下げ渡しにつき）

明治十九年十二月廿一日 １８８６

明治３６２ 〔厚見郡鳥屋村内地所売渡証券並びに地券書換
願〕

（明治１９年４月２０日） １８８６

明治３６３ 養蚕新説（写） （明治１９年５月１５日） １８８６

明治３６４ 宅地借用証書（河渡村内宅地、２か年期限にて
借用につき）

明治十九年十二月三十
一日

１８８６

明治３６５ 庶乙第一三二号（郵便電信局及郵便局電信局、
図書取扱手続定めるにつき）

明治二十年六月九日 １８８７

明治３６６ 〔郵便切手売下廃業願並びに郵便切手売下継続
御許可願〕

明治二十年八月九日 １８８７

明治３６７ 〔美濃国河渡郵便局市内外集配部内村数・戸
数・人口書上〕

明治二十一年三月廿四日 １８８８

明治３６８ 〔号外訓諭及び信書秘密の意義につき逓信省の
解釈書送付状〕

明治廿二年三月廿六日 １８８９

明治３６９ 渡船継続願（明治２２年７月岐阜県令第５０号を遵
守し渡船営業継続許可下されたきにつき下書）

（明治２７年５月） １８９４

明治３７０ 〔災害時の田方損毛歩合詳細取調べ実地検査の
上、地損額貸与願雛形〕

明治廿二年十月 １８８９

明治３７１ 登記願（曽我屋村地内の地所など買受け登記済
にて、抵当書入れ願いにつき）

明治廿二年十一月十一日 １８８９

明治３７２ 〔郵便切手買下請求書など綴〕 （明治２３年１月９日～３
月３１日）

１８９０

明治３７３ 意見書（鏡島村に切手売下所新設願いあるにて
土地の状況など陳述につき）

明治二十三年二月 １８９０

明治３７４ 〔郵便受取所開始につき請書・郵便帳簿類返納
届など綴〕

（明治２３年３月２５日～
明治２６年２月１２日）

１８９０

明治３７５ 〔郵便局長奉職中事務勉励につき慰労金給与辞
令〕

明治二十三年四月一日 １８９０

明治３７６ 〔郵便局長奉職中事務勉励につき慰労手当金給
与辞令及び伝達の条、請書差出すようにつき達
し〕

明治廿三年四月一日 １８９０

１４０



作 成 受 取 形態 数 備 考

縦 １

大野郡森村大平忠兵衛借用証保証人大
平小三郎（印）、公証人広瀬政七（印）

村木豊七講取締村木
忠一殿、吉田友十郎
殿、国井為造殿

一紙 １

方県郡河渡村村木豊七講取締村木忠
一、国井為造

大野郡唐栗村外六ヶ
村戸長矢野才治郎殿

一紙 １

縦 １

同（岩代）信夫佐藤源之助著 縦 １ 「岩代伊達 渡辺明義校正」と
あり

方県郡河渡村森田安衛（印）、保証人
高橋徳松（印）

地主村木秀成殿 一紙 １

名古屋逓信管理局長吉村恕介 郵便電信局、郵便局、
電信局

縦 １

一紙 １

美濃国方県郡三等河渡郵便局長村木忠
一

名古屋逓信管理局庶
務課御中

一紙 １ 『岐阜市史史料編近代一』p．６５３
に収載

逓信大臣秘書官若宮正音 河渡郵便局長村木忠
一殿

縦 １

方県郡河渡村六十三番戸平民稲葉栄
二、同郡同村六十六番戸平民村木勘吾、
同郡同村七十四番戸平民村木光郎、厚
見郡鏡島村上松万造、同郡江崎村、方
県郡河渡村総代後藤市郎、厚見郡江崎
村総代、同郡鏡島村総代

岐阜県知事曽我部道
夫殿

一紙 １ 明治３８６①と同内容

縦 １

方県郡曽我屋村村木国吉 縦 １

（河渡郵便局御中） 綴 １ １５点あり

美濃国方県郡河渡郵便局長村木忠一 岐阜郵便電信局長古
市八音殿

縦 １

綴 １ １７点あり、『岐阜市史史料編近
代一』pp．６５３～６５４に一部収載

逓信省 元河渡郵便局長村木
忠一

一紙 １

岐阜郵便電信局長古市八音（印） 元河渡郵便局長村木
忠一殿

一紙 １ 朱書「岐乙第一二四号」

１４１



番 号 表 題 年 代 西暦

明治３７７ 後見人証明願（村木秀雄は私後見人につき） 明治廿四年六月十日 １８９１

明治３７８ 後見人証明願（村木秀雄は私後見人につき） 明治廿四年六月十日 １８９１

明治３７９ 〔河渡村外３か村組合村々税勘定書など綴〕 （明治２４年４月２９日～９
月７日）

１８９１

明治３８０ 〔郵便受取所取扱人更迭により、規則に準じ事
務受渡届書差出すようにつき通牒〕

明治廿四年十二月廿一日 １８９１

明治３８１ 地目変換届（河渡村地内元宅地・畑の地目変換
につき）

明治廿四年四月十四日 １８９１

明治３８２ 御願（長良川通河渡村橋梁、６月２３日の洪水の
為破潰・流出にて修繕・落成まで渡船許可につ
き）

明治廿五年七月十八日 １８９２

明治３８３ 渡船継続願（明治２５年６月洪水の為、落橋後に
渡船許可にて営業の処、年限本月末までにて向
こう５年間営業許可につき）

明治廿七年五月 １８９４

明治３８４ ① 御願（河渡橋落橋後、仮渡船許可にて営業の処、
指令の賃銭では船越人夫賃も払い兼ねるにつき
賃銭更正につき）

明治二十五年十一月十
六日

１８９２

明治３８４ ② 渡船賃（請求の人馬・人力車など渡船賃書上） （明治２５年１１月） １８９２

明治３８４ ③ 〔渡船賃改正願許可通知〕 明治廿五日十二月二日 １８９２

明治３８５ 〔河渡郵便受取所書類引継の内、引継ぎ洩れの
由にて取調べの上、引継書調製の上渡すように
つき照会〕

明治廿六年六月一日 １８９３

明治３８６ ① 渡船継続願（明治２２年７月岐阜県令第５０号を遵
守し渡船営業継続許可下されたきにつき）

明治廿七年五月 １８９４

明治３８６ ② 渡船継続願（明治２５年６月洪水の為、落橋後に
渡船許可にて営業の処、年限本月末までにて向
こう５年間営業許可につき）

明治廿七年五月十六日 １８９４

１４２



作 成 受 取 形態 数 備 考

右（方県郡河渡村番戸）村木忠一 方県郡河渡村外三ヶ
村組合村長鷲見初治
殿

一紙 １

右（方県郡河渡村番戸）村木忠一 方県郡河渡村外三ヶ
村組合村長鷲見初治
殿

一紙 １

綴 １ ４点あり

岐阜郵便電信局郵便課（印） 河渡郵便受取所御中 一紙 １ 朱書「郵第一三三六号」

右地主村木忠一（印）、方県郡河渡村
外三ヶ村組合村長鷲見初次（印）

岐阜県知事小崎利準
殿

一紙 １

方県郡河渡村橋株主惣代稲葉栄二
（印）・後藤市郎（印）・村木光郎（印）・
村木勘吾消印代印村木敬四郎

縦 １

方県郡河渡村六十三番戸平民渡船営業
人稲葉栄二、同郡同村六十六番戸平民
同上村木勘吾、同郡同村七十四番戸平
民同上村木光郎、厚見郡鏡島村同上上
松万造、同郡江崎村同上、方県郡河渡
村総代後藤市郎、厚見郡江崎村総代、
同郡鏡島村惣代

一紙 １ 明治３８６②と同内容

方県郡河渡橋惣代村木光郎（印）、稲
葉栄二（印）

岐阜県知事小崎利準
殿

一紙 １ 明治３８４①～③はこより紐で綴
られている

一紙 １

方県郡河渡村外三ヶ村組合役場（印） 河渡村村木勘吾殿外
五名

一紙 １ 朱書「岐阜県指令戊第九五六五
号」

美江寺郵便局（印） 元河渡郵便受取所御
中

一紙 １

方県郡河渡村六十三番戸平民稲葉栄
二、同郡同村六十六番平民村木勘吾、
同郡同村七十四番戸平民村木光郎、厚
見郡鏡島村上松万造、同郡江崎村、方
県郡河渡村総代後藤市郎、厚見郡江崎
村総代、同郡鏡島村総代

岐阜県知事曽我部道
夫殿

一紙 １ 明治３８６①～③はこより紐で綴
られている、明治３６９と同内容、
「不用」とあり

方県郡河渡村六十三番戸平民元河渡橋
総代渡船営業人稲葉栄二、同郡同村六
十六番戸平民同上村木勘吾、同郡同村
七十四番戸平民同上村木光郎、厚見郡
鏡島村同上上松万造、同郡江崎村同上、
方県郡河渡村総代後藤市郎、厚見郡江
崎村総代塩谷柳平、同郡鏡島村総代加
藤又四郎

岐阜県知事曽我部道
夫殿

一紙 １ 明治３８３と同内容、「扣」とあり、
奥書に方県郡河渡村外三ヶ村組
合村長村木敬次郎の名前あり

１４３



番 号 表 題 年 代 西暦

明治３８６ ③ 〔河渡村渡船路絵図〕 （明治２７年５月） １８９４

明治３８７ 登記変更願（改名にて河渡・曽我屋村地内田地
などの登記簿訂正につき）

明治廿七年十一月十六日 １８９４

明治３８８ 地所売渡証書謄本（河渡村地内畑５畝２６歩、代
金４１円余にて売渡しにつき）

明治廿九年三月三十一日 １８９６

明治３８９ 明治三十年水災ニ付地租特免願（８月５日・９月３０
日の洪水にて収穫無く、本年法律第２２号により
地租特免願いにつき）

明治三十一年八月三十日 １８９８

明治３９０ 〔生津村地内田地など地券変換・地盤丈量届〕 （明治３１年１２月） １８９８

明治３９１ 〔生津村地内畑地土地分筆届・地盤丈量届〕 （明治３２年１２月） １８９９

明治３９２ １ 証明願（当事者間の岐阜区裁判所本年度７２１号
事件取消につき）

明治三十七年十二月九日 １９０４

明治３９２ ２ 支払命令申請書（途中書き） （明治３７年ヵ） １９０４

明治３９３ 明治三十五年度決算書 明治三十六年三月 １９０３

明治３９４ 明治三拾六年度所得税減損届 明治三十七年一月 １９０４

明治３９５ 為取替申済口一札之事（寺田村の内、曽我屋村
外２か村より支配の高４８８石余を自村への引き戻
し申すにて、３か村より旧来通りと申し立て出
訴の処、内熟につき）

明治３９６ 水防規則設置御願（水防組合名称、職務の区別、
組員人数などの規則）

明治３９７ 建学願書則庶務課（小学義校開業願書雛形） 年号月日

明治３９８ 架橋新設費消却法（諸経費・修繕費など書付） （明治１４～２４年） １８８１

明治３９９ 「其地紛優ノ趣キ伝エ聞シヨリ…」〔報仏の功
徳などについて書付〕

（明治６年）酉三月 １８７３

１４４



作 成 受 取 形態 数 備 考

一紙 １

方県郡河渡村村木忠一後見人村木光郎
（印）

岐阜区裁判所北方出
張所御中

縦 １

方県郡河渡村七十四番戸同居村木忠一
後見人村木光郎（印）、方県郡河渡村
親戚保証人村木忠衛（印）、村木勘吾

方県郡河渡村村木敬
次郎殿

一紙 １

青木丈次（印）、村木忠衛（印）、後藤
市郎（印）、加藤栄三（印）、上松治郎
一（印）、後藤市平（印）、森田安造（印）、
白木徳次（印）、森まつゑ（印）、江崎
よそ（印）、森新七（印）、高西富吉（印）、
高西純一（印）、江崎彦八（印）、白木
市次（印）、白木儀市（印）、細井政七
（印）、後藤藤七（印）、村木忠一（印）、
後藤増吉（印）、上松松平（印）、白木
徳次、村木勘吾（印）、水谷徳八（印）、
水谷徳太（印）、市川愛吉（印）、村木
敬次郎（印）、水谷文造（印）、後藤松
平（印）、馬渕利八（印）、稲葉栄二（印）、
馬渕末吉（印）、村木勘吾（印）、関谷
五平、森田勝太（印）、島川新平（印）、
青木秀吾（印）

名古屋税務管理局長
司税官大塚貢殿

縦 １ 表紙「大字河渡分」

（本巣郡合渡村大字河渡地主村木光郎） 縦 １

（本巣郡合渡村大字河渡地主村木光郎、
村木敬次郎）

（名古屋税務管理局） 縦 １

右（原告）日比野ひで（印）、（被告）
森宗雄（印）

岐阜区裁判所執達吏
役場御中

一紙 １ 明治３９２―１～―２は重ね折られて
いた

一紙

美濃開墾合資会社理事村木敬次郎、社
長高木郁助

社員御中 縦 １ 挿入紙１点あり

本巣郡合渡村字河渡村木忠一 北方税務署長岩田周
次郎殿

縦 １

方県郡寺田村戸長小林此造（印）、副
長小林文吾（印）、下曽我屋村戸長鷲
見順平（印）、副長鷲見幾治（印）、一
日市場村戸長国井為造（印）、副長国
井茂（印）、小島村戸長戸部新衛（印）、
副長名和嘉七（印）

一紙 １ 奥書に「下西郷村野々村佐兵衛
（印）、河渡村村木忠一（印）」
とあり

第七大区十一小区方県郡河渡村、同大
区二小区本巣郡生津村

一紙 １

七十四番有隣舎 縦 １ 表紙「用美濃紙六十目」

縦 １

縦 １

１４５



番 号 表 題 年 代 西暦

明治４００ 河渡郵便局市外集配巡路取調明細図

明治４０１ 帝国軍人後援会会員証（賛助会員） 明治四十年三月三日 １９０７

明治４０２ 〔河渡村地籍図〕 明治六年十一月 １８７３

明治４０３ 小学校役員事務章程議案（主者・監事・会計な
どの職務内容など）

明治４０４ 金三郎へ貸金之覚（元利金・引残金など書付）

明治４０５ 渡船継続願（明治２５年の大洪水にて河渡橋落橋
後に渡船許可の処、橋再設の資本金５か年間積
立にて、その間仮渡船継続につき）

明治廿七年四月 １８９４

明治４０６ 壬申十一ヶ月分死亡御届 （明治５年）壬申十二月 １８７２

明治４０７ 聯合会議事規則

明治４０８ 〔方県郡小学通常科・高等科教則原案並びに通
常小学下等・上等教則、高等小学校下等・上等
教則〕

明治４０９ 乙号議按明治十五年村社及学校費支出予算表 明治十五年九月会場 １８８２

明治４１０ 証（金２００円預かりにつき） 明治十二年六月廿日 １８７９

明治４１１ 記（郵便葉書代金の前金上納にて郵便葉書渡さ
れたきにつき）

明治十七年三月三日 １８８４

明治４１２ 呼出状（水開場所障害の上告事件にて答弁書携
帯し大審院へ出頭につき）

明治十九年三月九日 １８８６

明治４１３ 記（聨合会議長・副議長など投票結果・改正委
員名など書付）

（９月８～１４日）

明治４１４ 請負証（坪代金など書付） 二月十一日

明治４１５ 〔悪水路の件、勧解願出につき裁判所へ出頭通
知〕

明治十三年六月十八日 １８８０

１４６



作 成 受 取 形態 数 備 考

一紙 １

帝国軍人後援会会長子爵榎本武揚（印） 村木忠一殿 一紙 １

第七大区十一ノ小区方県郡河渡村戸長
村木忠一、副戸長村木勘吾・白木門一

一紙 １

縦 １ 朱書「第二号」

縦 １

右（方県郡河渡橋）架橋総代稲葉栄二
（印）、村木勘吾（印）、村木光郎（印）、
後藤市郎（印）、上松万造（印）、塩谷
新吾（印）、真鍋半一（印）

岐阜県知事曽我部道
夫殿

縦 １ 明治３２５と同内容、奥書で「方
県郡河渡村外三ヶ村組合長村木
敬次郎（印）」とあり

第百区方県郡上曽我屋村超宗寺住職鷲
見了成

長谷部岐阜県令殿 縦 １

縦 １ 第１条～２７条まであり

縦 １ 朱書「第一号」

一紙 １ 「河渡村会記事第二号」とあり

方県郡河渡村邨木忠一（印） 本巣郡生津村西堀弥
市殿、岡田文太郎殿

一紙 １

厚見郡鏡島村郵便切手売下所戸長大洞
俊吉（印）

河渡郵便局詰村木忠
一殿

一紙 １ 綴じ穴跡あり

大審院（印） 岐阜県美濃国方県郡
河渡村

一紙 １

一紙 １

西町市川元衛、森田永吉 役場御中 一紙 １

岐阜区裁判所（印） 方県郡河渡村戸長白
木嘉平（印）、同郡
寺田村戸長小林市平
（印）、同郡曽我屋
村戸長曽我部仲衛
（印）、同郡木田村
戸 長 坂 口 太 八 郎
（印）、同郡上尻毛
村戸長村瀬伊作、同
郡下尻毛村戸長春日
善三郎（印）、同郡
黒野村戸長伊藤治八
（印）、同郡東改田
村戸長近藤半兵衛、
同郡又丸村戸長大野
嘉左衛門（印）、同
郡川部村戸長福島精

一紙 １ 「第三千百十九号」とあり

１４７



番 号 表 題 年 代 西暦

明治４１６ 奉公人御請書（高橋甚三倅甚吉、半年季奉公に
つき）

明治廿四年十二月十七日 １８９１

明治４１７ 方県郡各小学校聨合会規則

明治４１８ 原告訴訟用紙数記

明治４１９ 第一回上申書（水開場所障害訴訟にて河渡村地
内用水路西縁作場道揚土削除請求にて、被告上
申の趣意書下書）

（明治）十七年十二月
三日

１８８４

明治４２０ 〔長良川境界訴訟につき河渡村より不当申掛の
訴答書〕

（明治７年７月２７日） １８７４

明治４２１ 〔北海道国有の未開地処分法により、十勝国河
西郡帯広市街予定地貸下願・起業方法書・委任
状〕

明治４２２ 〔１４か村組合板谷川堤防及び糸貫川伏越樋入費
割賦改正差拒み訴訟の名古屋裁判所岐阜支庁判
決文への建議・弁解書〕

（明治１１年） １８７８

明治４２３ 現今切レ残リ堤高低改縮図（曽我屋村地内横小
堤切所築立場所図）

明治十年九月 １８７７

明治４２４ 〔御東幸并大小候（侯）伯中下大夫上士之面々
東下之節人馬遣高定・御東幸中人馬賃銭定など
達し〕

（明治２年）二月 １８６９

明治４２５ 万代鑑（大名番付）

明治４２６ 〔字中島・字土井内図面〕

明治４２７ 曽我屋村地内横小堤切所築立約定（築立方法・
人夫委託などの規則確守につき）

明治４２８ 〔九尺堀・慶応圦樋など寸尺など書付〕 （明治１２年７～８月） １８７９

明治４２９ 記（水開場所障害上告事件呼出状の送達賃銭受
取につき）

明治十九年三月十四日 １８８６

明治４３０ 明治八年村費仮割写 （明治８年） １８７５

明治４３１ 〔明治８・９年勘定帳写〕 （明治８・９年） １８７５

明治４３２ 明治九年勘定帳写 （明治９年） １８７６

明治４３３ 丑年勘定帳写 （慶応元年） １８６５

明治４３４ 地券税納通（地方税金３円３９銭余りを納入につ
き）

（明治１０年） １８７７

１４８



作 成 受 取 形態 数 備 考

一（印）、本巣郡生
津村戸長加藤栄三、
同郡高屋村戸長八代
久平、同郡馬場村戸
長関谷五平、同郡柱
本村戸長木之村桂
治、同郡北方村戸長
柴田精

方県郡河渡村親高橋甚三（印）、保証
人市側房吉（印）

御主人村木光郎殿 一紙 １

縦 １ 第１条～２４条まであり

縦 １

ヒ告代言人早皮賢次 名古屋扣訴御才判所
判事近藤秀雪殿

縦 １

縦 １ 明治２２３の一部分と同内容

岐阜県本巣郡合渡村大字河渡 縦 １

縦 １

一紙 １ 「勧第四千三百八十三号」とあ
り、２７．４×４０．７�

駅逓御役所 中山道守山宿より板
橋宿迄宿々伝馬所役
人

縦 １

一紙 １ 印刷物

一紙 １ 「字中島段別八畝分」「字土居
内段別壱畝二十分」とあり

縦 １

縦 １

岐阜始審裁判所使丁取締（印） 河渡村御中 切紙 １ 明治４２９～４３４はこより紐一括

切紙 １

切紙 １

切紙 １

（生津村）庄屋久米助 河渡忠兵衛 切紙 １

第七大区十一小区方
県郡河渡村村木忠一

切紙 １ 印（加藤）あり

１４９



番 号 表 題 年 代 西暦

明治４３５ 〔宅地・藪反別など書付図面〕

明治４３６ 〔日吉山王社周辺など書付図面〕

明治４３７ 奉願上候（願明寺明恵病気にて実子恵了へ後住
相続願い上げにて、本山より県庁表へ添書申し
渡すようにつき）

（明治５年７月） １８７２

明治４３８ 晨損流出亡失破損手当願（筵・鍬などの流出・
破損物など書上）

明治廿九年十月四日 １８９６

明治４３９ 帰命无量寿如来（経）

明治４４０ 〔日時計節季寸尺表〕 于時慶応四戊辰年四月
十二日作之モノ也

１８６８

明治４４１ 〔日時計節季寸尺表〕 于時慶応四戊辰年四月
十二日作之者也

１８６８

明治４４２ １ 通常上等小学教則

明治４４２ ２ 高等小学教則

明治４４２ ３ 通常小学下等教則

明治４４３ 記（村費延滞金清算にて奥印依頼につき） 明治十六年三月十二日 １８８３

明治４４４ 〔税金・学校新築費など株金差引予算表〕

明治４４５ 〔郵便取扱役手当の外に職務取扱諸費金支給に
つき辞令〕

明治十六年三月一日 １８８３

明治４４６ 改名候ニ付土地台帳名義変更届（村木秀雄義、
忠一と改名につき）

（明治２６年１２月７日） １８９３

明治４４７ 〔郵便受取所取扱人辞令伝達につき請書差し出
すよう通知〕

明治廿四年十二月廿一
日

１８９１

明治４４８ 〔曽我屋・寺田村に係る水開場所障害の控訴答
弁にて代言依頼につき約定書〕

明治十七年四月廿四日 １８８４

明治４４９ 〔濃尾震災見舞状〕 明治廿四年十一月二日 １８９１

明治４５０ 〔別紙の証書入用にて調製差出しなどにつき書
状〕

（明治）二十四年十二
月二十一日

１８９１

明治４５１ 〔河渡村持分地方税など納入証一括〕 （明治１８年１月１５日～
明治１９年５月１日）

１８８５

明治４５２ 〔郵便取扱役手当并に職務取扱諸費支給の旨、
駅逓局より辞令など回すにつき請書差し出すよ
う通知〕

明治十六年三月九日 １８８３

明治４５３ 御請書（手当金下賜并に郵便局職務取扱諸費支
給の辞令・達書受取にて請書雛形）

年月日（明治１６年３月）１８８３

明治４５４
～５００

（欠番）

明治５０１ 乍恐以書付奉願上候（人力車持の者、宿稼生活
にて御鑑札差下げるようにつき）

明治六年四月 １８７３

１５０



作 成 受 取 形態 数 備 考

一紙 １

一紙 １ ほ１～３と関連

門徒惣代河渡村村木元忠、市川久三、
同（河渡）村願明寺

御本坊 一紙 １ 明治２０７と関連

方県郡河渡村村木粂二（印）、家内男
三人・女弐人

河渡村外三ヶ村組合
長鷲見兵吉殿

一紙 １

縦 １

一紙 １

一紙 １

邨木 一紙 １

邨木 一紙 １

邨木 一紙 １

邨木忠一（印） 戸長後藤市郎殿 一紙 １

縦 １ 「毎会弐百個ノ抽籤ヲ以て税金
ヲ出ス左ノ如シ」とあり

駅逓局 美濃国方県郡河渡郵
便局

一紙 １

方県郡河渡村七十二番戸村木忠一後見
人同郡同村七十四番戸村木光郎（印）

岐阜県知事曽我部道
夫殿

一紙 １

岐阜郵便電信局郵便課長代理郵便電信
局書記横山鎮雄（印）

美濃国方県郡河渡村
村木光郎殿

一紙 １ 朱書「親第一三一号」

美濃国方県郡河渡村惣代邨木忠一
（印）、後藤市郎（印）

美濃部貞亮殿 一紙 １

護持会（印） 故忠一殿遺族方御中 切紙 １

松橋書記 村木光郎殿 切紙 １

綴 １ １３枚、綴紐はとれていて、こよ
り紐で一括されている

岐阜県 河渡郵便局 一紙 １ 明治４５２・４５３はこより紐で綴ら
れている

岐阜県管下何国何郡何村（又ハ何村之
内何所）何等郵便取扱役何之誰印

駅逓総官野村靖殿 一紙 １

右（河渡）村年番戸長村木忠一（印） 小崎岐阜県参事殿 縦 １

１５１



番 号 表 題 年 代 西暦

明治５０２ 第百区出生死亡入籍送籍寄留出入御届書 明治六年一月ヨリ同十
二月迄テ

１８７３

明治５０３ 記（作船艘数届） （明治）七年十一月廿
二日

１８７４

明治５０４ 他局照会書并切手売下所報告書 （明治１０年９月１１日～
明治１６年１２月１９日）

１８７７

明治５０５ 〔郵便経費勘定表〕 （明治１７年１月～明治１８
年９月）

１８８４

明治５０６ 〔郵便切手・葉書代金上納にて下げ渡し依頼書
類綴〕

（明治１７年４月１２日～１２
月３０日）

１８８４

明治５０７ 〔郵便切手・葉書請求書・戸数人口表など綴〕 （明治１９年１月１６日～
明治２１年１月２日）

１８８６

明治５０８ 貯金通帳受渡帳 明治二十一年二月 １８８８

明治５０９ 通常費受領証 明治廿一年十一月 １８８８

明治５１０ 検査簿（貯金高・経費金受払簿など確認につき） （明治１９年８月３１日～
明治２２年５月２８日）

１８８６

明治５１１ 岐阜県下美濃国河渡駅郵便局集配絵図

明治５１２ 〔第五学区聨合村会議員当選につき達書〕 明治十七年十二月十二日 １８８４

明治５１３ 御請（第五学区聨合村会議員当選にて承知につ
き）

明治十七年十二月十二日 １８８４

明治５１４ 当選状（聨合村会議員に当選につき通知） 明治十八年一月 １８８５

明治５１５ 〔第五学区聨合村会へ郡長欠席にて、議長に指
定につき依頼状〕

明治十八年一月十六日 １８８５

明治５１６ 記（講利掛金請取につき） 明治十九年十二月廿一日 １８８６

明治５１７ 〔造酒方法書・酒桶容量取調書・酒造製造日誌
など酒造関連書類綴〕

（明治１６年３月～明治２３
年）

１８８３

明治５１８ 〔自家用料酒製造届・日誌など酒造関連書類綴〕 （明治２１年９月２９日～
明治２８年１月２３日）

１８８８

明治５１９ 〔後見人証明願・登記変更願〕 （明治２７年１１月１６日） １８９４

明治５２０ 御願（洪水により麦菜種収穫の目途無きににつ
き救助願）

（明治２５・２６年ヵ） １８９２

明治５２１ 熟談約定書（河渡村外１３か村組合悪水路の穂積
村地内借地掟米の儀、地租改正にて減米につき）

明治５２２ 甲号議按明治十二年度本村費支出予算表 明治十二年七月会場 １８７９

明治５２３ 御尋ニ付以書付奉申上候（文久元酉年の渡船場
馬船打替え普請諸入用書付）

明治元辰年十二月 １８６８

１５２



作 成 受 取 形態 数 備 考

合六ヶ村年番戸長村木扣 縦 １ 裏表紙の綴じ紐部分に結び文あ
り

右（方県郡河渡）村戸長村木忠一（印） 一紙 １ 裏に書き込みあり

河渡郵便局 縦 １

（管下美濃国方県郡河渡郵便局） 綴 １ 虫ピンで綴られていたが、資料
保存のためはずす

（河渡郵便局詰村木
忠一殿）

縦 １ 一部分虫ピンで綴られていた
が、資料保存のためはずす

（河渡郵便局） 縦 １ 明治２１年１月１日調の戸数人口表
あり

河渡郵便局 縦 １

河渡三等郵便局 縦 １

河渡三等郵便局 縦 １

一紙 １

岐阜県厚見・各務・方県郡長駒田正忠
（印）

方県郡河渡村村木忠
一殿

一紙 １

方県郡河渡村邨木忠一 岐阜県厚見・各務・
方県郡長駒田正忠殿

一紙 １

方県郡河渡村外三ヶ村戸長役場（印） 村木忠一殿 一紙 １

岐阜県厚見・各務・方県郡長駒田正忠
（印）

第五学区聨合村会議
員村木忠一殿

一紙 １

河渡村村木貴七講取締人村木忠一
（印）、国井為造（印）

大平忠兵衛殿代理大
平小三郎殿、大平柳
平殿

一紙 １

（村木忠一） 縦 １ 挿入紙１点あり

（村木忠一） 縦 １

縦 １

方県郡河渡村 縦 １

方県郡河渡村外十三ヶ村戸長惣代何之
誰

縦 １

縦 １ 「河渡村会記事第一号」とあり

河渡宿庄屋広助（印）、同（庄屋）後
見忠兵衛（印）

笠松県御役所 一紙 １

１５３



番 号 表 題 年 代 西暦

明治５２４ 〔岐阜県令よりの下曽我屋村鎮座津社を郷社に
定めるの達し、心得るにつき請書〕

明治六年一月 １８７３

明治５２５ ① 記（板谷川組合諸経費割村高書付） （明治）十九年一月十
七日

１８８６

明治５２５ ② 記（地籍編纂集会下用割合金など受取につき） （明治）十八年九月六日 １８８５

未１ １ 覚（つるべなど代金受取につき） （明治）廿五年二月 １８９２

未１ ２ 記（油・くずなど代金請取につき） （明治２５年ヵ）辰二月 １８９２

未１ ３ 記（油代済みにつき） 辰二月

未１ ４ ０ 〔括り紐〕

未１ ４ １ 「証文 徳兵衛」〔包紙〕

未１ ４ ２ 〔高・掟米・代金など書付〕

未１ ４ ３ 覚（上畑・屋敷の出米・徳米・代金など書付）

未１ ５ 〔田畑反別・高・掟米など書付〕 （天保１４卯１２月） １８４３

未１ ６ 覚（物成勘定並びに下田反別・高・掟米など書
付）

未１ ７ 覚（田畑反別・高・掟米など書付）

未１ ８ 記（鍬やきなどの代金済みにつき） （明治）廿七年二月 １８９４

未１ ９ 覚（こんにゃく・酒・砂糖など代金書付） （明治）弐十八年八月 １８９５

未１ １０ 記（味噌代金請取につき） 亥の二月

未１ １１ 記（上たまり代金差引済みにつき） 四月十二日

未１ １２ 覚（春役御普請役人休泊并人足賃惣手并手限割
賦差引不足金差上の間、請取につき）

戌十二月十五日

未１ １３ 〔備中など代金受取につき〕 （明治）廿五年八月 １８９２

未１ １４ 覚（岩崎村・高富村金銭書付） （戌年１２月）

未１ １５ 記（当丑３月までの清算書面通りにて至急出金
依頼）

明治十一年三月十七日 １８７８

未１ １６ 記（年賦差引金額書付） （明治）廿九年三月一日 １８９６

未１ １７ 覚（不足金書付）

未１ １８ 記（木鎌など代金済みにつき） （明治）廿五年二月 １８９２

未１ １９ 〔河渡源四郎分田畑反別・高・掟米書付〕

未１ ２０ 覚（天保１４年より当戌までの７か年分居宅質入
代金・元利など書付）

（嘉永３年） １８５０

１５４



作 成 受 取 形態 数 備 考

右（第百区上曽我屋村、下曽我屋村、
一日市場村、小島村、河渡村、寺田村）
戸長、副長

岐阜県庁 一紙 １ 綴じ穴跡あり

板谷川組合事務扱所（印） 河渡村御惣代御中 一紙 １ 明治５２５①～②は糊で貼り継が
れている

みよしや勇助（印） 河渡村人民惣代御中 一紙 １

桶屋由松 丸屋様 切紙 １ 未１―１～―３６はビニール紐一括

みのや徳八 村木光郎様 切紙 １

万川や 丸屋様 切紙 １

こよ
り紐

１ 未１―４―１～―３はこより紐一括

包紙 １ 未１―４―２～―３は包紙一括

切紙 １

切紙 １

一紙 １

切紙 １

切紙 １

ミナト鍛冶屋 河渡丸屋様 切紙 １

米屋 上町丸屋様 切紙 １

丸一や 村木光郎様外弐人 切紙 １

米や庄作 村木光郎様、稲葉栄
治様

切紙 １

一つ木村兼帯庄屋小忠太 壱手惣代河渡宿忠左
衛門様

切紙 １

かじや国太郎 河渡丸屋様 切紙 １

切紙 １ 未１―２５と関連、川々普請諸入用
割賦金関連ヵ

村木忠一 加藤耕三殿 切紙 １

村木粂□ 村木光郎様 切紙 １ 下部破損

水人嘉栄以 河渡泰次郎様 切紙 １

みなとかじや 河渡丁村木忠市様 切紙 １

切紙 １

切紙 １

１５５



番 号 表 題 年 代 西暦

未１ ２１ 覚（田畑反別・高書付）

未１ ２２ 記（紙・油・縄など代金受取につき） 酉八月

未１ ２３ 記（わりこ・うなぎ代金書付） 酉八月

未１ ２４ 〔人足数・賃銭・道直しなどの代金書付〕 酉八月

未１ ２５ 覚（岩崎村への返金書付） 戌十二月廿三日

未１ ２６ 〔下曽我屋村庄次郎出掛けの件・利足金の件な
ど承知、�人旅宿の件などにつき書状〕

十月廿一日

未１ ２７ ０ 〔括り紐〕

未１ ２７ １ 記（ふのりなど代金受取につき） （明治２９年）申二月 １８９６

未１ ２７ ２ 記（緋金巾など代金請取につき） （明治２９年）申二月 １８９６

未１ ２７ ３ 記（料理代金済みにつき） （明治）二十九年二月 １８９６

未１ ２７ ４ 記（鍬先・備中代金受取につき） （明治）廿九年二月 １８９６

未１ ２７ ５ 〔献立書付〕 （明治２９年２月２４日） １８９６

未１ ２８ 〔４月４・５日神事あるにて遊び来るよう誘いに
つき書状〕

三月三十一日

未１ ２９ ０ 〔括り紐〕

未１ ２９ １ ０ 〔括り紐〕

未１ ２９ １ １ 記「八年過米 一五斗七升三合 此金弐円…」（不
足金差引勘定書付）

（明治８年） １８７５

未１ ２９ １ ２ 記（組合割賦など決済にて清算につき） 三月十六日

未１ ２９ ２ ０ 〔括り紐〕

未１ ２９ ２ １ 記（代金請取につき） （明治２７年）午八月 １８９４

未１ ２９ ２ ２ 記（小豆など代金受取につき） （明治２７年）午八月 １８９４

未１ ２９ ２ ３ 〔年賦・利子金銭など書付〕

未１ ２９ ２ ４ 記（むきみなど代金請取につき） （明治）廿七年八月 １８９４

未１ ２９ ２ ５ 記（酢・酒など代金勘定書付） （明治２７年）午八月 １８９４

未１ ２９ ２ ６ 記（代金請取につき） （明治２７年）午八月 １８９４

未１ ２９ ２ ７ 記（酒肴・寿司・鯰など代金請取につき） （明治２７年）午八月 １８９４

未１ ２９ ２ ８ 記（水車代金受取につき） （明治２７年）八月 １８９４

未１ ２９ ２ ９ 記（たばこなど代金請取につき） （明治２７年）午八月 １８９４

未１ ２９ ２ １０ 記（鍬先など代金済みにつき） （明治２７年）午八月 １８９４

未１ ２９ ２ １１ 覚（桶代金受取につき） （明治）廿七年八月 １８９４

１５６



作 成 受 取 形態 数 備 考

切紙 １

（印：美濃方県郡河渡駅伊奈波屋） 河渡村人民惣代御中 切紙 １

美よしや勇吾 御村方様村木様 切紙 １

村方御惣代村木忠一
様

切紙 １

笠松御用会所（印） 河渡宿忠左衛門様 切紙 １ 未１―１４と関連、川々普請諸入用
割賦金関連と思われる

河渡宿市川長兵衛 笠松ニ而 村木忠左
衛門

切紙
（包紙
共）

１

紙紐 １ 未１―２７―１～―５は紙紐一括

さわや勘吾 村木忠一様 切紙 １

三河屋 村木様 切紙 １

新町若竹屋（印：北方新町若竹屋店） 河渡村村木光郎様 切紙 １

ミナトか□□（じ屋） 河渡町丸屋様 切紙 １

北方新町若竹屋 河渡村村木様 切紙 １

松井宗七 村木大君 切紙 １

紐 １ 未１―２９―１～―１９は紐一括

こよ
り紐

１ 未１―２９―１―１～―２はこより紐一括

切紙 １

生津村加藤栄三 河渡村村木忠一殿 切紙 １

紙紐 １ 未１―２９―２―１～―１６は紙紐一括

さわや勘吾 架橋御中 切紙 １

米屋庄八 丸屋様 切紙 １

切紙 １

魚源 村木光次様 切紙 １

塩谷粂二 村木光郎様 切紙 １

さわや勘吾 村木光郎様 切紙 １

美よしや 河渡村木光郎様 切紙 １

いなばや 村木光郎様 切紙 １

中山商店 村木光郎様 切紙 １

ミナトかじや 河渡中丁丸屋様 切紙 １

桶屋由松 丸屋様 切紙 １

１５７



番 号 表 題 年 代 西暦

未１ ２９ ２ １２ 記（代金受取につき） （明治）二十七年八月 １８９４

未１ ２９ ２ １３ 記（代金請取につき） （明治２７年）午八月 １８９４

未１ ２９ ２ １４ 記（笠など代金受取につき） （明治２７年）午八月 １８９４

未１ ２９ ２ １５ 記（代金受取につき） （明治２７年）午八月 １８９４

未１ ２９ ２ １６ 覚（代金済みにつき） （明治２７年）午八月 １８９４

未１ ２９ ３ 〔５か村伏越高内訳など書付〕

未１ ２９ ４ 覚（天保１１年質入れの地所、翌年より利足滞り
により質流にて田畑掟方差引勘定の件につき）

（弘化元年ヵ） １８４４

未１ ２９ ５ 覚（質地代金・利金など書付） （天保１４年ヵ） １８４３

未１ ２９ ６ ０ 〔括り紐〕

未１ ２９ ６ １ 差上申熟談証文之事（村方諸勘定出入一件にて、
村役人給米１割減、村小入用取替金利足２分減な
ど取極めにつき）

嘉永七寅年八月 １８５４

未１ ２９ ６ ２ １ 記（字中島畑反別・地価・掟米など書付）

未１ ２９ ６ ２ ２ 〔字中島などの畑反別・地価・掟米・売渡代金
など書付〕

未１ ２９ ６ ２ ３ 「酉五月廿五日 壱人 善吉 田面直し」〔日付・
人名など書付〕

未１ ２９ ６ ３ 〔小生手違いにより参上にて、再度伺うにつき
書状〕

廿九日

未１ ２９ ６ ４ 〔当春謡の義、如何するか尋ねにつき書状〕 五月九日

未１ ２９ ６ ５ 記（木代差引済につき） （明治２０年ヵ）亥八月 １８８７

未１ ２９ ６ ６ 記（味噌・酒など代金済みにつき） （明治）廿年八月 １８８７

未１ ２９ ６ ７ 〔見物の件につき書状〕 臘月朔日

未１ ２９ ６ ８ 口上（注文の手本４枚の内１枚不用などにつき書
状）

九月四日夜

未１ ２９ ６ ９ 〔役所への下金断りの詫び並びに金銭差上げの
相談につき書状〕

七月十四日夕

未１ ２９ ６ １０ 〔川成・堤下引などの石高、領主名など書付〕

未１ ２９ ６ １１ 覚「戌三月 一金壱両也…」（金銭差引勘定書付）

未１ ２９ ６ １２ 覚（貸金利足など勘定書付）

１５８



作 成 受 取 形態 数 備 考

あいや久兵衛 河 村木光郎様 切紙 １

三河屋辰治郎 村木忠一様 切紙 １

加登長 河 丸屋光太郎様 切紙 １

加登長 河 丸屋内あい吉様 切紙 １

大がき福五 河渡忠市様 切紙 １

一紙 １

切紙 １ 端裏「七郎平質地一件」、未１―
２９―５と関連

切紙 １ 未１―２９―４と関連

こよ
り紐

１ 未１―２９―６―１～―２７はこより紐一
括

方県郡河渡村宿北之内訴訟方高持小前
代市左衛門印・門十郎印、宿村役人惣
代庄屋長兵衛印・忠兵衛印、宿役人惣
代問屋八兵衛印、立入人多芸郡小倉村
三郎右衛門印・武儀郡下有知村俊倉
印・桑名郡金廻村小十郎印、郷宿角屋
内蔵助印・笹屋専治印

笠松御役所 切紙 １ 『岐阜市史史料編近世二』pp.
１０８２～１０８３の村方諸勘定出入内
済証文と同内容、未１―３３―４１と
関連

切紙 １ 未１―２９―６―２―１の末尾に―２は重ね
て折り込まれ、―３は―２の中に巻
き込まれていた、「後藤平衛」
とあり

切紙 １ 「村木忠衛」とあり

切紙 １ 付箋ヵ

加藤小三郎 村木忠一様 切紙 １

塩谷新之恵 河渡宿村木泰治郎様 切紙 １

沢屋勘吾 木挽分邨木光郎様、
稲葉栄二様

切紙 １

丸一や 村木光郎、外弐人様 切紙 １

ギフ山梅長□庵 河渡宿村木忠右衛門
様

切紙 １

逸司 泰次郎様、桂次郎様 切紙 １

上曽我屋村村木与九郎 河渡宿村木泰治郎様 切紙 １

切紙 １

切紙 １

切紙 １

１５９



番 号 表 題 年 代 西暦

未１ ２９ ６ １３ 記（寿司など代金受取につき） 二月

未１ ２９ ６ １４ 記（板・釘など代金請取につき） 二月

未１ ２９ ６ １５ 覚（酒肴代金受取につき） 戌十二月

未１ ２９ ６ １６ 〔釘・酒など代金差引済みにつき覚〕 酉八月三十日

未１ ２９ ６ １７ おほへ（代金受取につき） 酉八月

未１ ２９ ６ １８ 覚（馬船打替金差引書付）

未１ ２９ ６ １９ 記（代金済みにつき） 三月十八日

未１ ２９ ６ ２０ キ（縄代金請取につき） 二月

未１ ２９ ６ ２１ 覚「二月廿六日より 一弐貫百八十八文…」（金
銭書付）

三月廿四日

未１ ２９ ６ ２２ 記（河渡橋用の檜・杉など代金書付） 明治二十一年七月五日 １８８８

未１ ２９ ６ ２３ 〔市左衛門より忠左衛門へ質入の屋敷高・掟米
など書付〕

（天保１３寅年） １８４２

未１ ２９ ６ ２４ 記（代金請取につき） 十四日

未１ ２９ ６ ２５ 講不金記（不足金など書付）

未１ ２９ ６ ２６ 記（金銭書付） 二月廿四日

未１ ２９ ６ ２７ 覚（酒・砂糖など代金書付） （明治）弐十九年二月 １８９６

未１ ２９ ７ 記（油・厚紙など代金書付） 一月

未１ ２９ ８ 覚（酒・酢など代金済みにつき） （明治）弐十八年二月 １８９５

未１ ２９ ９ 記（小ぶな・白味噌など代金差引済みにつき） （明治２７年ヵ）午八月 １８９４

未１ ２９ １０ 「徳丸、両吉、甚三…」〔人名書付〕 十月四日

未１ ２９ １１ 記（手間代、木・釘代など書付）

未１ ２９ １２ 記（代金受取につき） （明治）十九年戌三月
十日

１８８６

未１ ２９ １３ 回章（村社祭典はこれまで３月１６日の処、上河
渡新町より２月１９日に執行願いあり、協議のた
め思召の有無を記すよう依頼状）

二月九日

未１ ２９ １４ 記（木・金タガ・大工手間代金書付） 三月廿四日

未１ ２９ １５ 〔拙宅隣家の借家の件につき書状〕

未１ ２９ １６ 〔要右衛門掟方、取調べ差引き書付の義、同人
へ差遣す後に勘弁引きの件などにつき書状〕

十二月廿一日認

未１ ２９ １７ 覚（生津名中田・下田などの反別・高・掟米書
付）

１６０



作 成 受 取 形態 数 備 考

みよしや 河 村木忠市様 切紙 １

金物や惣七 河渡村村木光郎様 切紙 １

玉屋又七 村木泰治郎様 切紙 １

水谷文造 村木光郎殿、稲葉栄
治殿

切紙 １

惣助 村方 切紙 １

一紙 １

戸崎店（印：厚見郡鏡島村戸崎商店） 丸屋様 切紙 １

いなはや 村木忠一様 切紙 １

切紙 １

三吾組 河渡稲葉栄治様 切紙 １

一紙 １

もじや船□ 上様 切紙 １

切紙 １

淡屋初助 村木光郎様 切紙 １

米屋 上町丸屋様 切紙 １

伊奈波や 河渡村人民惣代村木
忠一様

切紙 １

米屋 上町丸屋様 切紙 １

みのや徳八 村木光郎様 切紙 １

切紙 １ ２枚

鷲見正宣殿 切紙 １ 裏に枚数書付あり

岐阜木造町米与 村木忠一様 切紙 １

邨木忠一 稲葉栄二殿、南組惣
代市川愛吉殿、水谷
徳八殿、水谷文造殿、
北組惣代邨木忠衛
殿、白木茂一殿、白
木友造殿

切紙 １ 端裏「河渡村事務所（印）」、回
答が書かれた付紙２枚あり

村木光朗 河渡村人民惣代御中 切紙 １

京都府下東中筋五条佐藤精兵衛拝 岐阜県下美濃方県郡
河渡駅邨木忠一様

一紙 １

切紙 １

切紙 １

１６１



番 号 表 題 年 代 西暦

未１ ２９ １８ 記（わらじなど代金受取につき） （明治）廿五年八月 １８９２

未１ ２９ １９ 記（丸薬・膏薬など代金済みにつき） 辰八月

未１ ３０ ０ 〔括り紐〕

未１ ３０ １ 〔市左衛門分田畑反別・高・掟米書付〕

未１ ３０ ２ 〔田畑反別・高・掟米書付〕

未１ ３０ ３ 記（代金受取につき） 亥八月

未１ ３０ ４ 〔田畑・屋敷などの反別・高並びに掟米書付〕

未１ ３０ ５ 〔清左衛門分高・掟米書付〕

未１ ３０ ６ 覚「高拾石三斗三升弐合九勺 忠次郎より入分
…」（高・掟米など書付）

未１ ３０ ７ 〔田畑反別・高・掟米書付〕

未１ ３１ 記「一拾弐人 此金壱円四銭四分…」（人数・金
銭など書付）

（明治）十九年一月 １８８６

未１ ３２ ０ 〔括り紐〕

未１ ３２ １ 記（みかん・酢・人参など代金書付） 亥之二月

未１ ３２ ２ 覚（代金受取につき） 十月

未１ ３２ ３ 覚（料理代金など書付） 亥二月

未１ ３２ ４ 記（谷藤代金済みにつき） 辰二月

未１ ３２ ５ 記（代金受取につき） （明治）廿七年二月 １８９４

未１ ３２ ６ 記（宿料・米など代金書付） 亥三月二日

未１ ３２ ７ 〔訪ね下されたきにつき書状〕

未１ ３２ ８ 〔上・中・下田反別・高・掟米など書付〕

未１ ３２ ９ 記（酢・酒代金書付） 午二月

未１ ３２ １０ 記（石灰など代金済みにつき） （明治）廿七年二月 １８９４

未１ ３２ １１ 記（油・素麺など代金請取につき） （明治）第廿七年二月 １８９４

未１ ３２ １２ 記（油・小豆・人参代金受取につき） （明治２７年ヵ）午二月 １８９４

未１ ３２ １３ 記（丸あげなど代金書付） （明治２７年ヵ）午二月
二十八日

１８９４

未１ ３２ １４ おぼへ（四つ身代金渡すにつき） （明治）廿七年二月 １８９４

未１ ３２ １５ 記（豆腐代金受取につき） （明治２７年）午二月 １８９４

未１ ３２ １６ 〔利子金返送の件につき書状〕

未１ ３２ １７ キ（たばこなど代金書付） 艮八月

未１ ３２ １８ 記（筵代金済みにつき） 寅八月

未１ ３２ １９ 〔登京願いなどにつき書状〕

１６２



作 成 受 取 形態 数 備 考

丸一屋豊七 村木光郎様 切紙 １

永井薬堂 村木秀雄様 切紙 １

紙紐 １ 未１―３０―１～―７は紙紐一括

一紙 １ 裏に問屋諸役米等の書付あり

切紙 １

七津屋長小 村木光郎様、外二人
様

切紙 １

横長 １ 「北高」「南高」とあり

切紙 １

切紙 １

一紙 １ 破損あり

江崎繁造 人民惣代御中 切紙 １

紐 １ 未１―３２―１～―３６は紐一括

青木や まる屋様 切紙 １

桶屋由松 まるや様 切紙 １

御連中様 切紙 １

丹羽屋又四郎 河渡橋事務所御中 切紙 １

沢屋店 村木光郎様 切紙 １

たまや万七 村木光太郎様、稲葉
栄治様、森又治様

切紙 １ ２枚

うたより たい印様 切紙 １

切紙 １

塩屋粂治 東町村木光郎様 切紙 １

かめや本店 河渡村木光郎様 切紙 １

湊 戸崎商店 河 村木光郎様 切紙 １

加登長 河 丸屋光郎様 切紙 １

みなト豆腐屋嘉作 河渡村丸屋忠一様 切紙 １ 後筆で「二十八日右正に請取候
也」とあり

桶屋惣助 村木忠一様 切紙 １

米屋庄八 丸屋様 切紙 １

京都府下弟子佐藤照久拝 河渡駅邨木師公殿 切紙 １

いなばや 丸屋様 切紙 １

米長 河 村木忠一様 切紙 １

京弟子精兵衛 河渡師君様 切紙 １

１６３



番 号 表 題 年 代 西暦

未１ ３２ ２０ 「御守入開不許」（封筒）

未１ ３２ ２１ 〔売家の件にて下国したきなどにつき書状〕 二月四日認メ

未１ ３２ ２２ 〔罷越しの処、失敬にて赦免願いにつき書状〕 五月廿六日認メ

未１ ３２ ２３ 〔金銭借用の件などにつき書状〕

未１ ３２ ２４ 〔お礼の件などにつき書状〕

未１ ３２ ２５ 〔明治１８年度田租半期分納めにつき領収書〕 明治十九年三月廿七日 １８８６

未１ ３２ ２６ 覚（ろうそくなど代金済みにつき） 亥極月

未１ ３２ ２７ １ 「一 弐百文 稲葉屋、一 四百八拾五文 油屋…」
〔金銭・屋号・名前など書付〕

未１ ３２ ２７ ２ 花講割「一 三百三拾四文 豊助…」（金銭・人
名書付）

未１ ３２ ２８ 「廿二日笠松御出立、廿二日・廿三日根古地新
田…」〔勘定役人などの出立日・到着村名など
書付〕

未１ ３２ ２９ 記（水防竹切り・間竿拵手間代金済みにつき） 酉八月

未１ ３２ ３０ 記（大半紙・提灯など代金書付） 酉八月

未１ ３２ ３１ 覚（針金など代金済みにつき） 亥十二月

未１ ３２ ３２ 覚「一 三月十九日・廿日 中島能治郎様御上下
弐人…」（調落ち人数など書付）

未１ ３２ ３３ 覚（権吉・甚左衛門へ渡す金銭など書付）

未１ ３２ ３４ １ 〔字中洲出作掟米の儀、本年より年季中の約定
認める様につき書状〕

（明治）十九年四月十
一日

１８８６

未１ ３２ ３４ ２ 記（明治１８年度字中州出作掟米２俵受取につき） （明治）十九年四月十
一日

１８８６

未１ ３２ ３５ １ 「高橋甚三、森和作…」〔１６人の人名書付〕

未１ ３２ ３５ ２ 「山下新造、山田松造…」〔９人の人名書付〕

未１ ３２ ３６ 〔約定延引により金片延引の侘びなどにつき書
状〕

（明治）十七年七月六日 １８８４

未１ ３３ ０ 〔括り紐〕

未１ ３３ １ 「村木書状」〔原稿用紙〕

１６４



作 成 受 取 形態 数 備 考

京都府佐藤精兵衛（印） 濃州河渡駅邨木忠一
様

封筒 １ 中身はなし

京都府民佐藤精平 濃州方県郡河渡駅邨
木忠一様、邨木光郎
様

一紙 １ ２枚

京都府下佐藤精兵衛拝 岐阜県下ミノ河渡邨
木忠一殿

一紙 １ 綴じ穴跡あり、京都府と記され
た罫紙使用

佐藤精兵衛拝 邨木師君様 一紙 １

くらより 村木忠市様 切紙 １

岐阜県方県郡河渡村外三ヶ村戸長役場
（印）

方県郡河渡村納人一
村惣持

一紙 １

やま□□庄治郎 東丁若連中様 切紙 １

切紙 １ 未１―３２―２７―１～―２は重ね折られ
ていた

切紙 １

切紙 １ 川々普請関連ヵ

森和作（印） 御村方 切紙 １

村方油や宗三 戸長様 切紙 １

材木屋 花御連中様 切紙 １

河渡宿 切紙 １ 川々普請関連ヵ

切紙 １

鏡島村人民惣代加藤又四郎 河渡村人民惣代御中 切紙 １ 未１―３２―３４―１～―２は重ね折られ
ていた

加藤又四郎（印） 新右衛門殿 切紙 １

切紙 １ 未１―３２―３５―１が―２を挟みこんで、
共に折られていた

切紙 １

松井宗七 村木忠一様 切紙
（封筒
共）

１ 年代・作成・宛名は封筒より

紐 １ 未１―３３―１～―５３は紐一括

一紙 １

１６５



番 号 表 題 年 代 西暦

未１ ３３ ２ 御家流書会（案内） 卯月五日集同廿五日開

未１ ３３ ３ 〔畑高など書付〕

未１ ３３ ４ 〔村木吉太講一時皆済にて講金・人名など書付〕

未１ ３３ ５ 記（水車損料受取につき） 二月

未１ ３３ ６ 記（酒・なまずなど代金書付） （明治２８年ヵ）未二月 １８９５

未１ ３３ ７ 記（白味噌・かつおなど代金書付） （明治２８年ヵ）未二月 １８９５

未１ ３３ ８ 記（酒代金、栄三払渡しにつき） 酉八月

未１ ３３ ９ １ 記（寛永１２年検地帳と寛永２０・元禄元・同１３・
正徳元年免定を明治７年県庁へ差上げの件書付）

（明治７年１０月１２日） １８７４

未１ ３３ ９ ２ 〔宝暦６年皆済目録・宝暦１１年立会絵図・文久
年和宮様渡船場絵図など１２通を県庁へ差上げの
件書付〕

（明治７年１０月１２日） １８７４

未１ ３３ １０ 覚（うなぎなど代金書付） （明治２６年ヵ）巳九月 １８９３

未１ ３３ １１ 〔味噌・米など代金書付〕 四月十二日

未１ ３３ １２ 〔一度祈らせ下さるようなどにつき書状〕

未１ ３３ １３ 記（鍬先・鎌代金受取につき） 未二月

未１ ３３ １４ 覚（人馬賃の内訳並びに差引書付）

未１ ３３ １５ 記（３１歩余の割合請取につき） 二月廿八日

未１ ３３ １６ １ 記（豆腐など代金済みにつき） （明治２７年）午二月 １８９４

未１ ３３ １６ ２ 記（豆腐など代金済みにつき） （明治２６年）巳八月 １８９３

未１ ３３ １７ 〔上田反別・高・掟米など書付〕

未１ ３３ １８ 〔中田反別・高・掟米など書付〕

未１ ３３ １９ 〔困り入る事などあるにて来訪願いにつき書状〕

未１ ３３ ２０ ０ 〔括り紐〕

未１ ３３ ２０ １ 記（塗り代金など請取につき） 八月卅一日

未１ ３３ ２０ ２ 記（塗り代金など書付）

未１ ３３ ２１ ０ 〔括り紐〕

未１ ３３ ２１ １ 覚（孫兵衛・周助・喜三郎・金三郎・喜与助・
佐与吉分田畑反別・高などなど取調べにつき書
付）

（天保８～天保１２年） １８３７

未１ ３３ ２１ ２ 〔田畑など反別・高書付〕

１６６



作 成 受 取 形態 数 備 考

一紙
（帯封
共）

１ 印刷物、帯封「林玄教堂大人選」、
「取集所 城屋敷朗月、狐穴独
歩軒、竹ヶ鼻竹城軒、世話人キ
ツネ穴独歩軒、ホンガウ園清、
アサヒラ龍章堂、アスケ喜旭、
会主本郷九皐亭」とあり

切紙 １ 前欠

切紙 １

いなばや 村木光郎様 切紙 １

みのや徳八 村木光郎様 切紙 １

みのや徳八 村木光郎様 切紙 １

ふじや 御村方中様 切紙 １ 朱書「栄三払済」

切紙 １ 未１―３３―９―１～―２は重ね折られて
いた

切紙 １

みのや徳八 村木光郎様 切紙 １

いけ□や 切紙 １

木村より たい印様 一紙 １

ミナトかじ国 河渡町丸屋様 切紙 １

一紙 １ 未１―３３―５０と関連

美よしや 光治郎様 切紙 １

（印：美濃国河渡駅村木新八） 村木光郎様 一紙 １ 未１―３３―１６―１が―２を巻き込んで
いた

しんたるや新八 村木光郎様 一紙 １

切紙 １

切紙 １

切紙 １ 前後欠

紙紐 １ 未１―３３―２０―１～―２は紙紐一括

四成村大泉左官大場太郎吉 村木様 切紙 １ 破損あり

切紙 １ 破損あり

こよ
り紐

１ 未１―３３―２１―１～―６はこより紐一
括

切紙 １

切紙 １

１６７



番 号 表 題 年 代 西暦

未１ ３３ ２１ ３ 〔田反別・高・掟米など書付〕 （天保８～弘化３年） １８３７

未１ ３３ ２１ ４ 〔田畑・明屋敷反別・高など書付〕

未１ ３３ ２１ ５ 覚（天保１０年新平より入る上田反別・高書付） （天保１０年） １８３９

未１ ３３ ２１ ６ 買受直段附之覚（田畑反別・高・掟米・徳米・
代金など書付）

未１ ３３ ２２ 記（油代金受取につき） （明治）廿八年二月 １８９５

未１ ３３ ２３ １ 〔袋〕 明治廿八年八月 １８９５

未１ ３３ ２３ ２ 記（金銭書付） □九年二月

未１ ３３ ２４ 記（油あげ代金請取につき） （明治２８年）未二月 １８９５

未１ ３３ ２５ おほへ（酒など代金書付） うし七月

未１ ３３ ２６ 〔米高・人名など書付〕 天保十五辰年九月 １８４４

未１ ３３ ２７ 〔高金２００円割の内、村当金３２円５０銭を出金す
るよう依頼状〕

明治十八年十一月十九
日

１８８５

未１ ３３ ２８ 記（酢・酒など代金書付） 未二月

未１ ３３ ２９ １ 〔６か村悪水圦普請代相違なきにて、金員渡さ
れたきにつき書状〕

（明治）十八年五月八日 １８８５

未１ ３３ ２９ ２ 記（６か村河渡悪水圦普請代見分の上、代金渡
すよう依頼状）

（明治）十八年五月七日 １８８５

未１ ３３ ３０ 「書出し入勝手 架橋書出し」〔袋〕 明治廿五年八月 １８９２

未１ ３３ ３１ 記（生酒代金済みにつき） 辰二月

未１ ３３ ３２ 「さつそくながら…」〔書状〕

未１ ３３ ３３ 記（金巾など代金請取につき） 二月二十八日

未１ ３３ ３４ 記（茶碗代金請取につき） （明治）第廿八年二月 １８９５

未１ ３３ ３５ 「長七間五寸…」〔長さ・巾・高さなど書付〕

未１ ３３ ３６ 記（丈八前入口橋の橋木・竹・俵など数量・代
金書付）

明治十九戌一月 １８８６

未１ ３３ ３７ 「〆四拾七石八十弐升五合 掟方…」〔掟方・手
作など高書付〕

未１ ３３ ３８ 覚（菓子・たばこなど代金書付） 戌十一月九日

未１ ３３ ３９ 覚（酒・肴など代金書付） 戌十一月九日

未１ ３３ ４０ おほへ（代金払いにつき）

１６８



作 成 受 取 形態 数 備 考

切紙 １

一紙 １

切紙 １

一紙 １

角長 河渡村村木忠一様 切紙 １

（印：岐阜県病院調剤局） 村木みの殿 袋 １ 「散薬 一日三度 一度に一ぷく
づゝ」とあり

みたや 河渡光治郎様 切紙 １ 破損、未１―３３―２３―１の袋に―２が
入っていた

米屋庄八 丸屋様 切紙 １

ミき八（ヵ） 河渡村木泰助様 切紙 １

切紙 １

板谷川組合事務扱所（印） 河渡村御惣代御中 切紙 １

塩谷粂次 村木光郎様 切紙 １

稲葉栄二 村木光郎殿 切紙 １ 未１―３３―２９―１が―２を包紙のよう
に包んでいた

渡辺二郎 河渡村人民惣代御中
殿

切紙 １

袋 １

丹波屋又四郎 六ヶ村河渡村木光次
郎様

切紙 １

竹まつ様 切紙
（包紙
共）

１ ２枚

三河屋辰次郎 村木忠一様 切紙 １

戸崎商店 村木光郎様 切紙 １

切紙 １

白木丈八 御役人様 切紙 １

切紙 １

井桁屋武八 御普請割御惣代中様 切紙 １

京屋清八（印） 御連中様 切紙 １

京治 忠兵衛様 切紙 １

１６９



番 号 表 題 年 代 西暦

未１ ３３ ４１ 差入申一札之事（村方出入一件にて熟談証文取
極めの内、夫銭滞りの義は皆済するよう、年寄
助跡役願いの義は役継になるようにつき）

嘉永七寅年八月 １８５４

未１ ３３ ４２ 覚（酒・料理など代金書付） 霜月九日

未１ ３３ ４３ 〔銀高など書付〕

未１ ３３ ４４ 口上（清書会の件につき） 九月十八

未１ ３３ ４５ 記（代金払済みにつき） 五月二十一日

未１ ３３ ４６ 〔依頼の諸用紙郵送につき、代金は切手にて送
付願い状〕

二月十四日

未１ ３３ ４７ 〔上下穂積村・真桑村など支払金額書付〕

未１ ３３ ４８ 記（埋葬地修繕費・釈加弥陀堂建築費割の戸数
取立て金銭書付）

（明治）十八年十月 １８８５

未１ ３３ ４９ 記（２月〆金銭など書付） 午八月

未１ ３３ ５０ おほへ（人馬賃の河渡・生津・６か村分担金書
付）

未１ ３３ ５１ 記（煎餅代金書付） 未二月

未１ ３３ ５２ 記（年賦・利子など渡しにつき） 三月一日

未１ ３３ ５３ ０ 「［ ］穂積村井上源衛外弐名其合地所売却［ ］
八郎ト加藤栄三ト両人江約定取結混雑［ ］訴
訟相成御審理之末熟談取扱イ」〔袋〕

□□□□（明治１２）年
六月廿八日終ル

１８７９

未１ ３３ ５３ １ 〔預置きの約定証などの書類・入費立換金も渡
し下されたく願い上げにつき書状〕

（明治１２年６月ヵ）三
十日

１８７９

未１ ３３ ５３ ２ 記（先般苦労の一件にて先に金１００円差上げに
つき）

（明治１２年）七月六日 １８７９

未１ ３３ ５３ ３ 記（井上一件熟談方取扱の謝儀として金５円差
送るにつき）

（明治）十二年八月十
三日

１８７９

未１ ３３ ５３ ４ 記（訴訟入費金１２円５０銭入手につき） 明治十二年八月十三日 １８７９

未１ ３３ ５３ ５ 〔惣計反別・畑方地価普通掟米・歩訳平均調な
ど書付帳〕

（明治１２年ヵ） １８７９

未１ ３４ ０ 「被成候処御勝益…」〔括り紐〕

未１ ３４ １ 覚「一 北高拾弐石五斗五升壱合…（北高差引・
南高など書付）

未１ ３４ ２ 覚（米高・人名など書付）

未１ ３４ ３ 覚（金銭勘定など書付）

１７０



作 成 受 取 形態 数 備 考

取�人小倉村庄屋三郎右衛門印、下有
知村庄屋俊蔵印、金廻村庄屋小十郎印、
古市場村庄屋助三郎印

河渡宿庄屋長兵衛
殿・忠兵衛殿、庄屋
年寄兼忠左衛門殿、
本陣善兵衛殿、問屋
久右衛門殿・八兵衛
殿、年寄四郎右衛門
殿、年寄助儀右衛門
殿、百姓代宇右衛門
殿

切紙 １ 未１―２９―６―１と関連

吉万入 井桁や御客様 切紙 １

切紙 １

切紙 １

ぬりきや両吉 村木様 切紙 １

岐阜同局片桐 河渡郵便局村木様 切紙 １

一紙 １

河渡村事務所 切紙 １

材木店 村木光郎様 切紙 １

切紙 １ 未１―３３―１４と関連

丸一屋豊七 村木忠一様 切紙 １

村木粂二 村木光郎様 切紙 １

村木忠一扣 袋 １ 未１―３３―５３―１～―５は袋一括

西堀拝 村木忠一殿 切紙 １

加藤栄三 村木忠一殿 切紙 １

邨木忠一 西堀弥一殿 切紙 １

西堀弥市（印） 井上源衛外弐名御中 切紙 １

横長 １

こよ
り紐

１ 未１―３４―１～―１２はこより紐一括

切紙 １ 後欠ヵ

切紙 １

一紙 １ 反故紙使用、人足賃銭など書付

１７１



番 号 表 題 年 代 西暦

未１ ３４ ４ 〔句会の件につき書状〕 辰の卯月

未１ ３４ ５ 権七質地流れ込調（上田代金など書付）

未１ ３４ ６ 〔上田反別・高・掟米など書付〕

未１ ３４ ７ 「天待弐石弐十八斗内…」〔石高など書付〕

未１ ３４ ８ 覚（戌村入用金１０両受取につき） 戌七月十日

未１ ３４ ９ 覚（反別・高など書付）

未１ ３４ １０ 覚（取立米など書付）

未１ ３４ １１ 覚（米高など書付）

未１ ３４ １２ 覚（年貢高など書付）

未１ ３５ 〔封筒〕 十月廿七日認

未１ ３６ 記（檜材・松杉材・釘など代金書付） 酉八月

未２ １ 〔代価金延引にて万事依頼などにつき書状〕 十二月廿七日前六時認
メ

未２ ２ 〔新年の挨拶並びに下国延引などにつき書状〕 明治十五年一月八日 １８８２

未２ ３ 〔音信不通にて申し訳なきなどにつき書状〕 明治十七年九月廿六日
認メ

１８８４

未２ ４ ０ 「約定書一通在中」〔封筒〕 （明治２１年９月２３日） １８８８

未２ ４ １ 〔敷地米売買約定書送付にて領収するようなど
につき書状〕

（明治２１年）九月廿三日 １８８８

未２ ４ ２ 仮約定書（板谷川通堤敷地米など組合協議にて
永世売買につき）

明治二十一年七月十三
日

１８８８

未２ ５ 〔新年の挨拶並びに種々の伝言への弁解の件な
どにつき書状〕

明治十七年第一月十三日 １８８４

１７２



作 成 受 取 形態 数 備 考

催主夜露 届濃（ヵ）笠松沢久、
大光

切紙 １

切紙 １

切紙 １

切紙 １ 反故紙使用、大雨による出水の
件など書付

庄屋長兵衛（印） 忠左衛門殿 切紙 １

切紙 １

切紙 １

切紙 １

切紙 １

大工町荒川弥太郎拝 岐阜県下方県郡河渡
駅村木忠市様

封筒 １ 「自桑名」とあり

丸屋店 人民総代御中 切紙 １

京都府下市川姓佐藤精兵衛拝 濃州河渡駅邨木忠一
様

一紙 １ 未２―１～―１０はビニール紐一括

西京精兵衛 濃 河渡東町村木忠
市様、邨木光郎様

一紙 １

京都府下京区第拾七組天使突抜弐町目
佐藤精兵衛

岐阜県下美濃国方県
郡河渡東町邨木忠一
様

切紙
（封筒
共）

１ 年代・作成・宛名は封筒より

大野茂作、脇田すみ 方県郡河渡村村木忠
一殿

封筒 １ 未２―４―１～―２は封筒一括

大野茂作、脇田すみ 村木忠一殿、加藤栄
三殿

切紙 １

方県郡木田村総代坂口太郎（印）・長
屋三郎（印）、同（方県）郡黒野村総
代伊藤治八（印）・伊藤太六（印）・中
村善平（印）、本巣郡高屋村総代八代
久平代印豊田定（印）、同（本巣）郡
馬場村総代関谷五平代印河合愛平
（印）、同（本巣）郡生津村総代加藤
栄三（印）、同（本巣）郡柱本村総代
木之村勝太郎代印豊田定（印）、方県
郡曽我屋村総代鷲見忠衛代印村木国吉
（印）、同（方県）郡寺田村総代森岡
清平代印小林秀造（印）、同（方県）
郡河渡村総代村木忠一（印）、同（方
県）郡下尻毛村総代森欣治（印）

縦 １ 付札あり

京都府下京区第拾七組天使突抜弐丁目
佐藤精兵衛（印）

岐阜県下みの方県郡
河渡宿邨木忠一様

切紙
（封筒
共）

１ 年代・作成・宛名は封筒より

１７３



番 号 表 題 年 代 西暦

未２ ６ 〔無事帰京の連絡並びに伏見稲荷社の祭の案内
などにつき書状〕

未２ ７ 〔金段一件遅延にて返済金の期限などの件につ
き書状〕

明治十五年七月廿五日
認発

１８８２

未２ ８ 〔利子金送付の件などにつき書状〕 明治十五年九月四日発 １８８２

未２ ９ 〔夏よりの音信不通の侘び並びに葉書・封書を
親へ渡す者あるにて桑名への照会は暫く延引な
どにつき書状〕

明治十六年十二月十九
日認

１８８３

未２ １０ 〔愚母照会にて桑名表へ罷り越すようなどにつ
き書状〕

明治十五年八月三日発 １８８２

未３ １ 未年掟方不足分仕出し（米種取入まで延滞願い） 申正月

未３ ２ ０ 〔括り紐〕

未３ ２ １ 記（伏越組合請米代差上げにて入帳されたきに
つき）

明治十九年一月三十日 １８８６

未３ ２ ２ ０ 〔付箋付括り紐〕

未３ ２ ２ １ キフ孫右衛門分悪右衛門扣仕出田地之分（高・
掟米など書付）

未３ ２ ２ ２ １ 〔上田畑反別・高・掟米など書付〕

未３ ２ ２ ２ ２ 覚（勘三郎分畑反別・高・掟米・代金など書付）

未３ ２ ３ 入札（上河渡一ノ切・文造南丁場１坪の金額な
ど書付）

未３ ２ ４ 〔浮浪もの７７７人程通行にて委細申し上げにつ
き回文〕

十一月廿七日卯下刻

未３ ２ ５ 〔地割図など書付〕

未３ ２ ６ 記（戸籍調料受取につき） （明治）十九年一月三
十一日

１８８６

未３ ２ ７ 土砂売渡之証（宅地・畑の土砂のみ売却につき）（明治）十八年八月二日 １８８５

未３ ２ ８ 土砂売渡之証（野地の土砂のみ売却につき） （明治）十八年八月二日 １８８５

未３ ２ ９ 記（檜材・杉材・釘代金・人足・大工賃など書
付）

明治十八年十月十三日 １８８５

１７４



作 成 受 取 形態 数 備 考

西京住弟子佐藤精兵衛 濃河渡宿村木御師君
様、同御家中様

一紙 １

西京佐藤精兵衛 河渡宿邨木忠一様 一紙
（封筒
共）

１ ２枚、綴じ穴跡あり

京都ヨリ下十七組天使突抜弐丁目佐藤
精兵衛（印）

岐阜県下美濃国河渡
宿邨木忠一様

一紙
（封筒
共）

１ 年代・作成・宛名は封筒より、
綴じ穴跡あり

京都府下拾七組ヨリ天使突抜弐町目佐
藤精兵衛（印）

岐阜県下美濃国方県
郡河渡東町邨木忠一
様

一紙
（封筒
共）

１ 年代・作成・宛名は封筒より、
綴じ穴跡あり

下京区第十七組天使突抜弐町目佐藤精
兵衛

岐阜県下美濃国方県
郡河渡駅邨木忠一様

一紙
（封筒
共）

１ 年代・作成・宛名は封筒より、
綴じ穴跡あり

棚橋より 村木様 切紙 １ 未３―１～―９６はビニール紐一括

紐 １ 未３―２―１～―５４は紐一括

（下尻毛村外四ヶ村戸長役場）右村々
戸長春日善三郎（印）

河渡村惣代村木忠一
殿

一紙
（封筒
共）

１ 作成のカッコは封筒より

紙紐 １ 未３―２―２―１～―２は紙紐一括、付
箋「ひつめ 勘三郎分畑之代り
ニ天王西門十郎分畑并田同人よ
り仕出」

切紙 １

切紙 １ 未３―２―２―２―１～―２は重ね折られ
ていた

切紙 １

馬渕庄作、同（馬渕）利八、村木新八 切紙
（封筒
共）

１ 封筒朱書「六号」

大湫宿問屋 折紙 １

切紙 １

村木伊七（印） 人民惣代村木忠一殿 切紙 １

生津村藤橋滝三良 河渡村・生津村地持
惣代御中

切紙 １

生津村西堀仙次郎 河渡村・生津村地持
惣代御中

切紙 １

馬淵勘左 御村方御惣代村木忠
一様

切紙 １

１７５



番 号 表 題 年 代 西暦

未３ ２ １０ 村方ヘ取替（竹長さ・本数、人足名など書付） 明治十八年八月一日 １８８５

未３ ２ １１ 覚（代金書付） （明治２０年ヵ）亥極月 １８８７

未３ ２ １２ 記（代金受取につき） （明治１８年ヵ）酉八月 １８８５

未３ ２ １３ 記（松６尺杭代金書付） （明治）十九年一月 １８８６

未３ ２ １４ 記（酒代金書付） （明治１９年ヵ）戌一月 １８８６

未３ ２ １５ 廻章（村相場の義、値段相違にて１俵代金訂正
の条、承諾するよう照会につき）

（明治）十九年一月廿
四日

１８８６

未３ ２ １６ 記（旧小島講１１会目寺田村鬮当たりにて出金に
つき）

一月廿九日

未３ ２ １７ 記（代金請取につき） 九月廿五日

未３ ２ １８ 〔水開場所障害訴訟の件、大審院願下げ願書差
上げ置き帳簿に調印し差し出す件などにつき書
状〕

（明治）十九年二月十
七日

１８８６

未３ ２ １９ 仮請取証（水開場所障害訴訟にて曽我屋・寺田
村より河渡村へ上告の件、和融済口にて金員請
取につき）

明治十八年十二月廿二日 １８８５

未３ ２ ２０ 記（檜材代金請取につき） （明治１８年ヵ）酉八月 １８８５

未３ ２ ２１ １ 記（割付金など勘定書付） （明治）十九年二月五日 １８８６

未３ ２ ２１ ２ 受領証（旧９か村などの経費割金受領につき） 明治十九年一月三十日 １８８６

未３ ２ ２２ 記（６か村河渡圦修繕にて日当３人半分請取につ
き）

（明治）十八年九月廿
二日

１８８５

未３ ２ ２３ 記（炭代金書付） （明治１９年ヵ）戌一月 １８８６

未３ ２ ２４ 「七月三十一日 みしろ弐枚…」〔みしろ数量な
ど書付〕

（７月３１日）

未３ ２ ２５ 記（稲苗３千把余、郡衙より送付にて落手され
たきにつき）

七月七日

未３ ２ ２６ 証（米札１２００枚代金落掌につき） 明治六年十二月六日 １８７３

未３ ２ ２７ 証（檜材・鎹・釘代金、人足・大工賃など書付） 九月廿七日

未３ ２ ２８ 記（惣代印代金落手につき） （明治）十八年三月十
五日

１８８５

未３ ２ ２９ 記（人夫・橋釘代金書付） 一月廿二日

未３ ２ ３０ 記（酒肴代金払済みにつき） （明治１８年ヵ）酉八月 １８８５

１７６



作 成 受 取 形態 数 備 考

取替主田中恵了 切紙 １

ますや太兵衛 東町泰治郎様 切紙 １

しんたるや新八 村方御役人中様 切紙 １

しんたるや新八 村方人民惣代御中 切紙 １

藤屋丈元 御村方御中様 切紙 １

事務所 稲葉栄二殿、村木勘
吾殿、水谷徳八殿、
水谷文造殿、村木忠
衛殿、後藤市郎殿、
白木茂一殿、白木儀
一殿、白木定吉殿、
白木丈八殿、白木友
造殿

切紙 １

寺田村惣代森岡清平 河渡村村木忠一殿 切紙 １

鈴原屋安兵衛（印） 方県郡河渡村事務所
御中

切紙 １

寺田村小林市平 河渡村村木忠一殿 切紙 １ 水開き場所障害訴訟関連

方県郡河渡村外三ヶ村戸長塩谷新吾
（印）

河渡村村木忠一殿 一紙 １ 水開き場所障害訴訟関連

材木屋仙松 河渡村雑事掛御中 切紙 １

村木勘吾 人民総代村木忠一殿 切紙 １ 未３―２―２１―１～―２は重ね折られて
いた、外側から―１・―２とする

曽我屋村鷲見鉄平（印） 河渡村村木忠一殿 切紙 １

曽我屋村渡辺二郎（印） 村木忠一殿 切紙 １

油屋宗三 河渡村事務所御中 切紙 １

後藤直衛 戸長様 切紙 １

方県郡河渡村外三ヶ村戸長役場 河渡村人民総代御中 一紙 １

岐阜泉町五番地啓文社（印） 上様 一紙 １

馬淵勘左 村方御惣代様 切紙 １

榊原光二（印） 邨木忠一様 切紙 １

馬淵勘左 村方惣代様 切紙 １

井桁屋源造 村方取締中様 一紙 １

１７７



番 号 表 題 年 代 西暦

未３ ２ ３１ 記「一金五円廿銭 郡長…」（郡長・後藤・脇田・
大野・塩谷らへの金額の負担割合書付）

明治十九年一月三日 １８８６

未３ ２ ３２ 記（穀代金請取につき） 十二月廿一日

未３ ２ ３３ １ 御届（備荒儲蓄の救助届の雛形）

未３ ２ ３３ ２ 〔地価・戸数取立金銭書付〕 （明治１８年１月） １８８５

未３ ２ ３４ 〔田畑長さ・巾・高など書付〕

未３ ２ ３５ 記（酒肴代金受取につき） （明治１８年ヵ）酉八月 １８８５

未３ ２ ３６ 〔市太郎より忠左衛門へ質入れの居屋敷反別・
高・掟米・代金など書付〕

天保十三寅年 １８４２

未３ ２ ３７ １ 「北長 拾壱間四尺…」〔長さ・巾など書付〕

未３ ２ ３７ ２ 「四斗五合壱勺…」〔高など書付〕

未３ ２ ３８ 記（油・厚紙など代金差引済みにつき） （明治）十九年二月 １８８６

未３ ２ ３９ ０ 〔括り紐〕

未３ ２ ３９ １ 記（酒代金などの合計、１人につきの金額書付） （明治２７年１月１０日～
２１日）

１８９４

未３ ２ ３９ ２ 記（酒代金などの人別金銭書付） （明治２７年１月１０日） １８９４

未３ ２ ３９ ３ 記（酒・かまぼこ・蛸の酢など代金書付） （明治）廿七年二月 １８９４

未３ ２ ４０ キ（代金済みにつき） 十月廿三日

未３ ２ ４１ 記（代金請取につき） 酉八月

未３ ２ ４２ 記（河渡村字中島堤塘普請人夫賃など受取につ
き）

明治十八年八月三十一 １８８５

未３ ２ ４３ 記（年賦金・利子など書付） （明治）廿九年九月一日 １８９６

未３ ２ ４４ 記（小蝋など代金済みにつき） 七月廿六日

未３ ２ ４５ 覚（縄代金書付） とり八月

未３ ２ ４６ 覚（賄い人数・酒肴・筆・半紙など代金書付）

未３ ２ ４７ 記（米・酒など代金書付） 亥四月十一日

未３ ２ ４８ 記（豆腐など代金稲葉分差引済みにつき） 四月十一日

未３ ２ ４９ １ 覚（辰年から戌年までの元利米、卯年から未年
までの不足分など書付）

未３ ２ ４９ ２ 覚（辰年から戌年までの元利米、卯年から未年
までの不足分など書付）

１７８



作 成 受 取 形態 数 備 考

村木忠一、村木国吉、小林市平 一紙 １ 水開き場所障害訴訟関連か

岐阜小熊町尾関鍬治郎（印） 合渡村村木忠一様 切紙 １

右（方県郡河渡）村人民総代―、
―、―

郡長宛 切紙 １ 未３―２―３３―１が―２を巻き込んでい
た

切紙 １

切紙 １ 白紙が添付

しんたるや新八 人民惣代稲葉栄次様 切紙 １

切紙 １

切紙 １ 未３―２―３７―１が―２を巻き込んでい
た

切紙 １

（印：美濃方県郡河渡駅伊奈波屋） 河渡村分村木忠一様 切紙 １

こよ
り紐

１ 未３―２―３９―１～―３はこより紐一括

切紙 １

切紙 １

みのや徳八 御連中様 切紙 １

（印：現金正札一厘も引なし岐阜市相
生町万力商店）

上 切紙 １

たまや店 村方御中 切紙 １

細野粂造（印）、武藤喜作（印） 切紙 １

粂二 村木光郎様 切紙 １

米伊 上様 切紙 １

米治 村方忠一様 切紙 １

河渡宿樽屋勇八 笠松ニ而 村木忠左
衛門様

横長
（包紙
共）

１ 作成・宛名は包紙より

瓦屋万七 村木光太郎様、稲葉
栄次様、森又次様

切紙 １

しんたるや新八 稲葉栄次様、村木光
郎様、森又次様

切紙 １

切紙 １ 未３―２―４９―１の末尾に―２を重ねて
折り込まれていた、後欠ヵ

切紙 １

１７９



番 号 表 題 年 代 西暦

未３ ２ ５０ 覚（代金書付） 卯七月

未３ ２ ５１ 記（内おり袴仕立など代金済みにつき） 辰二月廿九日

未３ ２ ５２ １ 記（割賦金差引勘定書付） （明治１０年） １８７７

未３ ２ ５２ ２ 〔明治９年上納分金銭受取証〕 （明治）十年二月廿五日 １８７７

未３ ２ ５３ １ 〔生津村懸かりもの銀銭勘定書付〕

未３ ２ ５３ ２ 生津村取替金勘定「金七拾両也…」

未３ ２ ５４ ０ 〔括り紐〕

未３ ２ ５４ １ 記（ふななど代金請取につき） （明治）二十八年二月 １８９５

未３ ２ ５４ ２ 覚（桶など代金受取につき） （明治２８年）未二月 １８９５

未３ ３ ０ 〔括り紐〕

未３ ３ １ 仲間地値段附（居屋敷並びに田畑の反別・高・
掟米・代金など書付）

未３ ３ ２ 落札（人別金銭書付）

未３ ３ ３ 〔仲間地田畑反別・高書付〕

未３ ４ ０ 「角屋」〔括り紐〕

未３ ４ １ 覚（１石６升の内７斗引きなど引方引合わせにつ
き）

未３ ４ ２ 覚（生津要右衛門分掟方差引にて世話人へ仰せ
につき）

未３ ４ ３ 覚（生津要右衛門分取米・年貢不足分など書付）

未３ ４ ４ 「三石九斗三升六合八勺…」〔物成など書付〕

未３ ４ ５ 「五斗五升 彦平…」〔容積・人名書付〕

未３ ４ ６ 卯年覚（幾次郎払米書付） （卯年）

未３ ４ ７ 〔反別・高書付〕

未３ ４ ８ 覚（人馬賃など書付）

未３ ５ 〔上郷の者呼び出しの件知らせにつき書状〕 三月二日

未３ ６ 〔河渡村の出水被害の知らせなどにつき書状〕 八月十三日認メ

未３ ７ おほへ（容積・人名書付） 文久元年酉年 １８６１

１８０



作 成 受 取 形態 数 備 考

江戸屋えい 河渡まる屋殿 切紙 １

三川屋平三郎 村木光郎様 切紙 １

切紙 １ 未３―２―５２―１の末尾に―２を重ねて
折り込まれていた

加藤米七 村木忠一様 切紙 １

切紙 １ 未３―２―５３―１の末尾に―２を重ねて
折り込まれていた

切紙 １

こよ
り紐

１ 未３―２―５４―１～―２はこより紐一括

源助 村木光郎様 切紙 １

桶屋由松 丸屋様 切紙 １

こよ
り紐

１ 未３―３―１～―３は重ね折られ、こ
より紐一括

横長 １

一紙 １

一紙 １

紙紐 １ 未３―４―１～―８は重ね折られ、紙
紐一括

切紙 １

切紙 １

切紙 １

切紙 １ 裏に書付あり

切紙 １

切紙 １

切紙 １

切紙 １ 欠損あり

棚橋兎五六 河渡村忠左衛門様 切紙
（包紙
共）

１

濃州高屋村豊田定四郎 江戸神田小柳町壱丁
目伊勢屋伝次郎様方
ニ而 村木忠左衛門
様、関谷源六様

切紙
（包紙
共）

１ 作成・宛名は包紙より

切紙 １

１８１



番 号 表 題 年 代 西暦

未３ ８ 覚（平右衛門講金の割戻金など受取るようにつ
き）

丑十二月大晦日

未３ ９ １ 子覚（年貢高など書付） （子年）

未３ ９ ２ 「一 三石七斗六升五合…」〔寺ごとの米高書付〕 （子年）

未３ １０ 〔智清の件などにつき書状〕 十月六日

未３ １１ 道詮様一周忌施物（銀７匁５分など書付）

未３ １２ 「玉章拝見御恩…」〔書状〕 八月十三日

未３ １３ 〔横手堤一件の儀、日延願いの処、北方代官所
は出役などの件につき書状〕

九月廿五日

未３ １４ 覚（笠松御陣内長屋普請入用借入取替金年賦返
済、丑年分などを金主らへ渡しにつき）

（丑・卯・辰・巳年）

未３ １５ 曽我屋村扣田地（田畑反別・高・掟米・代金な
ど書付）

（天保５～弘化５年） １８３４

未３ １６ 〔村木忠左衛門河渡村所持高書付〕 嘉永五子年三月改 １８５２

未３ １７ 〔上田反別・高書上並びに水難手当貸附金１００
両請取証文下書〕

未３ １８ 覚（生津名などの高・掟米書付）

未３ １９ 覚（飛津免・梅坪の田畑反別・高・掟米書付）

未３ ２０ 覚（新米代金差上げにつき） 九月十七日

未３ ２１ １ 覚（借用金差引勘定など書付） 子二月廿六日

未３ ２１ ２ 弥助講覚（差引金銭書付）

未３ ２２ 覚（田畑反別・高・掟米など書付）

未３ ２３ 「八十壱石九斗四升七合…」〔米高書付〕

未３ ２４ 所持高之覚（北高・南高の合計高書付） 弘化三丙午年改 １８４６

未３ ２５ 身元引受証書（河渡村村木光郎郵便受取所取扱
人に採用につき）

（明治２４年１２月２１日） １８９１

未３ ２６ 記（杭代金請取につき） （明治）十八年七月九日 １８８５

未３ ２７ １ 記（酒代金書付） 亥四月十一日

未３ ２７ ２ 記（酒代金受取につき） 亥二月

未３ ２８ 平右衛門様掛金覚（講金書付） （嘉永３～慶応元年） １８５０

未３ ２９ 〔先年角屋相続の幸七儀の件などにつき書状〕 十月廿七日

１８２



作 成 受 取 形態 数 備 考

生津加藤宅右衛門 村木忠兵衛様 切紙 １

切紙 １ 未３―９―１の末尾に―２を重ねて折
り込まれていた

切紙 １

りやより おりわ殿 切紙 １

切紙 １ 書状の反故使用

いち橋佐渡 河渡御□□とね様 切紙 １

河渡村村木忠左衛門 笠松平野屋ニ而 日
比三郎右衛門

切紙
（包紙
共）

１ 作成・宛名は包紙より、破損・
継目はがれあり

切紙 １

切紙 １

村木忠左衛門義旭 一紙 １

河渡村百姓代勇八、年寄助勘右衛門・
儀右衛門、年寄四郎右衛門、庄屋年寄
兼忠左衛門、庄屋忠兵衛・長兵衛

笠松御役所 切紙 １

切紙 １

切紙 １

忠次郎 忠左衛門様 切紙 １

忠次郎 忠左衛門様 切紙 １ 未３―２１―１が―２を巻き込んでいた

切紙 １

切紙 １

切紙 １

庄屋兼年寄忠左衛門 切紙 １

県国郡村番戸戸主平民村木勘吾郎 岐阜郵便電信局長古
市八音殿

一紙
（封筒
共）

１ 綴じ穴跡あり、年代は消印より

後藤市郎 村木光郎殿 切紙 １

材木屋みせ 稲葉栄二様、村木光
郎様、森又二様

横長 １ 未３―２７―１が―２を巻き込んでいた

材木屋 稲葉栄治様、村木光
郎様、森又二様

切紙 １

切紙 １

アこウ 河渡忠左衛門様 切紙
（封筒
共）

１ 破損あり

１８３



番 号 表 題 年 代 西暦

未３ ３０ 〔絵図面御普請の儀、木田・三つ又村惣方共参
り申さず承知などにつき、昨年の切所水留の普
請の儀、内々頼み置きなどにつき書状〕

二月三日

未３ ３１ ０ 〔括り紐〕

未３ ３１ １ 〔雑木・蛇籠の本数・長さなど書付〕

未３ ３１ ２ 覚「七百四十四匁弐分…」（枠・石代金など書
付）

未３ ３１ ３ 「糸貫川通 中ノ圦 一長四拾弐間…」〔糸貫川
通圦寸法など書付〕

未３ ３１ ４ 覚「一枠柱八拾本…」（枠柱・敷成木など本数・
寸法書付）

未３ ３１ ５ 「鼻より壱わん（ママ） 三尺五寸…」〔寸法な
ど書付〕

未３ ３２ ① 巳年相場（米相場、元利米など書付） （明治２年） １８６９

未３ ３２ ② 辰年相場（米相場、元利米など書付） 明治元 １８６８

未３ ３２ ③ 〔米・銭相場、未進米、畑引など書付〕 （慶応３年）卯年 １８６７

未３ ３２ ④ 〔米相場、未進米、畑引など書付〕 （慶応２年）寅年 １８６６

未３ ３２ ⑤ 〔元利米、米・銭相場など書付〕 慶応元年丑十二月 １８６５

未３ ３２ ⑥ 〔米・銭相場、田畑免、畑引など書付〕 （元治元年）子年 １８６４

未３ ３２ ⑦ 〔米・銭相場、未進米、畑免など書付〕 （文久３年）亥十二月 １８６３

未３ ３２ ⑧ 戌免割相場（元利米、畑引など書付） （文久２年） １８６２

未３ ３２ ⑨ 〔申・酉年地下相場、免、畑引など書付〕 （文久元年） １８６１

未３ ３２ ⑩ 〔午・未年米相場、元利米など書付〕 （安政６年） １８５９

未３ ３２ ⑪ 覚（辰から未年までの米相場・未進米など書付） （安政６年）五月三日 １８５９

未３ ３２ ⑫ 覚（辰から亥年までの免割書付） （文久３年） １８６３

未３ ３３ 〔年始の挨拶状〕 正月廿七日

未３ ３４ 〔５か村手附金渡すなどにて、出府の処帰村す
るようにつき書状〕

十二月廿四日

未３ ３５ 〔新春の挨拶状〕 正月五日

未３ ３６ １ 記（曽我屋横手堤人足数・名前など書付） 丑八月廿三日

未３ ３６ ２ 記（曽我屋横手堤人足数・名前など書付） （丑８月２０～２２日）

未３ ３６ ３ 〔人数・人名書付〕 （丑８月１９～２６日）

１８４



作 成 受 取 形態 数 備 考

山田与二右衛門 村木忠左衛門様 切紙 １

紙紐 １ 未３―３１―１～―５は紙紐一括

河渡村 一紙 １ 未３―３１―１が―２～―５を挟み込んで
いた

切紙 １ 後部分は欠損ヵ

切紙 １

切紙 １

切紙 １

切紙 １ 未３―３２①～⑫は綴、こより紐で
括られていた

切紙 １

切紙 １ 「米相場五俵四分 銭相場九百
文…」とあり

切紙 １ 「相場三俵八分…」とあり

生津村庄屋 忠右衛門殿 切紙 １

切紙 １

生津村庄屋民蔵 河渡村忠左衛門殿 切紙

切紙 １

一紙 １

一紙 １

民造 泰治郎様 切紙 １

切紙 １

堤勝右衛門教報（花押） 村木忠兵衛様 切紙 １

切紙 １ ２枚、端裏部欠落あり、「笠松ニ
而御組合…」とあり、継目はが
れの部分あり、３枚継

（従尾州乾岳）村木仙右衛門義真（花
押）

（濃州河渡宿）村木
忠兵衛様

折紙
（包紙
共）

１ 作成・宛名のカッコは包紙より

御組合様 切紙 １ 未３―３６―１～―３は重ね折られてい
た

切紙 １

切紙 １

１８５



番 号 表 題 年 代 西暦

未３ ３７ 〔村方出入一件の願下げも申し付け、出府諸入
用勘弁の儀相談申し付けなどにつき書状〕

二月三日

未３ ３８ 覚（諸金納割の金２分１朱遣わすにつき） 三月廿六日

未３ ３９ 〔水災一件にて火急に相談の義あるにつき、加
納宿富岡屋まで出張依頼状〕

正月廿九日戌下刻出ス

未３ ４０ 〔川通一件にて墨引き取直し方の義の組合村々
対談などの件につき書状〕

十一月十八日

未３ ４１ 〔江戸表出府にて忠左衛門越す処、当月２４日笠
松泊込になるにつき書状〕

八月廿一日

未３ ４２ 記（七寸樋代金済みにつき） 酉八月

未３ ４３ ０ 「金弐両ト弐匁…」〔括り紐〕

未３ ４３ １ 記（代金受取につき） （明治）廿七年二月 １８９４

未３ ４３ ２ 「壱円七十銭 年賦…」〔年賦金差引など書付〕 二月廿八日

未３ ４３ ３ １ 覚（田畑反別・高など書付）

未３ ４３ ３ ２ 覚（田畑反別・高・掟米など書付）

未３ ４３ ３ ３ 覚（田畑反別・高・掟米など書付）

未３ ４３ ４ 「弐分 忠兵衛…」〔金銭・人名など書付〕

未３ ４３ ５ 記（酒代金書付） 辰二月

未３ ４３ ６ １ 高之覚（字ごとの田畑反別・高など書付）

未３ ４３ ６ ２ 覚（田畑並びに居屋敷反別・高など書付）

未３ ４４ 覚（平右衛門分の当春出府請取替銀書付）

未３ ４５ １ 〔武藤の倅、北方より引取りなどの件につき書
状〕

十一月十六日

未３ ４５ ２ 〔今般一件破談の処、領分２か村の障りなき場
所にても役所にては不行届、右始末河渡村へ内
達するなどにつき書状〕

十一月十五日

未３ ４６ ０ 「十二月六日納 一金壱歩…」〔括り紐〕

未３ ４６ １ 〔差引勘定調の処、金子借用願いなどにつき書
状〕

三月四日

未３ ４６ ２ 覚（扣高年貢代金受取などにつき） 戌三月八日

未３ ４６ ３ 覚（酉１２月１５か村割賦金の生津村分・酉年御年
貢不足分銀銭書付）

戌二月廿六日

１８６



作 成 受 取 形態 数 備 考

笠松ニ而 村木忠兵衛 河渡宿村木忠左衛門
様

切紙 １ ２枚、継目はがれの部分あり、

生津村庄屋中 河渡村村木忠左衛門
様

切紙 １

小島当三郎 村木忠左衛門様、加
藤治三郎様、豊田定
四郎様

切紙 １ 端裏「河渡村御役人様 加納宿
ニ而小島当三郎」

丹□屋ニ而 加藤助之進 笠松御出張先 村木
忠左衛門様

切紙 １

笠松より服部小七郎 河渡宿御庄屋中様 切紙
（包紙
共）

１ 作成・宛名は包紙より

ミナト瓶屋店（印） 河渡村事務所御中 切紙 １ 印に「濃州鏡島湊」とあり

紙紐 １ 未３―４３―１～―６は紙紐一括

あいや菊衛 河 村木光郎様 切紙 １

粂二 村木光郎様 切紙 １

切紙 １ 未３―４３―３―１～―３は重ね折られて
いた

切紙 １

切紙 １

切紙 １

玉屋万七 村木光郎様 切紙 １

切紙 １ 未３―４３―６―１の末尾に―２を重ねて
折り込まれていた

切紙 １

切紙 １

松井万吉 村木忠左衛門様、市
川長兵衛様

切紙 １ 未３―４５―１が―２を巻き込んでいた

切紙 １

紙紐 １ 未３―４６―１～―４は紙紐一括

生津加藤粂助、棚橋民蔵 村木泰治郎様 切紙 １

生津村庄屋粂助、同民蔵 河渡村村木忠左衛門
様

切紙 １

庄屋見習民蔵 河渡村忠左衛門様 切紙 １ 糊跡あり

１８７



番 号 表 題 年 代 西暦

未３ ４６ ４ １ 覚（銀銭差引、算当の上返事するようにつき） 未十二月廿九日

未３ ４６ ４ ２ 覚「一銀三百六拾五匁…」（銀銭差引など書付）

未３ ４７ 〔昨夜引渡しの尾州表武藤よりの１條極めて内々
などにて、切通しへ直様出掛ける様承知につき
書状〕

十一月廿七日

未３ ４８ 覚（諸入用、村方反別割にて１９匁余渡すように
つき）

十一月十二日

未３ ４９ 〔図面書き抜き差上げにつき書状〕

未３ ５０ 〔京に無事到着の旨、宗三郎義の件などつき書
状〕

明治十五年四月廿七日 １８８２

未３ ５１ ０ 〔封筒〕 （明治１６年２月２２日） １８８３

未３ ５１ １ 〔郵便別仕立賃銭１円落掌にて請取証差し出し
の覚〕

（明治１６年２月２２日） １８８３

未３ ５１ ２ 記（郵便別仕立賃準備金返納分１円領収につき） （明治）十六年二月廿
二日

１８８３

未３ ５２ 記（たばこなど代金請取につき） 未二月

未３ ５３ 〔金子入用の件などにつき書状〕 五月廿四日

未３ ５４ ０ 〔封筒〕 （明治）十九年一月よ
り八月迄

１８８６

未３ ５４ １ 証（郵便経費１月分９円６４銭渡しにつき） 明治十八年十二月廿三日 １８８５

未３ ５４ ２ 証（郵便経費２月分・１２月不足分９円９４銭渡しに
つき）

明治十九年一月廿八日 １８８６

未３ ５４ ３ 証（郵便経費２月不足分６銭渡しにつき） 明治十九年五月十九日 １８８６

未３ ５４ ４ 証（郵便経費３月分・１月不足分９円７０銭渡しに
つき）

明治十九年二月十九日 １８８６

未３ ５４ ５ 証（郵便経費４月分９円６４銭渡しにつき） 明治十九年四月十九日 １８８６

未３ ５４ ６ 証（郵便経費５月分９円３４銭渡しにつき） 明治十九年五月十二日 １８８６

未３ ５４ ７ 証（郵便経費６月分９円４銭渡しにつき） 明治十九年六月一日 １８８６

１８８



作 成 受 取 形態 数 備 考

生津村粂助 村木忠左衛門様 切紙 １ 未３―４６―４―１が―２を巻き込んでい
た

切紙 １

笠松ニ而 市川長兵衛 河渡宿村木忠左衛門
様

切紙 １ 作成・宛名は包紙より

下生津村首場（ヵ） 河渡忠左衛門様 切紙 １

浜や 忠兵衛様 切紙 １

いせ桑名宿弟子佐藤照久 濃州河渡駅師長邨木
忠一様

切紙 １

岐阜県 河渡郵便局 封筒 １ 未３―５１―１～―２は封筒一括、朱書
「書留郵便事務ラ五一八」

岐阜県庁（印）（印：雑務掛） 河渡郵便局 一紙 １ 未３―５１―１が―２を挟み込んでいた

岐阜県駅逓掛（印：勧業課駅逓掛） 河渡郵便局御中 一紙 １

中山商店 村木光郎様 切紙 １

山田秀四郎 永井宗寿様 切紙 １

岐阜駅逓出張局 ミノ河渡郵便局 封筒 １ 未３―５４―１～８が重ね折られ、封
筒一括

岐阜駅逓出張局（印） 河渡郵便局 切紙 １ 「甲第五一三号」「持参人通運
会社名代山口宗典（印）」とあ
り

岐阜駅逓出張局（印） 河渡郵便局 切紙 １ 「甲第五九二号」「持参人通運
会社名代山口宗典（印）」とあ
り

岐阜駅逓出張局（印） 河渡郵便局 切紙 １ 「甲第七四九号」「持参人通運
会社名代内田弥十郎」とあり

岐阜駅逓出張局（印） 河渡郵便局 切紙 １ 「甲第六七二号」「三月二日持
参人通運会社名代山口宗典
（印）」とあり

岐阜駅逓出張局（印） 河渡郵便局 切紙 １ 「甲第四号」「持参人通運会社
名代山口宗典（印）」とあり

岐阜駅逓出張局（印） 河渡郵便局 切紙 １ 「甲第七六号」「五月十九日持
参人通運会社名代山口宗典
（印）」とあり

岐阜駅逓出張局（印） 河渡郵便局 切紙 １ 「甲第一四七号」「六月二日持
参人通運会社名代山口宗典
（印）」とあり

１８９



番 号 表 題 年 代 西暦

未３ ５４ ８ 証（郵便経費７・８月分１８円６８銭渡しにつき） 明治十九年六月十七日 １８８６

未３ ５５ 覚（廻状などの人足数書付） 四月十五日

未３ ５６ 〔私事日々さえぬ事ばかりにて暮らすなど一度
会って話したきなどにつき書状〕

未３ ５７ ０ 「壱斗四升…」〔括り紐〕

未３ ５７ １ 覚（講金預かり分勘定済みにつき） （文久３年）亥七月十
四日

１８６３

未３ ５７ ２ 覚（酉不足金差引など書付）

未３ ５７ ３ １ 覚（講金勘定など書付） （元治元年）子八月三
日勘定

１８６４

未３ ５７ ３ ２ 亥年差引覚（講金預かり分・講懸金などより年
貢不足分など勘定につき）

（元治元年）子八月 １８６４

未３ ５８ 記（代金済みにつき） 四月十二日

未３ ５９ おほへ「金八拾両かへニ而…」（金銭勘定書付）

未３ ６０ 「石末 七、井上 七五…」〔地名・割合など書
付〕

未３ ６１ 〔米高・人名など書付〕

未３ ６２ 記（丸太・檜木割杭など代金請取につき） 酉九月五日

未３ ６３ 覚（料理など代金受取につき） 十月十一日

未３ ６４ 記（酒など代金受取につき） 十月十二日

未３ ６５ 記（ろうそく代金請取につき） （明治２５年）辰八月 １８９２

未３ ６６ 覚（橋入用釘など代金書付） （明治）廿五年一月三日 １８９２

未３ ６７ 記（石炭・玉子など代金書付） （明治）廿七年二月 １８９４

未３ ６８ 〔利子金持参の件などにつき書状〕

未３ ６９ おぼへ（金銭請取につき） 戌十二月

未３ ７０ 覚（金銭受取につき） 戌極月

未３ ７１ 覚（ふ・たまりなど代金済みにつき） 戌十二月

未３ ７２ １ おぼへ（酒など代金書付） 戌極月

未３ ７２ ２ おぼへ（酒など代金受取につき） 神無月十七日

未３ ７３ 覚（酒・れんこんなど代金書付） 八月

未３ ７４ 「八月九日 夕 八人…」〔日付・人数など書付〕

未３ ７５ 覚（酒肴など代金請取につき） 戌極月

未３ ７６ 記（七輪代金書付） 二月二日

１９０



作 成 受 取 形態 数 備 考

岐阜駅逓出張局（印） 河渡郵便局 切紙 １ 「甲第二二一号」「六月十九日
持参人通運会社名代山口宗典
（印）」とあり

生津村 河渡御庄屋中様 切紙 １

こいしきだんな様 切紙 １ ３枚

紙紐 １ 未３―５７―１～―３は紙紐一括

泰治郎 民蔵様 切紙 １

切紙 １

民蔵・泰次郎立会 切紙 １ 未３―５７―３―１～―２は重ね折られて
いた

泰次郎 民蔵様 切紙 １

七津屋 村木光郎様外弐人 切紙 １

切紙 １

切紙 １

切紙 １

馬渕十平 人民総代御中 切紙 １

平□屋 御礼中様 切紙 １ 破損あり

浅忠 森様 切紙 １

さわや勘吾 村木秀雄様 切紙 １

金物や惣兵衛 村木光郎様 切紙 １

みのや徳八 村木光郎様 切紙 １

□□□ 村木忠一様 切紙 １

なかしまや衆吉 村木鯛治郎様 切紙 １

ますや太兵衛 東町泰次郎様 切紙 １

ま墨や豊助 村木泰治郎様 切紙 １

今義八 河渡泰助様、御連中
様

切紙 １ 未３―７２―１が―２を巻き込んでいた

今義八 鯛助様、栄八様、御
連中様

切紙 １

米治 上町丸屋様 切紙 １

切紙 １

藤吉 町 村木泰治郎様 切紙 １

金物屋宗七 村木忠一様 切紙 １

１９１



番 号 表 題 年 代 西暦

未３ ７７ 〔申し越しの吉太郎居一件、慥かなる証人肝要
なる次第にて連印願いなどにつき書状〕

十二月廿一日

未３ ７８ 記（白足袋・下駄など代金書付） （明治２０年ヵ）亥二月 １８８７

未３ ７９ 覚（あげ・とうふなど代金書付） み二月

未３ ８０ 記（酒など代金書付） 四月十一日

未３ ８１ １ 記（大蝋など代金書付） 九月十五日

未３ ８１ ２ 馬頭観世音縁日費（金銭など書付）

未３ ８２ 覚（代金など書付） 酉八月

未３ ８３ おぼへ（こえ桶代金済みにつき） （明治）廿五年八月 １８９２

未３ ８４ 覚（なます・石炭など代金済みにつき） （明治）廿五年八月 １８９２

未３ ８５ 「壱石壱斗七升七合九勺…」〔米高・人名など
書付〕

未３ ８６ 覚（酒・れんこんなど代金書付） 酉八月

未３ ８７ １ 覚（米差引勘定など書付）

未３ ８７ ２ 庭帳写（米高・人名など書付）

未３ ８８ 「内掟〆三拾壱石…」〔掟米差引勘定など書付〕

未３ ８９ 卯年田方差引（勘定書付） （卯年）

未３ ９０ 記（木綿・綿糸代金など済みにつき） （明治）廿八年二月 １８９５

未３ ９１ 〔老中より渡船次第取調べにて往来船・人足数
など差遣すにつき書状〕

（嘉永５年ヵ）閏二月
九日

１８５２

未３ ９２ 〔封筒〕 十一月八日

未３ ９３ 記（豆腐など代金書付） （明治２９年）申二月 １８９６

未３ ９４ 記（栗材１間５寸角代金勘定済みにつき） （明治２６年）巳八月 １８９３

未３ ９５ 記（代金差引済みにつき） （明治２７年）午二月 １８９４

未３ ９６ 〔依頼の水難手当米の義などにつき書状〕 十二月三日

１９２



作 成 受 取 形態 数 備 考

堀部松太郎 村木忠一殿 切紙 １

さわや勘吾 木引分村木光郎様、
稲葉栄二様

切紙 １

米屋 上町丸屋様 切紙 １ 破損あり

ふじや 切紙 １ 後欠ヵ、宛先が「こひき御連中
様」と記され、他の宛先の代金
書付も連記されている

会津屋伝七 上 切紙 １ 未３―８１―１～―２は重ね折られてい
た

切紙 １

文造 御連中様 切紙 １

桶屋惣助 村木忠一様 切紙 １

みのや徳八 村木光郎様 切紙 １

切紙 １

玉桜 御連中様 切紙 １

切紙 １ 未３―８７―１～―２は重ね折られてい
た

切紙 １

切紙 １

切紙 １

あいや菊兵衛 河 村木光郎様 切紙 １

切紙 １

桑名ニテ くらより 村木様 封筒 １

しんたるや新八 村木光郎様 切紙 １

材木店 村木光郎様 切紙 １

材木店（印：美濃国河渡駅村木新八） 村木光郎様 切紙 １

切紙 １

１９３
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